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■ 意見募集の趣旨 

  第５期つくば市健康増進計画「健康つくば 21」では、「自分らしくいきいきと暮

らせるまちつくば」を基本理念に掲げ、基本計画の策定を進めております。 

 つきましては、計画案を公表しますので、市民の皆さんのご意見をお寄せくださ

い。 

 

■ 資料 

・第５期健康つくば 21 プラン（案）  

・第５期健康つくば 21 プラン（案）の背景・経緯等 

・第５期健康つくば 21 プラン（案）概要版 

 

■ 提出方法 

○ 直接持参   ・保健部健康増進課（１階） 

・各窓口センター 

・各地域交流センター 

・つくば市民センター 

※施設閉庁日を除く。 

○ 郵便      〒305－8555  

つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市保健部健康増進課 

○ ファクシミリ  029－868－7535 

○ 電子メール  wef050@city.tsukuba.lg.jp 

○ ホームページの電子申請・届出サービス 

※ 意見の提出については、別に定める「パブリックコメント意見提出様式」又

はホームページの電子申請・届出サービスの入力フォームに必要事項を入

力して意見をお寄せください。ただし、意見は様式以外でも提出できます。

必ず計画・条例等の名称並びに氏名及び住所（法人その他の団体は、名称、

代表者氏名及び所在地）を明記の上、提出してください。 

 



 
 

■ 提出された意見の取扱い 

・ パブリックコメント手続は、計画等の案の賛否を問うものではなく、内容を

より良いものにするために、意見を募集し、意思決定の参考とするものです。

提出された意見を十分考慮した上で、第５期健康つくば 21 プラン（案）の最

終決定を行います。 

・ 提出された意見は、集計後から市の考え方を公表するまでの間、原文を公表

します。個人情報等の取扱いには十分注意するとともに、公表に際しては、

個人が識別できるような内容及び個人又は法人等の権利利益を害するおそ

れのある情報など公表することが不適切な情報（つくば市情報公開条例第５

条に規定する不開示情報をいいます。）については、公表しません。 

・ 提出された意見に対する市の考え方は、意見をいただいた方々に個別に回答

するのではなく、類似する意見を集約するなどして、意見の概要とそれに対

する市の考え方を公表します。 

また、案の修正を行った場合は、その修正案を公表します。 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方の公表時期並びに公表場所 

○ 公表時期  2026 年３月頃を予定しています。 

○ 公表場所  市ホームページ、保健部健康増進課、 

情報コーナー（庁舎１階）、 

各窓口センター、各地域交流センター、つくば市民センター 
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健康つくば
21 プラン(案) 
令和８年(2026 年)3 月 

 

つくば市健康増進計画 
 つくば市歯科口腔保健推進計画  

つくば市食育推進計画  
つくば市自殺対策計画  

  
〔対象期間〕  

令和８年度（2026 年度）から 

令和 19 年度（2037 年度）まで 
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第１章    計画の基本的な考え方 

 
 
 

１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国における社会環境の変化をみると、生活水準の向上や社会保障制度の充実、医療

技術の進歩等により平均寿命が延伸し、世界有数の長寿国となっています。 

一方で、不規則な食事、栄養バランスの偏り、運動不足、生活リズムの乱れ、喫煙、飲

酒等の生活習慣の変化が要因となり、がんや循環器疾患等の生活習慣病の増加やその重症

化が深刻化しています。 

健康寿命の延伸のためには、ニーズに応じた健康づくりの取組を推進するだけでなく市

民がこころと体の健康について自ら気づき、考え、行動するための具体的な取組について、

健康増進計画に含むことが重要となります。 

市では、令和3年3月に策定した「第4期つくば市健康増進計画（健康つくば21）を継承す

る健康増進計画を含んだプランとして「第5期健康つくば21プラン」（以下「本計画」とい

う。）を策定しました。本計画では第4次健康いばらき21プランの施策の柱・取組分野であ

る視点を踏まえ、「つくば市未来構想・第3期つくば市戦略プラン」に掲げている目指すま

ちの姿のひとつである「誰もが自分らしく生きるまち」の下、基本施策「人生100年時代に

生涯いきいきと暮らせるまちをつくる」ための「健康づくりの支援」として、新たにライ

フコースアプローチの視点を加え、家庭や学校、地域全体で市民の健康意識を高める取組

を推進していきます。 

さらに、国の「自殺対策基本法」及び「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえ総合的な自

殺対策を推進する「つくば市自殺対策計画」は、健康増進計画との関連性が深いことから、

計画期間の終了に伴い、本計画に内包し、誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり

を推進します。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、健康増進計画（健康増進法第8条第2項）、歯科口腔保健推進計画（歯科口腔保

健の推進に関する法律）、食育推進計画（食育基本法第18条）、自殺対策計画（自殺対策基

本法第13条第2項）を一体化し「第5期健康つくば21プラン」としたものです。 

また、国及び県の計画や市の上位計画である「つくば市未来構想」「つくば市戦略プラン」

「つくば市地域福祉計画」や「つくば市国民健康保険計画」「つくば市高齢者福祉計画」等

市が策定する他の関連計画との整合性を図り策定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

つくば市未来構想 

第 3 期つくば市戦略プラン 
R7～R11 年度 

・つくば市国民健康保険計画 
（つくば市国民健康保険データヘルス計画及び 
つくば市特定健康診査等実施計画） 

・つくば市高齢者福祉計画 
（つくば市介護保険事業計画含む） 
・つくば市障害者プラン 
・つくば市子ども・子育て支援プラン 
・つくば市スポーツ推進計画 

整合・連携 

第 5期健康つくば 21 プラン 

つくば市健康増進計画 
つくば市歯科口腔保健推進計画 

つくば市食育推進計画 
つくば市自殺対策計画 

つくば市地域福祉計画 

健康日本 21(第三次) 
R6～R17 年度 

 

R6～R17 年度 
 

第 4次食育推進基本計画 
R3～R7 年度 

 

自殺総合対策大綱 
R4～R8 年度 

【国】 

【県】 

第 4次健康いばらき 21プラン 
R6～R17 年度 
茨城県健康増進計画 
茨城県歯科保健計画 
茨城県食育推進計画 

 

第 2次茨城県自殺対策計画 
R6～R11 年度 

【つくば市】 

整合 
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３ 計画期間 

つくば市健康増進計画（健康つくば21）は、平成18年度から平成22年度までの5か年を第

1期、平成23年度から平成27年度を第2期、平成28年度から令和2年度を第3期、令和3年度か

ら令和7年度を第4期として策定しました。 

国や県の健康増進計画である健康日本21（第三次）及び第４次健康いばらきプランは、

各種取組の健康増進への効果は短期間で測ることは難しく、評価を行うには、一定の期間

を要すること等から12年計画となっています。それに合わせ本計画も12年計画とし、令和

8年度から令和19年度までを計画期間とします。計画は必要に応じて随時見直しを行い、令

和12年度に計画全般にわたる中間評価を、さらに令和18年度に最終評価を実施します。 

〈つくば市〉 

Ｒ3 

2021 

Ｒ4 

2022 

Ｒ5 

2023 

Ｒ6 

2024 

Ｒ7 

2025 

Ｒ8 

2026 

Ｒ9 

2027 

Ｒ10 

2028 

Ｒ11 

2029 

Ｒ12 

2030 

Ｒ13 

2031 

Ｒ14 

2032 

Ｒ15 

2033 

Ｒ16 

2034 

Ｒ17 

2035 

Ｒ18 

2036 

Ｒ19 

2037 

                 

 
〈国・県〉 

Ｒ3 

2021 

Ｒ4 

2022 

Ｒ5 

2023 

Ｒ6 

2024 

Ｒ7 

2025 

Ｒ8 

2026 

Ｒ9 

2027 

Ｒ10 

2028 

Ｒ11 

2029 

Ｒ12 

2030 

Ｒ13 

2031 

Ｒ14 

2032 

Ｒ15 

2033 

Ｒ16 

2034 

Ｒ17 

2035 

Ｒ18 

2036 

Ｒ19 

2037 

                 

 
 

  

第 5 期健康つくば 21 プラン 

つくば市健康増進計画 

つくば市歯科口腔保健推進計画 

つくば市食育推進計画 

つくば市自殺対策計画 

第 4 期つくば市 

健康増進計画 

（健康つくば 21） 
つくば市食育推進計画 

つくば市歯科保健計画 

つくば市自殺対策計画 
（Ｒ元年度～） 

健康日本 21（第三次） 
健康日本 21 

（第二次） 

つくば市未来構想・つくば市戦略プラン 

Ｈ
第 4次健康いばらき 21プラン 
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４ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals））は、経済・社会・

環境の3つのバランスが取れた社会を目指すための国際目標であり、平成27年9月に国連総

会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられているものです。 

このＳＤＧｓは、発展途上国だけでなく、先進国も含めたすべての国々、人々を対象と

しており、令和12年までに持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲッ

トで構成されています。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、達成に向けてすべて

の人々がＳＤＧｓを理解し、それぞれの立場で主体的に行動することが求められています。 

国では、平成28年に内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」を設置すると

ともに、同年に策定した「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」には、地方自治体

の各種計画等にＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しています。 

市でも、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、社会・経済等の情勢変化に的確に対応し、諸課題を

克服しながら次の世代に継承させていく「持続可能都市」を目指しています。 

本計画に掲げる各施策を推進するにあたっては、ＳＤＧｓの17の目標項目のうち、次に

示す6つのゴールを意識し、地域や関係団体と連携しつつ、市民の最善の利益が実現される

社会を目指します。 

 

本計画に関連するＳＤＧｓのゴール 
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５ 国や県の動向 

国は、健康日本21（第二次）に基づき、生活習慣病予防等ライフステージに応じた健康

づくりを総合的に推進してきた結果、健康寿命は着実に延伸し、目標を達成しました。し

かし、適正体重、睡眠による休養、飲酒習慣等の一次予防に関する数値は一部悪化してい

ました。そのため、令和6年度から令和17年度までの12年間を計画期間とする「健康日本21

（第三次）」を策定し、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」

というビジョンを掲げました。ビジョンの実現に向け、「誰一人取り残さない健康づくりの

展開」「より実効性を持つ取組の推進」を行うこと、基本的な方向として、個人の行動と健

康状態の改善及び社会環境の質の向上の取組を進めることで、健康寿命の延伸・健康格差

の縮小の実現を目指すことが示されました。加えてライフコースアプローチを念頭に置く

こととしており、「女性の健康」を新規に項目立てし、性差に着目した取組が明記されてい

ます。 

食育においては、令和3年3月に「第4次食育推進基本計画」を策定し、基本的な方針とし

て「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」、「持続可能な食を支える食育の推進」、

「新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進」の3つの重点事項を掲げています。国民

の健全な食生活の実現と、環境や食文化を意識した持続可能な社会の実現をＳＤＧｓの考

え方を踏まえながら、多様な関係者が相互の理解を深め、連携・協働し、国民運動として

推進しています。 

自殺対策においては、平成28年に「自殺対策基本法」を改正し、自殺対策を「生きるこ

との包括的な支援」と位置付け、都道府県及び市町村に自殺対策についての計画策定を義

務付けました。 

また、令和4年10月に「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指して～」（以下「大綱」という。）が閣議決定されました。この自殺総合対策大綱

では、新型コロナウイルス感染症の影響による自殺の動向も踏まえつつ、これまでの取組

に加え、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性に対する支援の強化」、「地

域自殺対策の取組強化」、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」

等を追加し、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。 

県では、平成12年3月に国が策定した「健康日本21」の都道府県計画として、平成13年3

月に「健康いばらき21プラン」を策定しました。その後も国の動向等に合わせ、第2次・第

3次健康いばらき21プランを策定し、県民の健康づくりを推進しています。 

令和6年度からは「すべての県民が健康で明るく元気に暮らせる社会の実現」を目標とし

た「第4次健康いばらき21プラン」が策定され、ライフコースアプローチを踏まえた健康づ

くりの視点を取り入れながら、健康増進計画、歯科保健計画、食育推進計画が含まれてい

ます。また、自殺対策基本法に基づき、自殺対策を総合的かつ計画的に推進するために、

平成31年3月に「茨城県自殺対策計画」を策定しました。令和6年3月にはこの計画を見直し、

「第2次茨城県自殺対策計画」を「第8次茨城県保健医療計画」と一体的に策定するととも

に、具体的な施策や目標の設定のため、アクションプランを策定しています。 
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第２章    つくば市の概況 

 
 
 

１ 人口の状況 

（１）年齢区分別人口の推移と将来推計 

国及び県全体として人口減少が進む中、市では人口の上昇傾向が続いており、令和7年の

総人口は260,224人と、令和2年からの5年間で18,065人増加しました。 

年齢区分別にみた増加数は、0～14歳の年少人口が2,319名増加、15～64歳の生産年齢人

口が10,110名増加、65歳以上の高齢者人口が2,651名増加となっています。 

また、近年の全人口に占める65歳以上の人口の割合（高齢化率）は20％程度であり、県

と比べると低い値となっています。人口の推移と将来推計によると、今後は高くなる傾向

にあります。 

＜人口・高齢化率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県常住人口調査（各年 4 月 1 日現在） 

※令和 12 年から令和 22 年は日本の地域別将来推計人口 令和 5 年推計 

33,674 34,924 37,243 33,937 32,515 32,327 

143,648 

146,399 
156,509 169,075 

167,198 

159,930 

40,827 
46,059 

48,710 
55,527 60,811 

68,302 

3,001 

14,777 

17,762 

221,150 

242,159 

260,224 258,539 260,524 260,559 

18.7
20.3 20.1

21.5

23.3

26.226.3

29.7
31.1

32.7

34.4

37.2

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

H27年 R2年 R7年 R12年※ R17年※ R22年※

（％）（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

年齢不詳 市の高齢化率 県の高齢化率
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（２）転入と転出 

令和2年以降、市では年間10,000人を超える人が転出入していますが、転入者が転出者を

継続して上回っています。令和6年は年間で3,783人の社会増(転入者数－転出者数)となり

ました。 

 

＜転出入人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：住民基本台帳（統計つくば 令和 6 年度版） 

3,702 
4,382 

5,500 

2,960 
3,783 

16,481 
17,248 

19,277 
18,176 18,291 

12,779 12,866 
13,777 

15,216 14,508 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

転出入（人）社会増減（人）

社会増減 転入 転出
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（３）人口の年齢別構成（人口ピラミッド） 

5歳刻みの年齢階級別の人口構成は、男女ともに40～54歳の世代が多く、男性では10,000

人、女性では9,000人を超えています。 

また、5～19歳の世代では、年齢が高くなるにつれて人口が少なくなっています。 

 

＜年齢別人口＞ 

（男性）                 （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

6,172 

7,208 

7,054 

6,720 

8,392 

8,891 

9,251 

9,560 

10,105 

10,394 

10,253 

8,182 

6,583 

5,737 

5,636 

5,412 

3,492 

1,734 

630 

144 

10 

04,0008,00012,000

（人）

5,847 

6,724 

6,531 

6,218 

7,154 

7,863 

8,398 

8,945 

9,574 

9,655 

9,628 

7,441 

6,174 

5,850 

6,184 

6,048 

4,229 

2,700 

1,557 

575 

96 
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（人）
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（４）地区別年齢区分別人口と高齢化率 

地区別の年齢階級別の人口構成は、筑波地区、茎崎地区では総人口に対して高齢者人口

が多くなっています。また、桜地区、谷田部地区では年少人口が多くなっています。 

高齢化率は、筑波地区、茎崎地区で35％を超えています。 

＜年齢別人口 地区別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

1,399 2,401 1,931 

9,867 

22,033 

1,905 
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（％）（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率
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（５）出生と死亡の状況 

市の年間の出生数は、令和2年以降2,200人前後で推移しています。また、死亡数は出生

数を継続して下回っており、令和6年は34人の自然増(出生者数－死亡者数)となりました。 

人口千対の出生率と死亡率をみると、出生率は国・県よりも高く、死亡率は下回ってい

ます。 

 

＜出生数と死亡数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（統計つくば 令和 6 年度版） 

 

 

＜出生率（人口千対）の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計 
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＜死亡率（人口千対）の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計 
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（６）合計特殊出生率の状況 

合計特殊出生率の推移をみると、市では平成30～令和4年で1.49となっており、国・県よ

り高くなっています。 

 

＜合計特殊出生率の推移＞ 

（人口千対） 

 H25～29年 H30～R4年 

市 1.52 1.49 

県 1.46 1.34 

国 1.43 1.33 

資料：人口動態統計特殊報告ベイズ推定値 

 

 

 

 市町村の合計特殊出生率 

性・年齢別人口の規模や年齢構造が異なる地域の出生率を比較する際には合計特殊

出生率が用いられますが、市区町村の合計出生率については、出生数等の標本数が

少なく、偶然変動の影響を受けて数値が不安定な動きを示すため、県や国の数値と

比較ができません。そのため、厚生労働省が5年ごとに5年分のデータを用いてベイ

ズ推定値を公表しています。 
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（７）低出生体重児出生率の比較 

低出生体重児出生数を体重別にみると2,500ｇ未満の低出生体重児出生割合は、市が

8.7％となっています。 

 

＜低出生体重児出生率の比較＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：人 

 出生総数 
低出生 

体重児数 

体重内訳 

1,500g未満 
1,500～ 

2,000g未満 

2,000～ 

2,500g未満 

2,500～ 

3,000g未満 

3,000～ 

3,500g未満
3,500g以上

市 2,178 
190 

（8.7％）
13 26 151 868 924 196 

県 15,905 
1,517 

（9.5％）
118 188 1,211 6,217 6,562 1,609 

国 770,759 
72,587 

（9.4％）
5,736 9,367 57,484 297,421 318,692 81,963 

資料：市・県 令和 4 年茨城県人口動態統計 

国 令和 4 年人口動態統計 

市

県

国

8.7

9.5
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39.9

39.1

38.6

42.4

41.3

41.3

9.0

10.1

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2,500g未満 2,500～3,000g未満 3,000～3,500g未満 3,500g以上
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２ 平均余命と健康寿命 

（１）平均余命・健康寿命（平均自立期間） 

平均余命と健康寿命（平均自立期間）は、男性が国・県より高く、女性が県より高く、

国より低くなっています。 

＜平均余命・健康寿命（令和 5年）＞ 

（男性）                （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：年 

 平均余命※1 健康寿命（平均自立期間）※2 

 男性 女性 男性 女性 

市 82.3 87.2 80.8 84.0 

県 81.1 86.9 79.8 83.9 

国 81.5 87.6 80.0 84.3 

資料：国保データベース（ＫＤＢ）システム 地域の全体像の把握 

※1：厚労省作成の生命表における平均寿命とは算出方法が異なるため、比較はできません。 

※2：要介護 2 以上になるまでの期間の平均です。 

 

「健康寿命」と「平均自立期間」 

健康寿命には様々な算出方法がありますが、本計画では平均自立期間（要介護2以上になるまでの期間の平

均）を使用しています。 

国の健康日本21（第三次）では、「日常生活に制限のない期間の平均」（主指標）、「自分が健康であると自覚

している期間の平均」（補完的指標）及び「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2

以上になるまでの期間の平均）」（補完的指標）を採用しています。 

前者2つの指標は、3年ごとに実施される「国民生活基礎調査」における自己申告の回答を基に算出される指

標であるため、「一定以上の人口規模が必要となり市町村規模における算出・比較が困難」「毎年算出すること

ができない」等の課題が指摘されています。 

「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」は、介護保険データ等を用いて国保データベー

ス(ＫＤＢ)システムより、全国・都道府県・市町村別に毎年算出されています。取り扱う際の注意点としては、

「算出上の誤差を考慮せずに人口規模の異なる他市町村との単純な比較や順位付け等は誤った認識につなが

る可能性があること」「40歳以上の要介護2以上認定者のみを不健康と仮定する限定的な範囲を対象とした指標

であること」等に留意が必要とされています。 

これらを踏まえ、本計画において健康寿命の指標として平均自立期間を活用するに当たっては、「他市町村

との比較よりも市における経年変化に着目すること」「平均余命や不健康期間にも着目すること」「乳幼児期か

ら高齢期までの全ての市民を対象とした様々な健康施策（保健予防）分野に関係する健康づくり全体の状況・

目標・成果を表す指標の一つとして活用すること」等に留意して使用します。  

年

市

県

国
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86.9

87.6

84.0

83.9

84.3

80 82 84 86 88

(3.2年)

(3.3年)

(3.0年)

年

市

県

国

82.3

81.1

81.5

80.8

79.8

80.0

77 79 81 83

(1.5年)

(1.5年)

(1.3年)

平均余命 健康寿命
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

市では、介護認定者の総数は増加傾向にあり、令和2年から令和6年までの4年間で418名

増え、全体で8,224名となっています。 

＜要支援・要介護認定者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：つくば市介護保険課資料(各年 9 月末日時点) 

 
  

745 790 822 915 1,024 

877 960 959 980 957 

1,757 1,855 1,774 1,800 1,867 

1,595 1,563 1,604 1,600 1,660 

1,173 1,191 1,181 1,180 1,151 

1,008 1,029 966 961 979 
651 555 590 652 586 
7,806 7,943 7,896 8,088 8,224 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

（人）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3

要介護4 要介護5
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３ 疾病等の状況 

（１）死因別死亡者割合 

令和5年の市民の死亡原因の約半数が悪性新生物（がん）(25.6％)、心疾患(14.9％)、脳

血管疾患(7.2％)等の生活習慣病によるものです。 

＜死因別死亡者割合（令和 5年）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5 年人口動態調査 

 
 

（２）死因別死亡者数の推移 

市民の死因別に推移をみると、悪性新生物（がん）と心疾患、老衰が上位を占め、特に

老衰と心疾患による死亡者数は令和2年以降、増加しています。 

＜死因別死亡者数の推移＞ 
単位：人 

 
悪性新生物 

（がん） 
老衰 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 自殺 糖尿病 

高血圧性 

疾患 

R元年 481 218 275 140 132 50 28 23 6 

R2年 477 201 239 129 122 50 27 16 2 

R3年 508 238 265 152 118 44 24 10 5 

R4年 484 297 284 160 120 56 41 18 7 

R5年 543 325 316 153 83 61 43 22 7 

資料：厚生労働省 人口動態調査 

  

悪性新生物

（がん）

25.6％

老衰

15.3％

心疾患

14.9％脳血管疾患

7.2％

肺炎

3.9％
不慮の事故

2.9％

自殺

2.0％
糖尿病

1.0％

高血圧性疾患

0.3％

その他

26.9％
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（３）死亡数及び標準化死亡比（Ｈ30～Ｒ4年） 

男女ともにくも膜下出血、肺炎の死亡率が高くなっています。 

 

＜死亡数及び標準化死亡比＞ 

（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
標準化 

死亡比 
0.98 0.97 1.07 1.14 0.97 0.92 1.00 0.81 1.10 2.44 0.82 1.06 1.17 1.06 

死亡数 4,783 1,447 199 218 107 329 677 103 382 80 103 189 341 95 

全国に比べて 

優位に高い 
         ○   ○  

全国に比べて 

優位に低い 
       ○   ○    

 

 

 

 

グラフの見方 

点は標準化死亡比を示しており、上下に伸びているヒゲは、結果にどのくらい信頼性があるのかを示し

ています（95％信頼区間）。ヒゲ全体が1.0より上にある場合は、全国と比べて死亡率が「高い」、ヒゲ

全体が1.0よりも下にある場合は、全国と比べて死亡率が「低い」といえます。ヒゲが1.0をまたいでい

る場合は、死亡率が「高いとも低いともいえない」ということです。 

資料：茨城県立健康プラザ 令和 6 年茨城県市町村別健康指標 
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（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
標準化 

死亡比 
1.04 0.94 1.06 0.92 0.81 0.79 0.83 1.12 0.99 0.84 1.02 1.41 1.01 0.95 1.23 0.89 

死亡数 4,402 943 97 140 41 110 88 55 655 66 333 66 90 171 262 15 

全国に比べて 

優位に高い 
○           ○   ○  

全国に比べて 
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（４）部位別がん死亡率順位 

＜部位別がん死亡率順位＞ 

単位：人口 10 万対 

 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

男性 肺 
64.9 

大腸 
36.5 

胃 
25.1 

すい臓 
17.8 

肝 
16.2 

女性 大腸 
35.2 

肺 
21.8 

すい臓 
21.0 

胃 
20.1 

乳 
19.3 

総数 肺 
43.7 

大腸 
35.9 

胃 
22.7 

すい臓 
19.4 

乳 
19.3 

※死亡率（10 万人対）とは、「人口 10 万人のうち何人死亡したか」を表す数値で、以下の式で算出され

ます。死亡率＝（その年に死亡した人の数／その年の総人口）ｘ100,000 

※肺：気管・気管支及び肺、大腸：結腸及び直腸、肝：肝及び肝内胆管 

※総数は性別不詳を含む場合があります。 

資料：令和 5 年茨城県人口動態統計年報 

 

（５）部位別がん死亡率の推移 

県全体と比較して、市の死亡率は全体的に低く推移しています。 

＜肺がん＞     ＜大腸がん＞ 

 

 

 

 

 

 

＜胃がん＞      ＜乳がん＞ 

 

 

 

 

 

 

＜子宮頸がん＞ 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計年報 
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（６）医療費の推移 

市の医療費は、全体としては令和3年以降減少傾向にあります。内訳をみると、令和5年

は令和4年に比べ、入院医療費は増加、外来医療費は減少しています。 

1人当たりの医療費は年々増加傾向にあり、令和5年で24,060円となっています。また、

県・同規模市・国と比べ、いずれの年も市の1人当たり医療費は低くなっています。 

 

＜市の医療費の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB 帳票 S21_001-地域の全体像把握 

 

 

＜1人当たり医療費の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB 帳票 S21_001-地域の全体像把握 

 

  

4,678 4,258 4,371 4,288 4,416 

8,198 
7,784 8,193 8,215 8,083 

12,876 
12,043 12,564 12,503 12,499 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

（百万円）

入院 外来

23,230 

22,230 

23,510 23,500 
24,060 

24,470 
23,910 

25,250 25,560 

26,540 26,770 
26,060 

27,660 
28,140 

29,080 27,470 
26,960 

28,470 
29,050 

29,960 

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

（円）

市 県 同規模市 国



 パブリックコメント資料  

 
22 

４ 自殺の現状 

（１）自殺死亡率と自殺者数の推移 

市の令和5年の自殺死亡率と自殺者数は、人口10万人当たり15.5で、39人となっていま

す。これは国の自殺死亡率17.3に比較して低い値となっています。 
 

＜自殺死亡率と自殺者数の推移(令和元～令和 5年)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

市の20歳代、60歳代以上の女性の自殺死亡率は、国の当該年代の平均値と比べ高くなっ

ています。男性の自殺者数は、20歳代～50歳代で多く、女性は20代と70代が多くなってい

ます。 
 

＜性・年代別自殺死亡率（令和元～5 年平均）と自殺者数（令和元～5年合計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

地域自殺実態プロファイル 2024 
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（２）年代別自殺者数の推移 

＜市の年代別自殺者数の推移（令和元～令和 5年）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 
 

（３）性・年代別の自殺死亡率と自殺者数 

＜市の性・年代別の自殺死亡率と自殺者数（令和元～令和 5 年）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

※縦軸は自殺死亡率、球の大きさは自殺者数を表しています。 
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（４）自殺の原因・動機の状況 

原因・動機別にみると（重複回答あり）、「健康問題」（33.3％）の割合が一番多く、次い

で「経済・生活問題」（17.6％）の割合が多くなっています。また、「勤務問題」（市：12.1％、

全国：11.0％）の割合が国を上回っています。 

 

＜自殺の原因・動機別割合（令和元～5年）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

※令和元～3 年までは、「交際問題」が「男女問題」となっていました。 

 
 

（５）職業別に見た自殺者の割合 

職業別で見ると、「有職者」の割合が最も多く、国を上回っています。 

 

＜自殺者の職業別構成割合（令和元～5年）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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（６）主な自殺の特徴 

性・年齢別、職業の有無別、同居人の有無別で見ると、男性40～59歳有職同居人ありが

一番多くなっています。 

 

＜市の主な自殺の特徴（性・年齢・職業の有無・同居人の有無別）＞ 

上位5区分 

自殺者数 

5年計 

（人） 

割合 

（％） 

自殺率 

（人口10万対） 
背景にある主な自殺の危機経路 

1位: 

男性40～59歳有職同居 
21 12.70 16.4 

配置転換→過労→職場の人間関係の悩

み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

2位: 

女性60歳以上無職同居 
19 11.50 18.8 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

3位: 

男性20～39歳有職同居 
17 10.30 22.6 

職場の人間関係／仕事の悩み(ブラッ

ク企業)→パワハラ＋過労→うつ状態

→自殺 

4位: 

男性60歳以上無職同居 
13 7.90 21.9 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲

れ）＋身体疾患→自殺 

5位: 

男性40～59歳有職独居 
11 6.70 46.9 

配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕

事の失敗→うつ状態＋アルコール依存

→自殺 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024 

※「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしました。あくま

でも、該当する性・年齢等の特性に応じ、全国的に見て代表的と考えられる「自殺の危機経路」を示 

すものであり、提示された経路が唯一のものではありません 
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５ 市民の健康への関心 

（１）自分の健康状態の割合 

健康感については、「健康である」と「まあ健康である」をあわせた『健康である』の割

合が77.6％となっています。一方、「やや不健康である」と「不健康である」をあわせた『不

健康である』の割合は21.8％となっており、令和元年度調査から大きな変化はみられませ

ん。 

 

＜自分の健康状態の割合（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査  

 
 

（２）健康への関心の割合 

健康への関心度については、「関心がある」と「少し関心がある」をあわせた『関心があ

る』の割合が94.3％と高くなっており、令和元年度調査から大きな変化はみられません。 

 

＜健康への関心の割合（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査  
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６ 前計画の評価 

（１）数値目標の達成度 

健康つくば21（第4期）及びつくば市自殺対策計画で設定した数値目標を、下表に示す基

準に従い、Ｓ～Ｄの区分で評価しました。 
 

目標達成状況 

（計画策定時の目標値と現在の値を比較） 
評価区分 

目標値を達成 Ｓ 

目標値に達していないがベース値よりも改善した Ａ 

ベース値と変わらない（ベース値と±0.1％以内の変動） Ｂ 

ベース値よりも悪化している Ｃ 

評価不可 Ｄ 

 

（２）全体の達成状況 

■第4期つくば市健康増進計画 

分野 

分野ごとの各目標に対する 

評価区分の数 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

生活習慣病の発症・重症化予防  6  8  

栄養・食生活（つくば市食育推進計画含む） 2 9  15  

生活活動と運動 1 6  7  

休養・こころの健康  1  5  

喫煙・飲酒  6 1 5  

歯と口腔の健康（つくば市歯科保健計画） 1 2  1 1 

健康づくり・健康管理の支援 1 1  7  

合計 5 31 1 48 1 

割合（％） 5.8％ 36.0％ 1.2％ 55.8％ 1.2％ 

 
目標値を達成又はベース値よりも改善の見られた項目は41.8％ありました。また、状況

が悪化した項目も55.8％ありました。要因としては、新型コロナウイルス感染症の流行の

ため、事業を一部縮小・中止したこと、市民の健診等を含む外出控えがあり、取組が計画

どおりに実施できなかったことが考えられます。 

これらのことから、引き続き各分野の課題を見直し、取組を検討していく必要がありま

す。 
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■つくば市自殺対策計画 

基本施策 

基本施策ごとの各目標に対する 

評価区分の数 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

地域におけるネットワークの強化 1     

自殺対策を支える人材の育成 1     

住民への啓発と周知 1     

生きることの促進要因への支援    1  

児童・生徒の「SOSの出し方に関する教育」 1     

合計 4 0 0 1 0 

割合（％） 80.0％ 0.0％ 0.0％ 20.0％ 0.0％ 

 
目標値を達成した項目は5項目中4項目ありました。しかし、「生きることの促進要因への

支援」に関する項目は目標値に達していません。 

引き続き各取組の課題を見直し、取組を検討していく必要があります。 
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（３）各分野における達成状況 

■第4期つくば市健康増進計画 

①生活習慣病の発症・重症化予防 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7 年度 

評価
区分 

特定健診の受診率 

つくば市国保加入者のみ 
40歳以上 38.9％ 

36.3％ 

(R6 年度速報値) 
60.0％ C 

胃がん検診の受診率 50～69歳 10.7％ 7.9％ 40.0％ C 

大腸がん検診の受診率 40～69歳 14.0％ 13.3％ 40.0％ C 

肺がん検診の受診率 40～69歳 16.5％ 11.2％ 40.0％ C 

子宮頸がん検診の受診率 
20～69歳 

女性 
21.6％ 22.6％ 50.0％ A 

乳がん検診の受診率 
40～69歳 

女性 
19.2％ 20.0％ 50.0％ A 

特定保健指導の利用率 

（動機づけ支援＋積極的支援） 

つくば市国保加入者のみ 

40歳以上 23.0％ 
36.3％ 

(R6 年度速報値) 
45.0％ A 

指摘事項に対する

取組状況（放置者

の割合） 

脳血管疾患 

20歳以上 

0.0％ 2.6％ 減少 C 

虚血性心疾患 13.6％ 13.9％ 減少 C 

糖尿病・高血糖 19.0％ 21.2％ 減少 C 

血圧高値 15.0％ 13.4％ 減少 A 

脂質異常 35.5％ 34.0％ 減少 A 

BMI 高値 17.7％ 33.3％ 減少 C 

企業との協力数 0 か所 4 か所 5 か所 A  

※特定健診受診率は令和6年度 第1回つくば市健康づくり推進協議会 資料1「令和5年度活動報

告」より 

※各種がん検診の受診率は「令和5年度住民検診におけるがん検診の受診率（地域保健・健康増進

事業報告）（速報値）」より 
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②栄養・食生活（つくば市食育推進計画含む） 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7 年度 

評価
区分 

毎朝朝食を食べる人の割合 

幼児 95.0％ 92.1％ 100％ C 

小学生 93.2％ 88.8％ 100％ C 

中学生 92.0％ 86.1％ 100％ C 

高校生 75.7％ 74.1％ 増加 C 

20歳代男性 58.4％ 48.1％ 75％ C 

20歳代女性 63.1％ 64.9％ 75％ A 

野菜を食べるように心がけている保
護者の割合 

幼児 95.5％ 94.9％ 100％ C 

野菜を食べると回答した人の割合 

小学生 86.7％ 92.5％ 100％ A 

中学生 90.4％ 91.6％ 100％ A 

高校生 89.4％ 90.8％ 100％ A 

1日当たりの野菜平均摂取量350ｇ 
（5皿）以上食べている人の割合 

成人 3.7％ 6.8％ 50％ A 

1日2回以上汁物を飲んでいる人の割
合 

成人 26.1％ 25.3％ 25％ A 

食事をよくかんでいる人の割合 成人 66.1％ 53.0％ 80％ C 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
が1日2回以上の日がほぼ毎日の人の
割合 
※1日3食、主食・主菜・副菜を3つそ
ろえて食べている人の割合 

20歳代 36.9％ 25.2％ 80％ C 

30歳代 48.3％ 28.5％ 80％ C 

40歳代 51.2％ 34.4％ 80％ C 

夕食を家族と一緒に食事をする人の
割合 

小学生 71.8％ 86.5％ 90％ A 

中学生 68.1％ 73.9％ 70％ S 

高校生 52.5％ 63.7％ 増加 S 

成人 67.5％ 54.7％ 増加 C 

食事の時間が楽しいと感じている人
の割合 

小学生 81.8％ 90.8％ 100％ A 

中学生 82.4％ 89.7％ 100％ A 

成人 87.9％ 86.0％ 増加 C 

食生活改善推進員会員数 202 人 167 人 250 人 C 

食生活改善推進員活動回数 212 回 209 回 235 回 C 

食育に関心を持っている人の割合 成人 75.0％ 71.7％ 90％ C 
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③生活活動と運動 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7年度 

評価
区分 

健康のために意識して身体を動かし
ている人の割合(している及びどちら
かというとしている) 

成人男性 60.8％ 59.7％ 62.0％ C 

成人女性 51.6％ 51.4％ 53.0％ C 

運動・身体を使って遊んでいる 
子どもの割合 

乳児 86.8％ 90.5％ 維持 S 

幼児 98.1％ 87.8％ 維持 C 

小学生 79.5％ 85.5％ 89.0％ A 

普段から歩く習慣のある人の割合 
（週2回30分以上） 

20～30歳代 49.7％ 54.1％ 56.0％ A 

40～60歳代 52.8％ 51.0％ 59.0％ C 

70歳以上 62.2％ 57.3％ 68.0％ C 

運動普及推進員の活動回数 357 回 260 回 440 回 C 

運動普及推進員の養成人数 228 人 254 人 294 人 A 

息が弾む程度(30分以上の継続)の 
運動を週2回以上する人の割合 

成人男性 28.1％ 32.5％ 37.0％ A 

成人女性 20.7％ 21.6％ 29.0％ A 

シルバーリハビリ体操指導士の活動回数 2,950 回 2,278 回 3,200 回 C 

シルバーリハビリ体操指導士の養成人数 316 人 370 人 400 人 A 
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④休養・こころの健康 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7年度 

評価
区分 

睡眠による休養が十分にとれている
人の割合 

成人 68.1％ 61.1％ 80.0％ C 

ストレスや悩みを感じている人の 
割合 

中学生 61.8％ 58.4％ 50％以下 A 

高校生 62.1％ 68.9％ 50％以下 C 

成人 52.4％ 61.4％ 50％以下 C 

ストレスや悩みを感じた時に相談する相手がいる
人の割合 

77.7％ 75.9％ 85.0％ C 

自殺者の人口10万人対比(地域自殺実態プロファイ
ル) 

13.26 
15.46 

（令和 5 年） 
11.8 C 

※自殺者の人口10万人対比は令和5年地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）より 

 

⑤喫煙・飲酒 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7年度 

評価
区分 

COPDがどんな病気かよく知っている
人の割合 

成人 21.9％ 21.3％ 40％以上 C 

高校生の喫煙の割合 
高校生男子 7.5％ 12.6％ 0％ C 

高校生女子 3.8％ 4.3％ 0％ C 

妊婦の喫煙の割合 妊婦 0.9％ 0.5％ 0％ A  

高校生の飲酒の割合 
高校生男子 25.1％ 15.2％ 0％ A 

高校生女子 15.3％ 8.1％ 0％ A 

妊婦の飲酒の割合 妊婦 0.4％ 0.16％ 0％ A  

喫煙者の割合 
成人男性 16.4％ 15.9％ 15％以下 A 

成人女性 5.1％ 4.9％ 3％以下 A 

最近受動喫煙の機会があった人の 
割合 

成人 18.3％ 22.3％ 3％以下 C 

生活習慣病のリスクを高める飲酒(週
3回以上かつ1日に3合以上の飲酒)を
している人の割合 

成人男性 4.5％ 7.1％ 減少 C 

成人女性 2.8％ 2.9％ 減少 B 
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⑥歯と口腔の健康（つくば市歯科保健計画） 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7年度 

評価
区分 

むし歯のない人の割合 
3歳児 89.0％ 92.5％ 90％ S 

12歳児 － 80.2％ 74％ D  

年1回程度歯の定期検診を受けて 
いる人の割合 

成人 50.3％ 57.7％ 65％ A 

咀嚼良好者の割合 
60歳 68.2％ 73.1％ 80％ A 

75歳以上 73.1％ 70.4％ 70％ C 

 

⑦健康づくり・健康管理の支援 

指標 対象 
ベース値 
令和元年度 

現状値 
令和 6年度 

目標 
令和 7年度 

評価
区分 

診療時間内の受診を心がけている人
の割合 

乳児・幼児 99.0％ 93.1％ 維持 C 

成人 96.6％ 97.0％ 97％ S 

かかりつけ医を持っている人の割合 成人 65.3％ 61.7％ 85％ C 

かかりつけ歯科医を持っている人の
割合 

成人 65.6％ 70.3％ 85％ A 

かかりつけ薬局を持っている人の 
割合 

成人 40.7％ 39.8％ 85％ C 

日頃から体調管理している市民の 
割合 

成人 80.9％ 79.6％ 85％ C 

食生活改善推進員を知っている人の
割合 

成人 14.1％ 12.0％ 25％ C 

運動普及推進員を知っている人の 
割合 

成人 11.3％ 10.0％ 20％ C 

シルバーリハビリ体操指導士を 
知っている人の割合 

成人 17.7％ 13.4％ 25％ C 
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■つくば市自殺対策計画 

指標 
ベース値 

令和元年度 

現状値 

令和 6年度 

目標 

令和 7年度 

評価 

区分 

自殺対策に関する有識者会議 2回開催 
年1回以上 

開催 

必要に応じて

開催する体制

をとる 

S 

一般市民向けゲートキーパー研修受

講者数 

延べ 

632人 

延べ 

4,068人 

延べ 

1,000人 
S 

相談先があることを知っている人の

割合 

（健康つくば21アンケート「相談先一

覧チラシ」認知度） 

9.7％ 19.6％ 15％以上 S 

1年以内に自殺を考えたことのある人

の割合（健康つくば21アンケート） 
4.2％ 5.9％ 5％以下 C 

公立小中学校・義務教育学校において

「SOSの出し方教育」の授業を実施し

ている学校 

100％ 100％ 100％ S 

  



 パブリックコメント資料  

 
35 

 

第３章    計画の基本理念と基本目標 

 
 

 

１ 基本理念 

「つくば市未来構想・第3期つくば市戦略プラン」に掲げている目指すまちの姿のひとつ

である「誰もが自分らしく生きるまち」の下、基本施策「人生100年時代に生涯いきいきと

暮らせるまちをつくる」ための「健康づくりの支援」として、新たにライフコースアプロ

ーチの視点を加え、家庭や学校、地域全体で市民の健康意識を高めることができるよう第

4期計画の基本理念を引き継いだ以下の基本理念のもと、「第5期健康つくば21プラン」を推

進していきます。 

 

 

 

 

２ 基本目標 

つくば市民一人ひとりが、「自分らしくいきいきと暮らせるまちつくば」を実現するため

に本計画の基本目標は、個人の行動と健康状態の改善に加え、個人を取り巻く社会環境の

整備やその質の向上を図ること、それらによる健康寿命の延伸の3つを設定します。 

また、健康寿命を延ばしていくことが個人の生活の質の低下を防ぐことにつながること

から「健康寿命（平均自立期間）」を計画全体の指標として設定します。 

 

つくば市 平均余命（R5） 健康寿命（R5） 目標（R18） 

男性 82.3年 80.8年 健康寿命：82.3年 

女性 87.2年 84.0年 健康寿命：85.5年 

 

（1）健康寿命の延伸 

健康づくりの支援により、「個人の行動と健康状態の改善」及び「社会環

境の質の向上」を実現し、日常生活での支援や介護を必要とせずに自立し

て生活できる期間を延ばすことを目指します。 

（2）個人の行動と 

健康状態の改善 

身体活動と運動、休養と睡眠、歯と口腔、喫煙と飲酒、栄養と食生活、食

育の推進等の個人の生活習慣の見直しによる健康状態の改善を目指します。 

（3）社会環境の 

質の向上 

健康を支え守るための環境や食を取り巻く環境、自殺対策のネットワー

ク強化の環境等を整備し、無理なく自然に心身が健康になる社会環境の

整備を推進します。 

自分らしく いきいきと暮らせるまち つくば 
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３ 計画の体系 

上位関連計画や国の健康日本21（第三次）や第4次健康いばらき21プランを踏まえ、本計

画での目指す姿や施策体系を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 基本理念 

つくば市未来構想 

・戦略プラン 
基本施策：人生 100 年時代に生涯いきいきと暮らせるまちをつくる 

自分らしく いきいきと暮らせるまち つくば 

高齢者 

働く世代の人々 

子ども 

 
基本目標 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
ア
プ
ロ
ー
チ 

 
基本方針 

健康寿命の延伸 

個人の行動と 

健康状態の改善 
社会環境の質の向上 

○生きることへの

包括的な支援の

体制づくり 

 

○こころの健康 

自殺対策計画 

○生活習慣の改善

と主体的な健康

づくり 

○生活習慣病の発

症予防と重症化

予防 

○健康を支え、守

るための社会環

境の整備 

健康増進計画 
（歯科口腔保健推進計画）

○望ましい食習慣

の基礎づくり 

 

○食をとりまく環

境づくりの推進 

食育推進計画 

女 
 
 
 

性 
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≪健康増進計画≫ 

1．生活習慣の改善

と主体的な健康

づくり 

2．生活習慣病の 

発症予防と 

重症化予防 

3．健康を支え、 

守るための 

社会環境の整備 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

［基本理念］   [基本目標] ［施策・取組］ ［基本方針］ 

自
分
ら
し
く 

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち 

つ
く
ば 

身体活動と運動 

休養と睡眠 

歯と口腔の健康 
（歯科口腔保健推進計画） 

喫煙と飲酒 

生活習慣病の発症予防と重症化予防 

健康を支える環境づくり 

食育を通じた健康づくり 

食育の普及・啓発 

地域活動等における食育の推進 

地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を支える人材の育成 

住民への啓発と周知 

自殺未遂者への支援の充実 

子ども・若者、高齢者、生活困窮者
への支援 

≪自殺対策計画≫ 

1．生きることへの 

包括的な支援の 

体制づくり 

2．こころの健康 

 

 ≪食育推進計画≫ 

1．望ましい食習慣

の基礎づくり 

2．食をとりまく 

環境づくりの 

推進 

健
康
寿
命
の
延
伸 

個
人
の
行
動
と
健
康
状
態
の
改
善 

社
会
環
境
の
質
の
向
上 
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４ ライフコースアプローチを意識した健康づくりの推進 

 
乳幼児期 

0～5 歳 

学童期 
6～12 歳 

思春期 
13～19 歳 

 

 身体活動と運動 

 
身体を使った遊びをしま

しょう 

体育活動やスポーツにふれる機会を通じて、体力の維持・向上

や将来に向けて自分に合った運動習慣を身につけましょう 

 

アプリ等を活用し、楽しみながら、自分の健康状態に応じ

た運動を継続しましょう 

スマートフォンやタブレット、ゲーム機、パソコンの利用

時間を減らし、こまめに体を動かしましょう 

 

家族や友人と一緒に、身体を使った遊びを楽しみましょう 

 
 

 休養と睡眠 

十分に睡眠をとり、心身を休めましょう 

 
趣味・スポーツ等、自分に合ったストレス解消法を身につ

けましょう 

朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、 

夜更かしは控えましょう 
 

 

歯と口腔の健康 

（歯科口腔保健

推進計画） 

 
口腔ケアを行い、口の機能の衰え（オーラルフレイル）を予防し、食事を楽しみま

しょう 

 歯間部清掃用具を用いた適切な口腔ケアを習慣にしましょう 

かかりつけの歯科医をもち、定期的に歯科検診を受診しましょう 

 
よく噛んで食べる習慣を身

につけましょう 

 
年 1 回程度の歯の検診を受

けましょう 

むし歯や歯周病は早めに治療をしましょう 

 

 喫煙と飲酒 

20 歳未満の喫煙・飲酒は法律によって禁止されています 

20 歳未満の喫煙・飲酒は絶対にやめましょう 

喫煙や受動喫煙の健康への影響について、正しい知識を持ちましょう 

分煙の環境を整えていきましょう 

 身近な喫煙者に対し、禁煙を勧めてください 
 

 

生活習慣病の発

症予防と重症化

予防 

乳幼児健診を受けましょう 学校で実施される健康診査を必ず受けましょう  

健診（検診）後は生活習慣の改善を図り、必要に応じて医療機関を受診しましょう 

生活習慣病予防の正しい知識を日々の生活に生かしましょう 

日頃の健康チェック・計測で体の状態を把握しましょう 

かかりつけ医をもち、気になる症状があるときは医療機関を受診しましょう 
 

 
健康を支える環

境づくり 

 

信頼できる情報を見極め、医療情報や医療機関を上手に利

用しましょう 

自身の健康に関心を持ち、日頃から健康管理について意識

しましょう 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局を持ちましょう 

さまざまな地域活動に積極的に参加し、地域や人とのつながりを保ちましょう 
  

健
康
増
進
計

画 
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青年期 
20～39 歳 

壮年期 
40～64 歳 

高齢期 
65 歳以上 

 

日常生活の中で、意識して身体を動かしましょう（運動教室、健康体操教室、アプリ等） 

アプリ等を活用し、楽しみながら、自分の健康状態に応じた運動を継続しましょう 

一日の歩数を意識して 

生活しましょう 
買い物、散歩等積極的に外出しましょう 

無理をせず、自分の健康状態や生活スタイルに応じた運動・身体活動を継続的に行いましょう 

 

座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように注意しましょう 
 

十分に睡眠をとり、心身を休めましょう 

趣味・スポーツ等、自分に合ったストレス解消法を身につけましょう 

自分に合った睡眠時間を知り、睡眠時間を確保できるようにしましょう 

 

口腔ケアを行い、口の機能の衰え（オーラルフレイル）を予防し、食事を楽しみましょう 

歯間部清掃用具を用いた適切な口腔ケアを習慣にしましょう 

かかりつけの歯科医をもち、定期的に歯科検診を受診しましょう 

よく噛んで食べる習慣を身につけましょう 

年 1 回程度の歯の検診を受けましょう 

むし歯や歯周病は早めに治療をしましょう 
80歳になっても20本以上自分の歯を 

保つことを目指しましょう（8020運動） 
 

飲酒が及ぼす健康への影響について正しい知識を持ち、適正飲酒を実践しましょう 

望まない受動喫煙を防止するために、喫煙する際は家庭内であっても周囲へ配慮しましょう 

自分のため、大切な人のために禁煙にチャレンジしましょう 

身近な喫煙者に対し、禁煙を勧めてください 
 

定期的に健診やがん検診を受けましょう 

健診（検診）後は生活習慣の改善を図り、必要に応じて医療機関を受診しましょう 

生活習慣病予防の正しい知識を身につけ、日々の生活に生かしましょう 

血圧や体重等を定期的に測定し、健康の自己管理に努めましょう 

かかりつけ医をもち、気になる症状があるときは医療機関を受診しましょう 
 

信頼できる情報を見極め、医療情報や医療機関を上手に利用しましょう 

自身の健康に関心を持ち、日頃から健康管理について意識しましょう 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局を持ちましょう 

さまざまな地域活動に積極的に参加し、地域や人とのつながりを保ちましょう 
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乳幼児期 

0～5 歳 

学童期 
6～12 歳 

思春期 
13～19 歳 

 

食
育
推
進
計
画 

食育を通じた 

健康づくり 

主食・主菜・副菜をそろえた食事にしましょう 

毎日体重を測定し、適正な体重を維持しましょう 

しっかり野菜を食べましょう 

食べる意欲を育てましょう 毎日朝食・昼食・夕食を食べる習慣を身につけましょう 

減塩の食事の習慣を身につけましょう 

色々な食品をよく噛んで 

味覚を育てましょう 
ゆっくりよく噛んで食事をしましょう 

はしの持ち方等食事のマナーを身につけましょう 

適切な食品を選択するため

栄養の知識を身につけまし

ょう 

調理や配膳、後片付け等の 

手伝いをしましょう 

基本的な調理方法を 

身につけましょう 

自分で食事の準備が 

できる力をつけましょう 

食育の 

普及・啓発 

調理や食材の栽培・収穫を体験することで、食べ物への興味関心を深め、食の大切さを

学びましょう 

家族や周りの人と一緒に食事を楽しみましょう 

食品表示や食の安全性、食品ロスに関して正しい知識を持ち、適切な食の選択ができる

ようにしましょう 

地元の農作物を積極的に購入し、地産地消を推進しましょう 

伝統食や行事食を食べて食文化への関心を高めましょう 

地域活動等にお

ける食育の推進 
学校や幼稚園、保育施設、地域で実施する食育活動に参加しましょう 

 

自
殺
対
策
計
画 

地域における 

ネットワークの

強化 

 悩みを抱え込まないで、専門の相談窓口に相談しましょう 

 悩みを抱えた人を相談窓口につなぎましょう 

自殺対策を支え

る人材の育成 

 
身近な人の不安や悩みのサインに気づき、声をかけましょ

う 

 
ゲートキーパー養成講座に参

加しましょう 

住民への啓発と

周知 

 
自殺対策やこころの健康づくりに関心を持ち、重要性を認

識しましょう 

 
困った時には、「支援を求めることが必要」であることを

認識しましょう 

 
自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得

る」ことを認識しましょう 

自殺未遂者への

支援の充実 
 身近な人の不調に気づいたら、相談機関を紹介しましょう 

子ども・若者、高

齢者、生活困窮者

への支援 

 
若いうちから、自分のメンタルヘルスを意識して生活しま

しょう 
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主食・主菜・副菜をそろえた食事にしましょう 

毎日体重を測定し、適正な体重を維持しましょう 

しっかり野菜を食べましょう 

毎日朝食・昼食・夕食を食べましょう 

減塩に取り組みましょう 

ゆっくりよく噛んで食事をしましょう 

 
選択するため栄養の知識を身につけましょう 

 

栄養バランスや減塩を考えて調理したり、食事を選択したりするように心がけましょう 

健康的な身体づくりのために、栄養バランスや食材の選び方に興味を持ち、 

食に関心を持ちましょう 

家族や周りの人と一緒に食事を楽しみましょう 

食品表示や食の安全性、食品ロスに関して正しい知識を持ち、適切な食の選択ができるようにしましょう 

地元の農作物を積極的に購入し、地産地消を推進しましょう 

 家庭の味や伝統食、行事食を次世代へ伝えましょう 

学校や幼稚園、保育施設、地域で実施する食育活動に参加しましょう 

 

悩みを抱え込まないで、専門の相談窓口に相談しましょう 

悩みを抱えた人を相談窓口につなぎましょう 

身近な人の不安や悩みのサインに気づき、声をかけましょう 

ゲートキーパー養成講座に参加しましょう 

自殺対策やこころの健康づくりに関心を持ち、重要性を認識しましょう 

困った時には、「支援を求めることが必要」であることを認識しましょう 

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る」ことを認識しましょう 

身近な人の不調に気づいたら、相談機関を紹介しましょう 

若いうちから、自分のメンタルヘルスを意識して生活しましょう 

 
  

青年期 
20～39 歳 

壮年期 
40～64 歳 

高齢期 
65 歳以上 
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第４章    健康増進計画 

 
 
 

１ 基本方針 

（１）生活習慣の改善と主体的な健康づくり 

個人の健康づくりにあたっては、「未来の自分の健康は今の自分がつくる」と自身の健康

を自分事として捉える意識を持ち、望ましい生活習慣を身につけることが重要です。市の

状況を踏まえ「身体活動と運動」、「休養と睡眠」、「歯と口腔の健康」、「たばこ（喫煙）と

アルコール（飲酒）」と4つの施策において実効性のある取組を推進していきます。（「栄養・

食生活」については食育推進計画に記載） 

 

（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

生活習慣病の発症を防ぐためには、生活習慣の改善に加え、自身の健康状態を把握する

ことがとても重要です。 

そのため、各種健（検）診を受診し、生活習慣病の発症予防に努めるとともに、発症し

た際の重症化予防を図る対策を推進していきます。 

 

（３）健康を支え、守るための社会環境の整備 

健康は個人の生活習慣だけでなく、経済状況や居住する社会環境等にも影響を受けると

言われていることから、社会全体として相互に支え合いながら健康づくりの環境を整える

必要があります。 

個人が社会や地域とつながりを持つことができる環境整備を行い、自然に健康になれる

環境づくりに取り組んでいきます。 
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２ 基本施策 

（１）身体活動と運動 

身体活動は、体力の維持向上だけではなく、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策、生

活の質（ＱＯＬ）の向上、寝たきりやフレイル予防等につながり、健康寿命の延伸につな

がります。 

小児期は、健康のために良い習慣を定着させる重要な時期であることから、運動に関す

る意識啓発や知識の普及を行い、子どもの頃から身体を動かすことを意識した生活習慣や

運動習慣を身につけるとともに、気軽に運動が出来る環境づくりを進めます。 

女性の子育て世代における運動不足や、足腰に痛みを抱える高齢者が多いことから、身

体活動量が減少しやすい社会環境の中でも、性別や年代に応じた身体活動・運動分野の取

組を積極的に行う必要があります。 
 

【現状】 

（成人の運動習慣の状況） 

運動習慣（少し息が弾むくらいの運動を週2回以上、1年以上継続）がある20歳以上の人

の割合は、令和元年度調査から増加しましたが、県と比べ成人全体の割合は、男性32.5％、

女性21.6％で県調査と比べ低下していました。 

また、女性の20～40歳代は他の年代と比べ低い傾向であり、これは国や県と同様の傾向

でした。 

＜運動習慣（少し息が弾むくらいの運動を週 2回以上、1年以上継続）がある人の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

男性 20歳代　　R6年 n=108

30歳代　　R6年 n=97

40歳代　　R6年 n=95

50歳代　　R6年 n=100

60歳代　　R6年 n=68

70歳代　　R6年 n=63

80歳以上　　R6年 n=70

成人全体　　R6年 n=604

成人全体　 R元年 n=844

女性 20歳代　　R6年 n=94

30歳代　　R6年 n=88

40歳代　　R6年 n=91

50歳代　　R6年 n=105

60歳代　　R6年 n=87

70歳代　　R6年 n=80

80歳以上　　R6年 n=79

成人全体　　R6年 n=626

成人全体　 R元年 n=714

24.1

22.7

27.4

32.0

44.1

42.9

47.1

32.5

28.1

13.8

5.7

15.4

30.5

29.9

32.5

24.1

21.6

20.7

0 20 40 60
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（国・県） 
 

（国調査）     （県調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国 令和 5 年国民健康・栄養調査報告 

県 令和 4 年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

 

普段から歩く習慣（週2回30分以上を歩く）のある人の割合は、男性58.1％、女性49.4％

であり、特に女性の年代別では、30歳代から40歳代は他の年代と比べ低い傾向となってい

ます。 

＜普段から歩く習慣（週 2回 30 分以上を歩く）のある人の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

男性　　　20歳代 n=68

30歳代 n=81

40歳代 n=133

50歳代 n=199

60歳代 n=263

70歳代以上 n=458

成人全体 n=1,202

女性　　　20歳代 n=76

30歳代 n=124

40歳代 n=179

50歳代 n=274

60歳代 n=290

70歳代以上 n=554

成人全体 n=1,497

26.5

23.5

30.1

25.6

35.7

46.5

36.2

14.5

16.9

17.9

27.4

30.0

36.5

28.6

0 20 40 60
％

男性　　　20歳代 n=11

30歳代 n=14

40歳代 n=22

50歳代 n=30

60歳代 n=41

70歳代以上 n=60

成人全体 n=178

女性　　　20歳代 n=9

30歳代 n=6

40歳代 n=22

50歳代 n=28

60歳代 n=45

70歳代以上 n=59

成人全体 n=169

36.4

35.7

40.9

30.0

43.9

50.0

42.1

11.1

16.7

22.7

17.9

42.2

66.1

41.4

0 20 40 60 80

％

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

　　　成人全体 n=604

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

　　　成人全体 n=626

62.0

54.6

48.4

57.0

61.8

61.9

65.7

58.1

58.5

40.9

38.5

47.6

56.3

52.5

51.9

49.4

0 20 40 60 80
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健康のために意識して身体を動かすことを心がけている人の割合について、「している」

と「どちらかというとしている」を合わせた割合は、男性で59.7％、女性で51.4％です。

また、年代別にみると、女性の30歳代が他の年代に比べ特に低い傾向となっています。 

 

＜健康のために意識して身体を動かすことを心がけている人の割合＞ 

（男性）     （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜健康のために意識して身体を動かすことを心がけている人の割合 

（「している」・「どちらかというとしている」を合わせた割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

　　　成人全体 n=604

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

　　　成人全体 n=626

57.4

50.5

51.6

65.0

63.2

66.7

70.0

59.7

43.6

29.5

40.7

53.3

62.1

66.3

68.4

51.4

0 20 40 60 80

n=604

している・

どちらかとい

うとしている

59.7％

どちらとも

いえない

15.4％

していない

23.7％

無回答

1.3％
n=626

問

している・

どちらかとい

うとしている

51.4％
どちらとも

いえない

19.3％

していない

27.7％

無回答

1.6％
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（成人の運動していない理由） 

運動していない理由について、全体では「仕事や家事で疲れている」が一番多くなって

います。年代別では、20・40・50・60代は「仕事や家事で疲れている」が最も多く、70歳

代以上では「運動が好きではない」が最も多くなっています。 
 

＜運動していない理由＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体は、年齢・性別が不明等の方も含みます。 

 

（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

忙しくて時間がない

仕事や家事で疲れている

場所や機会がない

運動が好きではない

その他

無回答

36.5

48.2

20.8

25.4

8.5

6.3

43.1

43.6

25.0

23.0

5.9

3.9

31.7

51.0

18.3

26.9

10.7

7.9

0 20 40 60 80 100

全体（n=504）

男性（n=204）

女性（n=290）

％ ％

忙しくて時間がない

仕事や家事で疲れて
いる

場所や機会がない

運動が好きではない

その他

無回答

％ ％

42.9

54.5

28.6

36.4

6.5

0.0

42.4

42.4

42.4

36.4

3.0

0.0

43.9

61.0

19.5

36.6

9.8

0.0

0 20 40 60 80 100

20歳代

59.2

58.3

20.4

20.4

7.8

0.0

62.2

55.6

17.8

13.3

4.4

0.0

56.9

60.3

22.4

25.9

10.3

0.0

0 20 40 60 80 100

30歳代

40.7

58.2

17.6

22.0

4.4

3.3

61.5

46.2

23.1

15.4

5.1

0.0

24.0

68.0

14.0

26.0

4.0

4.0

0 20 40 60 80 100

40歳代

39.7

58.9

21.9

17.8

5.5

4.1

38.7

51.6

16.1

22.6

9.7

0.0

41.5

63.4

26.8

14.6

2.4

7.3

0 20 40 60 80 100

50歳代

％ ％

忙しくて時間がない

仕事や家事で疲れて
いる

場所や機会がない

運動が好きではない

その他

無回答

％

29.4

58.8

17.6

23.5

11.8

2.0

41.2

58.8

23.5

23.5

0.0

0.0

23.5

58.8

14.7

23.5

17.6

2.9

0 20 40 60 80 100

60歳代

4.1

10.2

16.3

38.8

10.2

24.5

0.0

5.9

17.6

52.9

11.8

17.6

6.3

12.5

15.6

31.3

9.4

28.1

0 20 40 60 80 100

70歳代

7.7

13.5

19.2

23.1

21.2

25.0

10.0

15.0

30.0

15.0

10.0

25.0

6.3

12.5

12.5

28.1

28.1

25.0

0 20 40 60 80 100

80歳以上

全体(n=77)

男性(n=33)

女性(n=41)

全体(n=103)

男性(n=45)

女性(n=58)

全体(n=91)

男性(n=39)

女性(n=50)

全体(n=73)

男性(n=31)

女性(n=41)

全体(n=51)

男性(n=17)

女性(n=34)

全体(n=49)

男性(n=17)

女性(n=32)

全体(n=52)

男性(n=20)

女性(n=32)
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（運動教室やスポーツイベントの参加経験と意識の変容状況） 

市の運動教室やスポーツイベントに参加した経験があると回答した人は10.7％でした

が、教室やイベントに参加したことで、運動に対する意識の変化や運動習慣に変化があっ

たと回答した人は、70.1％となっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 
 

（足腰に痛みのある 65歳以上の状況） 

65歳以上で足腰に痛みがある人の割合は、男性に比べ女性で「ある」と回答した人が多

く、特に女性80歳以上で高くなっています。 

＜65 歳以上で足腰に痛みがあるか＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

（年代別） 

 
 
 
 
 
 

（性・年代別） 

 
 
 
 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

＜市の運動教室やスポーツイベントに 

参加したことがあるか＞ 
n=1,252 

＜教室やイベントに参加したことで、運動に対す

る意識の変化や運動習慣に変化はあったか＞
n=134 

％

ある

ない

無回答

57.6

37.8

4.6

49.4

44.6

6.0

64.5

32.0

3.4

0 20 40 60 80 100

男性(n=33)

女性(n=44)

男性(n=63)

女性(n=80)

男性(n=70)

女性(n=79)

全体（n=370）

男性（n=166）

女性（n=203）

％

はい

いいえ

無回答

10.7

84.3

5.0

0 20 40 60 80 100
％

はい

いいえ

無回答

70.1

28.4

1.5

0 20 40 60 80 100

％ ％

ある

ない

無回答

％

55.8

40.3

3.9

0 20 40 60 80 100

65～69歳(n=77)

54.5

41.3

4.2

0 20 40 60 80 100

70歳代(n=143)

61.3

33.3

5.3

0 20 40 60 80 100

80歳以上(n=150)

％ ％

ある

ない

無回答

％

54.5

36.4

9.1

56.8

43.2

0.0

0 20 40 60 80 100

65～69歳

47.6

46.0

6.3

60.0

37.5

2.5

0 20 40 60 80 100

70歳代

48.6

47.1

4.3

73.4

20.3

6.3

0 20 40 60 80 100

80歳以上
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（小学生、中学生、高校生の運動習慣） 

体育の授業以外で週2日（小学生は週3日）以上運動（30分以上）していると回答した人

は、小学生、中学生、高校生のいずれも令和元年度調査と比べて増加していますが、学校

段階が進むにつれて、その割合は減少傾向となっています。 

 

＜体育の授業以外で週 2日（小学生は週 3日）以上運動しているか＞ 

（小学生）     （中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高校生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 
  

％

85.5

14.3

0.3

79.5

18.3

2.3

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

％

79.9

19.3

0.8

73.8

25.5

0.7

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

％

58.0

42.0

0.0

39.5

60.2

0.2

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

令和６年度調査

（n=400）

令和元年度調査

（n=400）

令和６年度調査

（n=368）

令和元年度調査

（n=427）

令和６年度調査

（n=402）

令和元年度調査

（n=425）
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【課題】 

○移動手段やＩＣＴの発達、テレワークの普及等により、身体活動が減少しやすい環境と

なっています。令和6年度調査においても、運動習慣者の割合は男女とも県調査よりも低

下していることから、各年代において身体活動・運動の普及啓発を継続していく必要が

あります。特に、身体活動や運動は、生活習慣病の予防や改善、ストレスの発散、高齢

者の認知機能や運動機能の維持等、様々な効果があると言われていることから継続的な

支援が必要です。 

〇男女ともに20～40歳代の働き盛り・子育て世代で仕事や家事の忙しさを背景に運動不足

であることがうかがえます。運動不足の解消に向けては、通勤、通学や階段の上り下り、

家事、育児等の生活活動が身体活動量の増加につながること等、日常生活の中で活動量

を増やす工夫を周知啓発することが必要です。 

○令和6年度調査では、65歳以上の高齢者の半数が足腰の痛みを抱えており、また、運動を

していない70歳以上の多くが運動が好きではないと回答していることから、生活機能の

低下や骨粗しょう症等を予防するため、介護予防事業を通じて普及啓発を進めるととも

に、自分に合った運動習慣が身につくよう支援をしていくことが必要です。 

○市の運動教室やスポーツイベントについて、令和6年度調査では、参加者は少ないものの、

参加した市民については、約7割に運動意識や運動習慣の変化が見られ、運動の動機づけ

に一定の効果があることがうかがえることから、運動習慣者の増加を図るため、事業の

周知啓発を進めるとともに、手軽に運動やスポーツを楽しむことができるよう多様な事

業や環境づくりを検討することが必要です。 
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【市の取組】 

〇身体活動・運動の意義や身体活動量を増やす方法について普及啓発を行い、運動の習慣

化を推進します。 

・幼児期から身体を使った遊びを取り入れるとともに、学童期・思春期においては、体育

活動やスポーツにふれる機会を通じて、体力の維持・向上や、将来に向けて自分に合っ

た運動習慣を身につけることを支援します。 

・成人期から高齢期においては、運動教室や出前健康教室等の利用、アプリ等を活用して

ウォーキング等の手軽にできる運動や身体活動量を増やす方法について啓発を行い、自

分に合った運動方法を習得し実践することを支援します。 

・身体活動量を増やす方法としては、厚生労働省が推奨する「座りっぱなしをやめて＋10

＝SW10（スイッチ・テン）※」を周知啓発していきます。 

※「座りっぱなしをやめて＋10＝SW10」は、国民に向けて、健康づくりのために、今よりも少しでも多

く身体を動かすこと、座りっぱなしの時間を身体を動かす時間に切り替える（スイッチする）ことなど

を推奨していくものです。SW10の「10」は「少しでも」を具体的に表現するもので、「まずは、身体活

動を10分増やし、じっとしている時間を10分減らしましょう」と呼びかけますが、10分にこだわること

はなく、個人差や対象集団の状況に応じて変更・活用していくものです。 

・高齢期においては、フレイル（ロコモティブシンドロームを含む）予防についての正し

い知識と運動方法の普及啓発を行い、介護予防を推進します。 

・運動普及推進員やシルバーリハビリ体操指導士の活動を支援し、市民による健康づくり

を推進します。 

〇身体活動量を増やしやすい環境を整備します。 

・スポーツに親しむ環境づくりとして体育大会やイベント等の情報を提供します。 

・スポーツや健康づくりの視点を入れた運動施設等の整備や利活用を推進します。 

・市民の健康・快活につながる自転車活用を推進します。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

幼児期・学童期・思春期における体力の維持・向上と運動の習慣化
を推進します。 

スポーツ振興課 
こども未来センター 
学び推進課 

成人期や高齢期における身体活動量を増やし自分に合った運動方
法の習得を推進します。 

地域包括支援課 
健康増進課 

身体活動量を増やすための「座りっぱなしをやめて＋10＝SW10
（スイッチ・テン）」についての周知啓発を行います。 

健康増進課 

習慣的に運動しやすい環境を整備します。 

スポーツ振興課 
スポーツ施設課 
健康増進課 
サイクルコミュニティ 
推進室 
公園・施設課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

1回30分以上の運動を週2
日以上、1年以上継続して
いる人の割合(運動習慣者
割合、成人) 

20～64歳 

男性 
27.6％ 40.0％ 

「健康つくば21」アン

ケート調査 

65歳以上 

男性 
45.8％ 55.0％ 

20～64歳 

女性 
17.8％ 30.0％ 

65歳以上 

女性 
29.6％ 40.0％ 

健康のために意識して身
体を動かしている人の割
合 

成人男性 59.7％ 62.0％ 
「健康つくば21」アン

ケート調査 
成人女性 51.4％ 53.0％ 

運動・身体を使って遊んで
いる子どもの割合 

幼児 87.8％ 95.0％ 
「健康つくば21」アン

ケート調査 

授業以外で身体を使って
遊んだり運動する日が週3
回以上ある人の割合 

小学生 85.5％ 95.0％ 
「健康つくば21」アン

ケート調査 

体育の授業以外で息が弾
む程度の運動（30分以上）
を週2回以上している人の
割合 

中学生 79.9％ 85.0％ 
「健康つくば21」アン

ケート調査 
高校生 58.0％ 70.0％ 

普段から歩く習慣のある
人の割合 

20～64歳 

男性 
56.3％ 60.0％ 

「健康つくば21」アン

ケート調査 

65歳以上 

男性 
63.3％ 70.0％ 

20～64歳 

女性 
48.2％ 60.0％ 

65歳以上 

女性 
51.7％ 60.0％ 

 

【市民へのメッセージ】 

○無理をせず、自分の健康状態や生活スタイルに応じた運動・身体活動を継続的に行いま

しょう。 

○アプリ等を活用し、楽しみながら、自分の健康状態に応じた運動を継続しましょう。 

○一日の歩数を意識して生活しましょう。 

○買い物、散歩等積極的に外出しましょう。 

  



 パブリックコメント資料  

 
53 

 

（２）休養と睡眠 

十分な休養や睡眠は、心身の健康に欠かせません。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加

え、肥満、高血圧、糖尿病等の発症リスク等に関連し、また、うつ病等の精神障害の発症

リスクを高めるとされています。 

適正な睡眠時間は、およそ6～8時間と言われていますが、高校生や成人において睡眠時

間が短い傾向があり、心身の健康を維持するため、睡眠や休養の重要性について普及啓発

が必要です。 

各種講座において、ストレス解消法や休養、睡眠の重要性の啓発を図ることで、市民が、

睡眠や余暇を日常生活の中に適切に取り入れた生活習慣を確立できるよう取り組みます。

また、産後すぐの母子に対して産後ケア事業を推進することで、休養・睡眠時間の確保が

できる環境整備を行います。 

 

 

【現状】 

（成人の睡眠の状況） 

睡眠によって休養が充分とれているかについて、「はい」と回答した人の割合は61.1％で、

令和元年度調査と比べ低下しました。 
 

＜睡眠によって休養が充分とれているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

R6年度 n=1,252

R元年度 n=1,626

61.1

68.1

36.7

30.6

2.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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平均的な睡眠時間が「6～9時間」とれている人の割合は、20～50歳代で49.4％、60歳以

上で44.8％となっています。また、「5～6時間」とれている人の割合は、20～50歳代で37.3％、

60歳以上で34.3％であり、さらに「5時間未満」の割合は、20～50歳代で12.4％、60歳以上

で9.4％であり、適正な睡眠時間に満たない人の割合は、いずれも60歳以上の高齢者よりも

若い世代・働き世代の方が高くなっていました。（健康日本21（第三次）の目標としての睡

眠時間は、60歳以上については「6～8時間」、それ以外は「6～9時間」を睡眠時間が十分に

確保できている者としています。） 

 

＜あなたの平均的な睡眠時間はどれくらいか＞ 

（20～50 歳代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（60 歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

n=789 12.4 37.3 49.4 0.5 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

5時間未満 5～6時間 6～9時間 9時間以上 無回答

5時間未満 5～6時間 6～9時間 9時間以上 無回答

n=449 9.4 34.3 44.8 7.3 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（中学生、高校生の睡眠状況） 

平均的な睡眠時間について、中学生では「7～8時間」の割合が35.1％と最も高くなって

いましたが、高校生では「7～8時間」の割合が13.2％まで低下し、「5～6時間」の割合が

37.8％と最も高くなっていました。また「5時間未満」の割合においても、中学生では2.4％、

高校生では9.5％と高くなり、学校段階が進むにつれて、睡眠時間が短くなる傾向が見られ

ました。 

 

＜あなたの平均的な睡眠時間はどれか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

（産後ケア事業の利用状況） 

産後ケア事業の利用者は年々増加しています。 

 

＜産後ケア事業利用者数（実人数）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市保健事業実績 

 

  

54 45 

74 

104 
130 

261 

0

100

200

300

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

（人）

5時間未満 5～6時間 6～7時間 7～8時間

8～9時間 9時間以上 無回答

中学生 n=368

高校生 n=402

2.4

9.5

15.2

37.8

30.7

35.1

35.1

13.2

13.6

3.5

2.7

0.7

0.3

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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【課題】 

○心身の健康を維持するためには、睡眠や休養の重要性について理解し、実践できるよう

普及啓発が必要です。 

 

【市の取組】 

○規則正しい生活、十分な睡眠や休養、運動や趣味等によるストレス解消法について学ぶ

機会を、各種講座等に盛り込み、市民に休養や睡眠の重要性について啓発します。 

〇引き続き、産婦に対しての心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業を継続して

いきます。 

 

   

【取組内容】 

取組内容 担当課 

休養と睡眠についての重要性を周知します。 健康増進課 

産後ケア事業を実施します。 こども未来センター 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

睡眠時間が6～9時間の人の割合（60歳以
上は6～8時間） 

49.4％ 

(60歳以上：
44.8％) 

60％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

睡眠で休養が取れている人の割合 61.1％ 80％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

産後ケア事業利用者数（延人数） 556人 
640 人 

（Ｒ11） 

市保健事業実績 
目標値は第3期つく
ば市子ども・子育て
支援プランより抜粋 

 

【市民へのメッセージ】 

○十分に睡眠を取り、心身を休めましょう。 

○趣味・スポーツ等、自分に合ったストレス解消法を身につけましょう。 

  



 パブリックコメント資料  

 
57 

（３）歯と口腔の健康（歯科口腔保健推進計画） 

歯と口腔の健康は、豊かで質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしてい

ます。歯の喪失原因となるむし歯や歯周病の発症には、生活習慣が大きく関与しています。 

若年層において、定期歯科健診未受診や咀嚼機能が低下している人の割合が高くなって

いる等、ライフステージ毎の特徴を踏まえた、正しい歯や口腔のケアに関する知識の普及

啓発が必要です。 

歯科疾患の予防に向けて、歯と口腔の健康づくりの啓発に取り組むとともに、歯科医師

と連携したむし歯・歯周病予防の取組を推進します。 

 

【現状】 

（子どものむし歯の状況） 

市のむし歯のある子どもの割合は令和4年度で、1歳6か月児において国・県より高くなっ

ていますが、3歳児、12歳児において国・県よりも低くなっています。 

 

＜むし歯のある子どもの割合＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：令和 4 年度茨城県歯科保健資料集     

令和 4 年度つくば市学校保健統計調査資料 

  

1.29 

7.8

23.2

1.04 

9.7

30.8

0.70 

8.6

25.8

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1歳6か月児 3歳児 12歳児

（％）

市 県 国
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（成人の口腔ケアの状況） 

歯磨きの習慣について、女性に比べ男性で歯を磨く習慣がない人が多く、特に男性の60

歳代、80歳以上で高くなっています。 

 

＜食べたら歯を磨く習慣を継続しているか＞ 
 

（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

男性 n=604

女性 n=626

69.2

79.1

28.5

18.1

2.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

76.9

79.4

68.4

65.0

63.2

68.3

58.6

23.1

20.6

30.5

33.0

35.3

25.4

34.3

1.1

2.0

1.5

6.3

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

84.0

88.6

83.5

82.9

75.9

68.8

67.1

16.0

11.4

15.4

17.1

20.7

30.0

16.5

1.1

3.4

1.3

16.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％



 パブリックコメント資料  

 
59 

 

自分の口腔状態に合わせたセルフケアを 1日 1回以上しているかについて、「いいえ」と

回答した人は、女性に比べ男性が多く、特に男性の 20 歳代で高くなっています。 

 

＜自分の口腔状態に合わせたセルフケアを 1日 1回以上しているか＞ 

（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

男性 n=604

女性 n=626

53.1

71.4

44.4

25.7

2.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

35.2

43.3

53.7

56.0

63.2

66.7

67.1

64.8

56.7

44.2

42.0

35.3

27.0

25.7

2.1

2.0

1.5

6.3

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

60.6

69.3

70.3

71.4

81.6

75.0

72.2

39.4

30.7

28.6

28.6

16.1

21.3

12.7

1.1

2.3

3.8

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（成人の歯科医院への意識） 

「歯科医院は予防的に行くところ」という考えがあるかについて、「いいえ」と回答した

人は、女性に比べ男性が多く、特に男性の20歳代で高くなっています。 

 

＜「歯科医院は予防的に行くところ」という考えはあるか＞ 

（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

男性 n=604

女性 n=626

62.4

80.5

34.8

17.3

2.8

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

58.3

68.0

63.2

63.0

63.2

69.8

54.3

41.7

32.0

35.8

35.0

35.3

22.2

35.7

1.1

2.0

1.5

7.9

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

78.7

86.4

83.5

87.6

83.9

81.3

59.5

21.3

13.6

15.4

12.4

14.9

17.5

26.6

1.1

1.1

1.3

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（成人の定期歯科検診の受診状況） 

歯の定期検診について、年1回程度「受けている」人の割合は、令和元年度調査と比べ7.4

ポイント増加しています。また、年1回程度「受けていない」と回答した人は、20歳代で多

くなっています。 

 

＜年 1回程度、歯の定期検診を受けているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

  

はい いいえ 無回答

R6年度調査

（n=1,252）

R元年度調査

（n=818）

％

はい

いいえ

無回答

57.7

39.9

2.5

50.3

48.2

1.5

0 20 40 60 80 100

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

52.9

58.1

58.2

62.5

63.5

64.3

46.7

47.1

41.9

40.7

36.5

35.3

31.5

42.0

1.1

1.0

1.3

4.2

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（歯周病と関連する病気の認知度） 

歯周病と関係が深い病気を知っているかについて、女性に比べ男性で「ひとつも知らな

かった」と回答した人が多く、特に男性の20歳代・60歳代で高くなっています。 

 

＜次の病気はすべて歯周病と関係が深いと知っていたもの＞ （複数回答） 

 

（性・年代別） 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

糖
尿
病 

肺
炎 

心
臓
病 

早
産
や
低
体
重

児
の
出
産 

骨
粗
し
ょ
う
症 

動
脈
硬
化 

認
知
症 

ひ
と
つ
も
知
ら

な
か
っ
た 

無
回
答 

性
別 

男性 604 34.4 11.8 20.9 3.8 10.6 12.4 20.5 45.2 5.0 

女性 626 41.4 20.8 26.4 14.9 14.5 14.1 34.7 27.6 5.1 

回答しない 13 61.5 7.7 46.2 15.4 15.4 - 30.8 15.4 - 

性
・
年
代
別 

男性20歳代 108 29.6 13.9 23.1 5.6 15.7 11.1 12.0 54.6 - 

男性30歳代 97 41.2 13.4 27.8 6.2 17.5 15.5 29.9 41.2 - 

男性40歳代 95 37.9 7.4 18.9 6.3 9.5 8.4 23.2 48.4 1.1 

男性50歳代 100 41.0 11.0 26.0 3.0 9.0 16.0 27.0 40.0 2.0 

男性60歳代 68 32.4 8.8 10.3 - 4.4 7.4 14.7 52.9 1.5 

男性70歳代 63 34.9 15.9 23.8 3.2 4.8 15.9 17.5 36.5 15.9 

男性80歳以上 70 21.4 12.9 11.4 - 7.1 12.9 15.7 40.0 21.4 

女性20歳代 94 44.7 12.8 18.1 14.9 23.4 6.4 25.5 38.3 2.1 

女性30歳代 88 52.3 20.5 29.5 38.6 20.5 11.4 33.0 25.0 - 

女性40歳代 91 45.1 22.0 29.7 15.4 11.0 16.5 34.1 29.7 1.1 

女性50歳代 105 41.9 25.7 33.3 17.1 11.4 12.4 48.6 24.8 1.0 

女性60歳代 87 50.6 27.6 32.2 6.9 10.3 20.7 44.8 16.1 2.3 

女性70歳代 80 35.0 21.3 27.5 3.8 11.3 21.3 33.8 25.0 12.5 

女性80歳以上 79 17.7 15.2 12.7 3.8 13.9 11.4 20.3 34.2 20.3 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 
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（咀嚼良好者の状況） 

なんでもよく噛んで食べることができるかについて、年齢が上がるにつれ、「いいえ」と

回答した人の割合が高くなる傾向がある一方、20歳代においても割合が高くなっています。 

 

＜なんでもよく噛んで食べることができるか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再計：50 歳以上で「はい」の割合は 73.4％ 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

n=1,252 ％

はい

いいえ

無回答

74.8

22.8

2.4

0 20 40 60 80 100

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

74.8

77.4

78.8

78.8

73.1

70.6

68.7

24.8

22.6

19.6

19.7

25.0

25.2

23.3

0.5

1.6

1.4

1.9

4.2

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（成人のかかりつけ歯科医の状況） 

かかりつけ歯科医について、年齢が若いほど「もっていない」と回答した人が多い傾向

があり、特に男性の20歳代で高くなっています。 

 

＜かかりつけ歯科医をもっているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

はい

いいえ

無回答

70.3

25.3

4.4

65.6

28.7

5.7

0 20 40 60 80 100

もっている もっていない 無回答

R6年度調査

（n=1,252）

R元年度調査

（n=1,626）

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

47.2

59.8

67.4

66.0

73.5

71.4

65.7

52.8

40.2

30.5

32.0

22.1

14.3

14.3

2.1

2.0

4.4

14.3

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

63.8

72.7

74.7

92.4

83.9

67.1

67.1

35.1

26.1

24.2

6.7

13.8

15.2

15.2

1.1

1.1

1.1

1.0

2.3

17.7

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（妊産婦の歯科医院への意識） 

「歯科医院は予防的に行くところ」という考えがあるかについて、「いいえ」と回答した

人は、12.6％となっています。また、対象者のうち妊婦の方で「いいえ」と回答した人は、

10.7％となっています。妊婦の方のみを対象とした令和元年度調査の26.7％から16.0ポイ

ント減少しています。 

 

＜「歯科医院は予防的に行くところ」という考えがあるか＞ 

（妊産婦アンケート）   （妊婦アンケート） 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（妊産婦の定期歯科検診の受診状況） 

歯の定期検診について、年1回程度「受けていない」と回答した人は、35.0％となってい

ます。また、対象者のうち妊婦の方で「受けていない」と回答した人は、34.3％となって

います。妊婦の方のみを対象とした令和元年度調査の47.2％から12.9ポイント減少してい

ます。 

 

＜年 1回程度、歯の定期検診を受けているか＞ 

（妊産婦アンケート）   （妊婦アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

％

はい

いいえ

無回答

88.3

10.7

1.0

69.8

26.7

3.5

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

64.5

34.3

1.3

49.3

47.2

3.5

0 20 40 60 80 100

n=769 ％

はい

いいえ

無回答

86.2

12.6

1.2

0 20 40 60 80 100

n=769 ％

はい

いいえ

無回答

63.7

35.0

1.3

0 20 40 60 80 100

R6年度調査

（n=394）

R元年度調査

（n=371）

R6年度調査

（n=394）

R元年度調査

（n=371）
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（妊産婦の口腔ケアの状況） 

自分の口腔状態に合わせたセルフケアを1日1回以上しているかについて、「いいえ」と回

答した人は、31.9％となっています。また、対象者のうち妊婦の方で「いいえ」と回答し

た人は、30.7％となっています。妊婦の方のみを対象とした令和元年度調査の32.1％から

1.4ポイント減少しています。 

 

＜自分の口腔状態に合わせたセルフケアを 1日 1回以上しているか＞ 

（妊産婦アンケート）   （妊婦アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（幼児の定期歯科検診の受診状況） 

お子さんの歯の定期検診について、年1回程度「受けている」と回答した人は、68.9％と

なっています。令和元年度調査の79.1％から10.2ポイント減少しています。 

 

＜年 1回程度、お子さんは歯の定期検診を受けているか＞ 

（幼児の保護者アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

68.3

30.7

1.0

64.4

32.1

3.5

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

68.9

19.7

11.4

79.1

20.9

0.0

0 20 40 60 80 100

n=769 ％

はい

いいえ

無回答

67.1

31.9

1.0

0 20 40 60 80 100

R6年度調査

（n=394）

R元年度調査

（n=371）

R6年度調査

（n=492）

R元年度調査

（n=359）
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（幼児のかかりつけ歯科医の状況） 

お子さんのかかりつけ歯科医について、「もっている」と回答した人は、63.2％となって

います。令和元年度調査の 70.5％から 7.3 ポイント減少しています。 

 

＜かかりつけ歯科医をもっているか＞ 

（幼児の保護者アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

（小学生、中学生、高校生のかかりつけ歯科医の状況） 

かかりつけ歯科医について、「もっている」と回答した人は、小学生（令和6年度63.8％、

令和元年度53.0％）、中学生（令和6年度69.0％、令和元年度66.7％）、高校生（令和6年度

61.9％、令和元年度62.4％）となっています。 
 

＜かかりつけ歯科医をもっているか＞ 

（小学生）      （中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高校生） 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

はい

いいえ

無回答

63.2

24.4

12.4

70.5

28.4

1.1

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

わからない

無回答

63.8

13.3

23.0

0.0

53.0

5.3

40.8

1.0

0 20 40 60 80 100
％

はい

いいえ

無回答

69.0

31.0

0.0

66.7

32.3

0.9

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

61.9

37.8

0.2

62.4

37.4

0.2

0 20 40 60 80 100

R6年度調査

（n=492）

R元年度調査

（n=359）

R6年度調査

（n=400）

R元年度調査

（n=400）

R6年度調査

（n=368）

R元年度調査

（n=427）

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）
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【課題】 

○市では、国や県と比べむし歯のある1歳6か月児の割合が高くなっています。幼児のアン

ケートにおいても、歯科定期検診受診者やかかりつけ歯科医を持っている人の割合が減

少しています。母子保健事業を通して、幼児期からかかりつけ歯科医をもち、定期的に

歯科検診を受けることの重要性を啓発していくとともに、フッ化物応用によるむし歯予

防の取組、及び園や学校と連携したむし歯予防に関する健康教育の実施が必要です。 

○市では、特に男性の20歳代で定期検診未受診やセルフケアを行っていない人が高くなっ

ています。特に、青年期は学校で実施していた歯科検診がなくなるため、歯科保健の知

識を普及させ、歯科検診や歯科保健指導を実施する機会の創出が必要です。 

○市では、20歳代、50歳代、60歳代において、なんでもよく噛んで食べることができない

人が多くなっています。特に高齢者において、咀嚼等の機能の低下は、低栄養や誤嚥性

肺炎といった全身疾患を発症し、介護が必要になるおそれもあることから、高齢者にお

けるオーラルフレイルを予防するため、青壮年期の段階から歯周病予防等に取り組み、

歯の喪失を予防し、口腔機能の維持向上に努めるとともに、口腔機能が低下した方や高

齢者には、介護予防事業等を通じて、誤嚥性肺炎予防や安全な食事の仕方を啓発するこ

とが必要です。 

 

 

【市の取組】 

〇フッ化物応用によるむし歯予防の取組を推進します。 

〇園や学校と連携したむし歯予防に関する健康教育を推進します。 

○生活習慣病予防、オーラルフレイル予防につながる歯と口の健康づくりの啓発を行いま

す。 

○定期的に歯科検診を受けることやかかりつけ歯科医をもつことの重要性について普及

啓発を図ります。 

○歯科医師と連携し、むし歯・歯周病予防を推進し、歯の喪失や口腔機能低下を防ぎます。 

○口腔機能の低下と誤嚥性肺炎発症の予防のため、口腔ケア等の重要性や口腔機能の獲

得・維持・向上に係る取組を推進します。 
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【取組内容】 

取組内容 担当課 

むし歯・歯周病予防を推進します。 

健康増進課 
幼児保育課 
こども未来センター 
健康教育課 

定期的な歯科検診やかかりつけ歯科医を持つことの重要性を啓発
します。 

健康増進課 

歯と口の健康づくりの啓発を行います。 
地域包括支援課 
医療年金課 
健康増進課 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

3歳児でむし歯のない人の割合 92.5％ 95.0％ 市保健事業実績 

12歳児のむし歯のない人の割合 80.2％ 90.0％ 学校保健統計調査 

40歳以上における歯周炎を有する人の割
合 

64.0％ 50.0％ 市保健事業実績 

年1回程度歯の定期検診を受けている人
の割合 

57.7％ 65.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

50歳以上における咀嚼良好者の割合 73.4％ 80.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

 

【市民へのメッセージ】 

○むし歯や歯周病は早めに治療しましょう。 

○歯間部清掃用具を用いた適切な口腔ケアを習慣にしましょう。 

○よく噛んで食べる習慣を身につけましょう。 

○かかりつけの歯科医をもち、定期的に歯科検診を受診しましょう。 

○口腔ケアを行い、口の機能の衰え（オーラルフレイル）を予防し、食事を楽しみましょ

う。 
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（４）喫煙と飲酒 

＜喫煙＞ 

喫煙は、がん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、糖尿

病など、多くの疾患の原因になることが明らかになっています。また、妊娠中の喫煙は、

胎児の体重減少や先天異常、妊娠合併症のリスクを高めるだけではなく、早産や出生後の

乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスクを増加させます。さらに、自分が直接喫煙しない受

動喫煙によっても、直接喫煙と同様の疾患を引き起こすリスクがあることから、喫煙・受

動喫煙の機会を減らす取組が必要です。 

今回の調査では、喫煙者の中で加熱式たばこを使用している割合が増加しており、紙巻

たばこからの移行が進んでいます。また、加熱式たばこは、従来の紙巻たばこと同様に発

がん性物質や有害物質を含んでいます。その他、様々な形態のたばこについて、調査研究

が進められているため、正しい情報を市民へ発信していきます。 

喫煙による健康への影響に関する啓発活動や禁煙支援を実施するとともに、受動喫煙防

止のため家庭内の対策を強化し、妊産婦や20歳未満の喫煙防止に向けた教育・指導を推進

することで、喫煙者の減少を目指します。 

 

【現状】 

（成人の喫煙状況） 

成人の喫煙状況について、「主に紙巻きたばこを吸っている」人または「主に加熱式たば

こを吸っている」人の割合は、男性で15.9％、女性で4.9％となっており、男性の喫煙率の

方が高いです。喫煙率は令和元年度調査と比べて男性・女性とも減少しています。また、

喫煙率については、国・県（調査時期が同年度でないため一概に比較できませんが）と比

べて低くなっています。 

＜成人の喫煙率＞ 

年度 性別 喫煙率 資料 

令和6年度 

男性 15.9％ 

「健康つくば21」アンケート調査 女性 4.9％ 

男女合計 10.4％ 

令和元年度 
男性 16.4％ 

「健康つくば21」アンケート調査 
女性 5.1％ 

令和4年度（県） 
男性 25.6％ 茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

（資料：第4次健康いばらきプラン抜粋） 女性 6.9％ 

令和3年度（国） 男女合計 16.7％ 
国民健康・栄養調査 
（資料：健康日本21（第三次）推進のための資料抜粋） 
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喫煙の種類については、令和元年度調査と比べて「主に加熱式たばこを吸っている」人

の割合が増加しています。加熱式たばこは、紙巻たばこのような煙や灰が出ないことから、

たばこの抵抗感なく嗜好されがちですが、紙巻たばこと同様にニコチンやさまざまな化学

物質が含まれるため、同様のリスクがあることを周知していく必要があります。 

 

＜たばこを吸っているか（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

喫煙状況の男女別年齢階層別にみた「たばこを吸っている（「主に紙巻きたばこを吸って

いる」または「主に加熱式たばこを吸っている」）」人の割合は、男性は20歳代から70歳代

までいずれの年齢でも10％以上である一方、女性は、20歳代では8.5％、40歳代は5.5％で

す。女性と比べて男性の喫煙率が高くなっています。 

 

＜たばこを吸っている割合（成人）＞ 

（男性）      （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

30歳代　　　n=97

40歳代　　　n=95

60歳代　　　n=68

70歳代　　　n=63

80歳以上　　n=70

50歳代　　　n=100

20歳代　  　n=108 11.1(無回答0.0％)

13.4(無回答1.0％)

26.3(無回答2.1％)

16.0(無回答1.0％)

22.1(無回答1.5％)

14.3(無回答6.3％)

8.6(無回答4.3％)

0 10 20 30

％

30歳代　　　n=88

40歳代　　　n=91

60歳代　　　n=87

70歳代　　　n=80

80歳以上　　n=79

20歳代　  　n=94

50歳代　　　n=105

8.5(無回答0.0％)

10.2(無回答0.0％)

5.5(無回答2.2％)

4.8(無回答0.0％)

2.2(無回答1.1％)

2.5(無回答2.5％)

0.0(無回答5.1％)

0 10 20 30

主に紙巻たばこを吸っている 主に加熱式たばこを吸っている

以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない もともと吸わない

無回答

R6年度 n=1,252

R元年度 n=1,626

5.4

7.3

5.0

3.6

20.0

27.0

67.9

59.4

1.8

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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「たばこを吸っている（「主に紙巻きたばこを吸っている」または「主に加熱式たばこを

吸っている」）」人の吸い始めた年齢の割合は、「20歳未満」と「20～24歳」の合計で90.0％

を占めました。令和元年度調査と比べて増加しています。 

 

＜たばこを吸っている人の吸い始め年齢（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

「たばこを吸っている（「主に紙巻きたばこを吸っている」または「主に加熱式たばこを

吸っている」）」人の割合は減少していますが、「たばこを吸っている」人のうち、「たばこ

をやめたい、本数を減らしたい」人の割合は、56.9％で令和元年度調査と比べて減少して

います。 

 

＜たばこを吸っている人が、たばこをやめたいと思うか（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 
 

  

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30歳以上 無回答

たばこをやめたい・本数を減らしたい やめたくない わからない・無回答

R6年度 n=130

R元年度 n=177

18.5

19.8

71.5

65.0

2.3

6.8

5.4

4.0

2.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

R6年度 n=130

R元年度 n=177

56.9

65.5

23.8

32.2

19.3

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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「やめるための手段を知っている」人の割合は、50％を超えており、令和元年度調査と

比較しても変わりません。「たばこを吸っている（「主に紙巻きたばこを吸っている」また

は「主に加熱式たばこを吸っている」）」人のうち、「やめるための手段を知っている」人の

割合は66.9％で、およそ30％はやめ方を知りません。 

 

＜たばこをやめる手段を知っているか（成人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（20 歳未満の喫煙状況） 

高校生で「たばこを吸ったことがある」人の割合は、男子が12.6％、女子が4.3％で、令

和元年度調査と比べて男子・女子ともに増加しています。また国・県（調査時期が同年度

でないため一概に比較できませんが）と比べて高くなっています。 

 

＜たばこを吸ったことがある割合（高校生）＞ 

（男子）      （女子） 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

％

R6年　　 n=604

R元年　　n=853

12.6(無回答0.0％)

7.5(無回答0.0％)

0 10 20 30
％

R6年　　 n=626

R元年　　n=603

4.3(無回答0.6％)

3.8(無回答0.0％)

0 10 20 30

R6年度 n=1,262

（（再掲）たばこを
吸っている方のみ）

n=130

R元年度 n=1,626

53.0

66.9

52.8

37.2

32.3

35.7

9.8

0.8

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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〈20 歳未満のたばこを吸ったことのある人の割合〉 

年度 性別 喫煙率 資料 

令和6年度 

男性 12.6％ 
「健康つくば21」アンケート調査 

（高校生） 
女性 4.3％ 

男女合計 9.2％ 

令和元年度 

男性 7.5％ 
「健康つくば21」アンケート調査 

（高校生） 
女性 3.8％ 

男女合計 6.1％ 

令和3年度（県） 
男性 1.9％ 茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

（資料：第4次健康いばらきプラン抜粋） 女性 0％ 

令和3年度（国） 男女合計 0.6％ 

国民健康・栄養調査 

（資料：健康日本21（第三次）推進のための資
料抜粋） 

 

 

（20 歳未満の喫煙に関する健康意識） 

「健康面から喫煙をどう思うか」について、「害ばかりで、良い面はないと思う」人の割

合は、中学生で73.4％、高校生で67.9％と、令和元年度調査と比べて中学生・高校生とも

に減少しています。さらに、「たばこを吸ったことがある」高校生に限ると「害ばかりで、

良い面はないと思う」人の割合は、59.5％と低くなっています。 

 

＜あなたは、健康面から喫煙をどう思うか＞ 

（中学生）     （高校生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

R6年度調査

（n=368）

R元年度調査

（n=427）

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）

％

害ばかりで、良い面はないと思う

害はあるが、良い面もあると思う

害よりも、良い面の方が多いと思う

わからない

無回答

(再掲)

吸ったことがある方のみ n=3

害ばかりで、良い面はないと思う

73.4

33.3

19.6

0.0

6.8

0.3

75.2

－(喫煙の聞き取りはしなかった)

14.8

0.0

9.4

0.7

0 20 40 60 80 100
％

無回答

害ばかりで、良い面はないと思う

(再掲)

吸ったことがある方のみ n=37

害ばかりで、良い面はないと思う

害はあるが、良い面もあると思う

害よりも、良い面の方が多いと思う

わからない

67.9

59.5

24.4

1.5

5.7

0.5

69.9

50.0

18.1

0.2

11.1

0.7

0 20 40 60 80 100
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（妊産婦の喫煙） 

「妊娠中に喫煙している」人の割合は、0.7％で、令和元年度調査と比べて減少していま

す。また、県（調査時期が同年度でないため一概に比較できませんが）と比べて低くなっ

ています。妊娠中の喫煙は胎児の発育遅延や出生後の乳幼児突然死症候群（SIDS）のリス

クとなること等から、喫煙をやめることが求められます。 

 

＜妊娠中の喫煙状況＞ 

年度 喫煙率 資料 

令和6年度 0.7％ 妊娠届出書 

令和元年度 0.9％ 「健康つくば21」アンケート調査（妊婦） 

令和4年度（県） 1.6％ 
母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問診回答状況」 
（こども家庭庁ホームページ） 

令和4年度（国） 2.1％ 
母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問診回答状況」 
（こども家庭庁ホームページ） 
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（受動喫煙状況） 

「同居する家族の中に喫煙者がいる」人の割合は、乳児では17.4％、幼児では19.7％、

小学生33.3％、中学生29.9％、高校生28.4％、成人14.8％となっています。令和元年度調

査と比べて小学生は増加、中学生、高校生、成人は減少しています。また、１歳６か月児

健診の両親の喫煙率は、国・県（調査時期が同年度でないため一概に比較できませんが）

と比べて低くなっています。成人で、「家庭内で受動喫煙の機会があった」人の割合は、県

（調査時期が同年度でないため一概に比較できませんが）と比べて低くなっています。 

 

＜同居する家族の中に喫煙者がいる割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

％

乳児　　　　R6年 n=476

　　　　　 R元年 n=453

幼児　　　　R6年 n=492

　　　　　 R元年 n=359

小学生　　　R6年 n=400

　　　　　 R元年 n=400

中学生　　　R6年 n=368

　　　　　 R元年 n=427

高校生　　　R6年 n=402

　　　　　 R元年 n=425

成人　　　　R6年 n=1,252

　　　　　 R元年 n=1,626

17.4(無回答0.0％)

23.8(無回答0.4％)

19.7(無回答11.6％)

27.6(無回答0.8％)

33.3(無回答0.0％)

29.8(無回答1.3％)

29.9(無回答0.3％)

33.0(無回答0.9％)

28.4(無回答0.5％)

42.8(無回答0.5％)

14.8(無回答3.8％)

23.9(無回答2.7％)

0 20 40 60 80 100
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＜両親の喫煙率（1歳 6か月児健診時）＞ 

年度 属性 喫煙率 資料 

令和6年度 
父親 21.3％ 

1歳６か月児健診問診票 
母親 3.4％ 

令和5年度（県） 
父親 31.4％ 母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問

診回答状況」（こども家庭庁ホームページ） 母親 6.7％ 

令和5年度（国） 
父親 29.9％ 母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問

診回答状況」（こども家庭庁ホームページ） 母親 5.6％ 

＜家庭で受動喫煙の機会のあった割合（成人）＞ 

年度 受動喫煙率 資料 

令和6年度 14.8％ 「健康つくば21」アンケート調査 

令和3年度（県） 17.3％ 第3次健康いばらき21プラン進捗状況抜粋 

 

成人で、「受動喫煙のあった」人のうち、「受動喫煙のあった場所」の割合は、路上、飲

食店、職場、家庭の順に、多いです。行政機関での受動喫煙の機会は0％です。 

 

＜受動喫煙のあった場所はどこか（成人）＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

n=372 ％

家庭

職場

学校

飲食店

遊技場（ゲームセンター、
パチンコ、競馬場など）

行政機関（市役所、交流セ
ンターなど）

医療機関

公共交通機関

路上

子どもが利用する屋外の空
間（公園、通学路など）

無回答

22.3

27.4

1.9

30.6

9.1

0.0

0.5

1.6

43.3

4.6

1.1

0 20 40 60 80 100
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（成人の受動喫煙に関する健康への意識） 

「他の人が吸っているたばこの煙を吸うと自分の身体に害があると思う」人のうち、「も

ともと吸わない」人または「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」人の割合は、

85.5％であるのに対し、「主に紙巻たばこを吸っている」人または「主に加熱式たばこを吸

っている」人の割合は、63.8％と、喫煙者と非喫煙者では、受動喫煙の害についての認識

に差があります。 

 

＜他の人が吸っているたばこの煙を吸うと自分の身体に害があると思うか（成人）＞ 

 

（たばこを吸っているか別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の状況） 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の死亡率は、8.7で、国・県と比べて低くなっています。 

＜慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の死亡率＞ 

年度 
死亡率 

（人口 10 万人当たり） 
資料 

令和5年度 8.7 人口動態統計・住民基本台帳より算出 

令和5年度（県） 14.8 人口動態統計 

令和5年度（国） 14.0 人口動態統計 

 

  

害があると思う 多少は害はあるがたいしたことはないと思う

害はないと思う わからない

無回答

n=1,100

n=130

「もともと吸わない」または
「以前は吸っていたが、1ヶ月
以上吸っていない」

「主に紙巻たばこを吸ってい
る」または「主に加熱式たば
こを吸っている」

85.5

63.8

10.7

26.2

0.3

3.1

1.7

6.9

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）認知度（「どんな病気かよく知っている」人および「名前

は聞いたことがある」人の割合）は、44.6％で令和元年度調査と比べて減少しましたが、

国・県よりも認知度が高くなっています。 

＜慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）認知度＞ 

年度 認知度 資料 

令和6年度 44.6％ 「健康つくば21」アンケート調査 

令和元年度 46.6％ 「健康つくば21」アンケート調査 

令和6年度（県） 31.2％ 
COPD認知度把握調査 
（一般社団法人 GOLD日本委員会） 

令和6年度（国） 32.7％ 
COPD認知度把握調査 
（一般社団法人 GOLD日本委員会） 

 

 

【課題】 

○20歳以上の喫煙率は、県と比べて低いですが、令和元年度調査と比べて変化がないこと

から、喫煙者を減らす取組が必要です。 

○たばこを「やめたい」人のうち、およそ30％がやめ方を知らないと回答していることか

ら、たばこをやめたい人への禁煙支援が必要です。 

○成人の14.8％が家庭内で受動喫煙の機会があったと回答しています。小中高生ではおよ

そ30％が家庭内に喫煙者がいることから、家庭で受動喫煙の機会があると考えられます。

家庭内であっても望まない受動喫煙をなくすため、受動喫煙による健康被害について正

しい知識の普及・啓発が必要です。 

○慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）認知度は、44.6％です。国や県と比べ認知度は高いです

が、令和元年度調査と比較して認知度が下がっていることから、今後も、認知度を向上

させ、喫煙による慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の発症と重症化を予防することが必要

です。 

 

 

【市の取組】 

○喫煙者を減らすために禁煙を考えるきっかけづくりを行います。 

○禁煙したい人への禁煙支援を行います。 

○20歳未満の喫煙を防止するために、市の事業や小中学校での教育、保護者への普及・啓

発を行います。 

○妊産婦の喫煙を防止するために、普及・啓発や個別指導を行います。 

○望まない受動喫煙をなくすために、受動喫煙の健康被害について普及・啓発し、家庭内

での受動喫煙防止を推進します。 

○慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の発症や重症化を防ぐことを目的に、慢性閉塞性肺疾患

（ＣＯＰＤ）に関する知識の普及・啓発を行います。  
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【取組内容】 

取組内容 担当課 

喫煙が及ぼす健康への影響や受動喫煙・慢性閉塞性肺疾患
（COPD）・禁煙方法に関する普及啓発及び受動喫煙防止のための
環境整備を行います。 

健康増進課 

禁煙希望者に対する「禁煙外来治療費助成制度」の整備や禁煙方法・
禁煙外来の情報提供をします。 

健康増進課 

20歳未満の喫煙防止についての教育及び普及啓発及び受動喫煙防
止のための環境整備を行います。 

学び推進課 

妊産婦の禁煙・受動喫煙及び乳児・幼児の受動喫煙についての個別
指導及び普及啓発及び受動喫煙防止のための環境整備を行います。 

こども未来センター 

 
【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

喫煙者の割合（成人） 

男性 15.9％ 15.0％以下 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

女性 4.9％ 3.0％以下 

高校生のたばこを吸ったことのある人の
割合 

9.2％ 0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

妊婦の喫煙率 0.7％ 0％ 妊娠届出書 

家庭で受動喫煙のあった人の割合（成人） 14.8％ 14.0％以下 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

1歳6か月児健診時 
の両親の喫煙率 

父親 21.3％ 15.0％以下 
1歳6か月児健診 

問診票 
母親 3.4％ 3.0％以下 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の死亡率 
（人口10万人あたり） 

8.7 8.7 以下 
人口動態統計・ 

住民基本台帳より算出 

 

【市民へのメッセージ】 

○喫煙が及ぼす健康への影響について正しい知識を持ち、禁煙をしましょう。 

〇禁煙したい人は、禁煙外来助成金等を利用し、積極的に禁煙に取り組みましょう。 

〇喫煙者は、受動喫煙の害について理解し、マナーを守りましょう。 

○20歳未満の喫煙は法律によって禁止されています。20歳未満の喫煙は絶対にやめましょ

う。 

○妊婦の喫煙は胎児に悪影響ですので、やめましょう。  
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＜飲酒＞ 

過度の飲酒は肝機能障害やアルコール依存症等の健康被害につながります。 

多量飲酒をしている市民が増加していることや、妊婦や高校生で飲酒している方がいる

ことから、適正飲酒や飲酒が健康に与える影響等正しい知識の普及啓発が必要です。 

多量飲酒の害や適正飲酒に関する普及啓発をすすめるとともに、妊産婦や20歳未満への

飲酒防止に向けた個別指導や教育を実施します。 

 

【現状】 

（成人の飲酒状況） 

男性で1日平均40g以上、女性で1日平均20g以上の純アルコールを摂取すると、生活習慣

病のリスクが高まるとされています。この量を超えて摂取している男性の割合は8.8％、女

性の割合は7.0％となっています。県と比べて男性・女性ともに低くなっています。 

また、お酒を飲む日の飲酒量について、「3合以上飲む」人の割合は、男性で13.3％、女

性で5.8％となっています。令和元年度調査と比べ男性・女性ともに増加しています。 

＜男性で 1日平均 40g 以上、女性で 1日平均 20g 以上の純アルコールを摂取する人の割合(成人)＞ 

 

 

 

 

 
※純アルコール40ｇは、ビール5％1000ｍl、日本酒2合、チューハイ7％700ｍl程度 

※1日平均40ｇとは、「毎日×2合以上」＋「週5～6日×3合以上」＋「週3～4日×4合以上」＋「週1～2日×5合以上」 

※純アルコール20ｇは、ビール5％500ｍl、日本酒1合、チューハイ7％350ｍl程度 

※1日平均20ｇとは、「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×2合以上」＋「週1～2日×5合以上」 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

県 第 3 次健康いばらき 21 プラン進捗状況抜粋 

 
 

＜お酒を飲む日は 1日あたり、どれくらいの量を飲むか（成人）＞ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
※令和元年度調査では、「4合以上5合（900ml）未満」「5合（900ml）以上」の選択肢がなく、「日本酒にして3合以上」となって

いるため、令和6年度の「3合以上4合（720ml）未満」に入れています。 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

男性

女性

％

8.8

7.0

11.1

11.7

0 20 40 60 80 100

市

県

男性　　　R6年度 n=340

　　　　 R元年度 n=612

女性　　　R6年度 n=209

　　　　 R元年度 n=329

30.9

50.3

52.2

74.8

37.1

30.6

27.8

14.3

17.4

11.9

12.9

4.0

8.5

4.6

4.3

2.7

2.4

0.5

2.4

1.0

1.5

2.6

1.4

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

1合（180ml）未満 1合以上2合（360ml）未満 2合以上3合（540ml）未満

3合以上4合（720ml）未満 4合以上5合（900ml）未満 5合（900ml）以上

無回答
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（20 歳未満の飲酒状況） 

高校生で「お酒を飲んだことがある」人の割合は、12.4％で、令和元年度調査と比べて

減少しています。 

 

＜お酒を飲んだことがある割合（高校生）＞ 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

 

20 歳未満の人がお酒を飲むことは身体に害があると思うかについて、「害があると思う」

人の割合は、中学生 72.8％、高校生 71.1％となっています。令和元年度調査と比べて中学

生では減少していますが、高校生では増加しています。一方で、「お酒を飲んだことがある」

人のうち「害があると思う」人の割合は、中学生 30.0％、高校生 50.0％で「お酒を飲んだ

ことがある」人と、「お酒を飲んだことがない」人では、認識の差があります。 

 

＜あなたは、20歳未満の人がお酒を飲むことは身体に害があると思うか（中学生）（高校生）＞ 

（中学生）     （高校生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

％

12.4(無回答0.5％)

21.2(無回答0.9％)

0 20 40 60 80 100

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）

R6年度調査

（n=368）

R元年度調査

（n=427）

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）

％

害があると思う

(再掲)

お酒を飲んだことがある人のみ n=20

害があると思う

多少は害はあると思うがたいしたこと

はないと思う

害はないと思う

わからない

無回答

72.8

30.0

21.2

0.5

5.2

0.3

81.0

－

11.0

2.3

5.2

0.5

0 20 40 60 80 100
％

わからない

無回答

害があると思う

(再掲)お酒を飲んだことがある人のみ

R6年度調査 n=50、R元年度調査 n=90

害があると思う

多少は害はあると思うがたいしたこと

はないと思う

害はないと思う

71.1

50.0

22.9

2.0

4.0

0.0

58.8

38.9

27.1

4.5

9.4

0.2

0 20 40 60 80 100
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（妊婦の飲酒状況） 

妊娠中に「飲酒をしている」人の割合は、1.1％となっており、令和6年度は令和5年度と

比べて増加しました。令和5年度までは、国・県（調査時期が同年度でないため一概に比較

できませんが）と比べ同じ傾向でしたが、令和6年度については、高くなっています。妊娠

中の飲酒は胎児の発育障害のリスクが高いこと等から、飲酒は控えることが求められます。 

〈妊婦の飲酒率〉 

年度 飲酒率 資料 

令和6年度 1.1％ 妊娠届出書  （備考：令和5年度飲酒率：0.1％） 

令和元年度 0.4％ 妊娠届出書 

令和4年度（県） 0.4％ 
母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問診回答状況」 
（こども家庭庁ホームページ） 

令和4年度（国） 0.9％ 
母子保健事業の実施状況調査「乳幼児健康診査問診回答状況」 
（こども家庭庁ホームページ） 

 
 

【課題】 

○生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合は、県と比べて低くなっています

が、お酒を飲む日の1日あたりの飲酒量は増加しており、適正飲酒やアルコールの影響に

ついて正しい知識の普及啓発が必要です。 

○妊娠中に飲酒をしている人がいます。胎児へ悪影響を及ぼすことから妊婦の飲酒はなく

すことが重要です。 

○お酒を飲んだことがある高校生は、令和元年度調査より減少していますが、お酒を飲ん

だことがない高校生に比べて、20歳未満の飲酒は「害があると思う」と回答する人が少

ない傾向があります。20歳未満の飲酒は健康への影響が大きいこと等から、授業や家庭

を通して正しい知識を普及していくことが必要です。 

 

 

【市の取組】 

○生活習慣病の発症予防のために、多量飲酒の害や適正飲酒について、普及・啓発や個別

指導を行います。 

○妊産婦の飲酒を防止するために、普及・啓発や個別指導を行います。 

○20歳未満の飲酒を防止するために、市の事業や小中学校での教育、保護者への普及・啓

発を行います。 
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【取組内容】 

取組内容 担当課 

飲酒が及ぼす健康への影響や適切な飲酒量に関する普及啓発を行
います。 

健康増進課 

妊産婦の飲酒防止についての個別指導及び普及啓発を行います。 こども未来センター 

20歳未満の飲酒防止についての教育及び普及啓発を行います。 学び推進課 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

生活習慣病のリスクを高
める飲酒（1日あたりの純
アルコール摂取量が男性
40g以上、女性20g以上）を
している人の割合 

男性 8.8％ 8.0％以下 

「健康つくば21」ア
ンケート調査 

女性 7.0％ 
7.0％以下 

（参考：県

8.0％以下） 

高校生の飲酒率 12.4％ 0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

妊婦の飲酒率 1.1％ 0％ 妊娠届出書 

 

【市民へのメッセージ】 

○飲酒が及ぼす健康への影響について正しい知識を持ち、適正飲酒を実践しましょう。 

○20歳未満の飲酒は法律によって禁止されています。20歳未満の飲酒は絶対にやめましょ

う。 

○妊婦の飲酒は胎児に悪影響ですので、やめましょう。 
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（５）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

生活習慣病や悪性新生物（がん）等の疾病を予防するためには、病気に関する正しい知

識を持ち、日頃の健康状態を把握する等の自己管理に取り組む必要があります。 

病気の早期発見・早期治療につなげるため、積極的に健診（検診）を受診するよう働き

かけていきます。また、健康教室や保健指導により、生活習慣病やメタボリックシンドロ

ームの予防を支援します。 

 
【現状】 

 （健康診査受診状況） 

①基本健康診査受診者数・受診率 

基本健康診査受診者数・受診率をみると、年々減少しており、令和6年度で受診者数は

1,394人、受診率は7.4％となっています。 

 

＜基本健康診査受診者数・受診率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者：20～39 歳 

資料：市保健事業実績 

 

  

2,536 

1,726 
1,395 1,324 1,415 1,394 

13.6

9.0

7.3 6.9
7.5 7.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

（％）（人）

受診者数 受診率
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②特定健康診査受診者数・受診率 

特定健康診査受診者数は増減を繰り返しており、令和5年度で8,662人となっています。

また、受診率は令和3年度以降増加しており、令和5年度で34.8％となっています。令和

元年度を除く全ての年で、県の受診率を下回っています。 

 

＜特定健康診査受診者数・受診率の推移＞ 

 

 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

特定健診対象者（人） 28,048 27,906 27,181 25,971 24,918 

特定健診受診者（人） 10,898 6,261 8,684 8,638 8,662 

特定健診受診率 
市 38.9％ 22.4％ 31.9％ 33.3％ 34.8％ 

県 38.6％ 26.4％ 33.5％ 35.6％ 37.3％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者：国民健康保険被保険者 40 歳以上 

資料：厚生労働省 特定健診・保健指導実施状況（保険者別）2019 年度から 2023 年度 

特定健診等データ管理システム 実施結果報告テーブル 
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③後期高齢者健康診査受診者数・受診率 

後期高齢者健康診査受診者数・受診率をみると、受診者数は令和3年度以降増加してお

り、令和6年度で受診者数は7,478人、受診率は31.0％となっています。 

 

＜後期高齢者健康診査受診者数・受診率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者：75 歳以上 

資料：市保健事業実績 

 

④がん検診受診率 

がん検診受診率の推移をみると、令和5年度は乳がん20.0％、子宮頸がん20.2％は県平

均受診率（乳がん15.8％、子宮頸がん14.0％）より高く、肺がん3.6％、胃がん3.9％、

大腸がん5.1％は県平均（肺がん7.3％、胃がん5.0％、大腸がん6.7％）より低い状況で

す。 

 

＜がん検診受診率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者：全住民 肺がん・大腸がん・乳がん（40～69 歳）、胃がん（50～69 歳）、 

子宮頸がん（20～69 歳） 

資料：県ＨＰ住民検診におけるがん検診の受診率  

19,078 19,568 20,270 
21,687 22,540 24,087

6,157 

3,677 
5,383 5,928 6,763 7,478 

32.3

18.8

26.6 27.3
30.0 31.0

0.0
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0
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（％）（人）

対象者数 受診者数 受診率
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18.8 19.3

19.6

20.2

0.0
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⑤がん検診精密検査受診率 

がん検診精密検査受診率の推移をみると、令和5年度では胃がん82.0％、大腸がん

73.4％、肺がん85.2％、子宮頸がん92.0％で県平均（胃がん78.4％、大腸がん73.2％、

肺がん84.0％、子宮頸がん87.9％）より高い状況ですが、乳がん検診は82.7％で県平均

（85.1％）より低い状況です。 

＜がん検診精密検査受診率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県ＨＰ住民検診におけるがん検診の精密検査受診率 

 

（成人のがん検診受診状況） 

市民アンケートより、健康診断（がん検診以外）を受けているかについて、「ほぼ毎年受

けている」と回答した人は71.2％、「5年以上受けていない（「受けたことがない」を含む）」

と回答した人は、14.9％となっています。 

健康診断を受けていない理由として、20歳代は「受け方がわからない」、30歳代、40歳代で

は「忙しい」、50歳代以上は「医療機関にかかっているので受けていない」が最も多くなっ

ています。 

 

＜健康診断（がん検診以外）を受けているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 
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86.3

82.0
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（％）
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n=1,252 ％

ほぼ毎年

2年に1回

3～4年に1回

5年以上受けていない（受
けたことがないを含む）

無回答

71.2

6.4

6.2

14.9

1.4
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市のがん検診のうち、肺がん、胃がん、大腸がんの受診率は県平均を下回っています。 

市民アンケートより、がん検診を受けていないと回答した人は46.1％と高く、受けていな

い理由として、20歳代では「受け方がわからない」「受ける必要がない」が多く、30歳代で

は「お金がかかる」、40～60歳代では「忙しい」、70歳以上では「医療機関にかかっている

ので受けていない」がそれぞれ多くなっています。 

 

＜定期的に受けているがん検診について＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

  

n=1,252 ％

胃

大腸

肺

前立腺

子宮

乳房

がん検診は受けていない

無回答

26.9

24.0

17.3

8.2

22.8

18.6

46.1

3.3

0 20 40 60 80 100
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＜がん検診を受けていない理由＞ （複数回答） 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（女性の骨粗しょう症検診受診状況） 

女性の健康づくりの支援として、骨粗しょう症検診を実施していますが、受診率は低い

状況です。 

 

＜骨粗しょう症検診の状況＞ 

 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

検診日数（日） 6 9 9 8 7 

受診者数（人） 787 639 791 683 713 

対象者数(人) 13,379 13,617 13,984 14,427 14,395 

受診率（％） 5.9 4.7 5.7 4.7 4.9 

受診結果内訳
（人) 

異常なし 323 336 446 375 391 

要精検 147 74 80 55 75 

要指導 317 229 265 253 247 

対象者：30・35・40・45・50・55・60・65・70 歳 女性 

資料：市保健事業実績 

％ ％

忙しい

受け方がわからない

お金がかかる

受ける必要がない

その他

無回答

医療機関にかかっている
ので受けていない

％ ％
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1.2
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7.3

0.9
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1.6
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0.0
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％ ％ ％
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受ける必要がない

その他

無回答

医療機関にかかっている
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％
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6.5

13.0

6.5

17.4

19.6

17.4
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60歳代(n=46)

3.8

3.8

9.4

11.3

60.4

7.5

5.7
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70歳代(n=53)

1.3

1.3

0.0

13.3

72.0

8.0

4.0
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80歳以上(n=75)

20.1

22.2
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20.5
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9.9

3.1
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全体(n=577)
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（特定健康診査の受診結果） 

特定健康診査におけるメタボ該当者、メタボ予備軍該当者の割合は増減を繰り返してい

ます。 

＜特定健診におけるメタボ該当者数・メタボ予備群該当者数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：ＫＤＢ帳票 地域の全体像の把握 令和元年度（累計）から令和 5 年度（累計） 

  

 

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

対象者 

（人） 
割合 

対象者 

（人） 
割合 

対象者 

（人） 
割合 

対象者 

（人） 
割合 

対象者 

（人） 
割合 

メタボ該当者 1,969 18.1％ 1,308 20.9％ 1,685 19.4％ 1,614 18.6％ 1,692 19.5％ 

メタボ予備群該当者 1,094 10.0％ 671 10.7％ 897 10.3％ 958 11.1％ 855 9.9％ 
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（特定保健指導の実施状況） 

特定保健指導の実施者・実施率は、令和3年度以降増加しており、令和5年度で実施者は

370人、実施率は35.2％となっています。また、令和5年度には県の実施率を上回りました。 

 

＜特定保健指導の状況＞ 

 

 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

特定健診受診者数（人） 10,898 6,261 8,684 8,638 8,662 

特定保健指導対象者数（人） 1,404 740 1,133 1,090 1,050 

特定保健指導該当者割合 12.9％ 11.8％ 13.0％ 12.6％ 12.1％ 

特定保健指導実施者数（人） 333 105 231 340 370 

特定保健指導実施率 
市 23.7％ 14.2％ 20.4％ 31.2％ 35.2％ 

県 32.6％ 32.7％ 31.7％ 33.0％ 33.6％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 特定健診・保健指導実施状況（保険者別）2019 年度から 2023 年度 

特定健診等データ管理システム 実施結果報告テーブル 
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特定健康診査において、ＬＤＬコレステロールの有所見者の割合が国・県の割合を上回

っています。また、ＨｂＡ1ｃ有所見者の割合が60％を超えている状況です。 

                          ※有所見者とは基準値より高い値の者 

＜特定健診における有所見者の割合（R5年度）＞ 

単位：％ 

 
ＢＭＩ   

25kg/m²以上 

腹囲 

男 85cm・女 90cm

以上 

空腹時血糖 

100mg/dl 以上 

ＨｂＡ1ｃ 

5.6%以上 

収縮期血圧 

130mmHg 以上 

拡張期血圧 

85mmHg 以上 

市 26.4 32.9 17.6 63.8 42.7 19.7 

県 27.8 33.8 13.7 68.7 44.6 19.6 

国 26.7 34.8 24.4 59.3 46.9 20.7 

 

 
中性脂肪 

150mg/dl 以上 

ＨＤＬコレステロール 

40mg/dl 未満 

ＬＤＬコレステロール 

120mg/dl 以上 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

31U/L 以上 

血清クレアチニン 

1.3mg/dl 以上 

ｅＧＦＲ 

60ml/分/1.73m²未

満 

市 18.5 2.7 51.7 13.5 1.1 19.0 

県 24.4 4.0 51.1 13.8 1.3 20.7 

国 20.9 3.8 49.7 14.1 1.4 22.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ帳票 厚生労働省様式（様式 5-2） 令和元年度（累計）から令和 5 年度（累計） 

  

26.4 

32.9 

17.6 

63.8 

42.7 

19.7 18.5 

2.7 

51.7 

13.5 

1.1 

19.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

（％）

市 県 国



 パブリックコメント資料  

 
94 

 

 

【課題】 

○特定健康診査、各がん検診の受診率が県より低いため、受けやすい健診（検診）体制

の整備や健診の受診勧奨の周知方法の工夫が必要です。 

○主要な死因であるがんを早期発見するため、検診の受診率を向上させ、早期治療につ

なげる必要があります。 

○生活習慣病の発症予防のため、若い世代から健診、がん検診の受診の必要性を周知す

るとともに、自分の健康状態を把握する機会を作る必要があります。 

〇高血圧と糖代謝、脂質の異常を有する人は、生活習慣病の予防と悪化を防ぐ必要があ

ります。また、メタボリックシンドロームの診断を受けた人は、生活習慣についての

課題を認識し、健康増進や疾病の発症を予防することが必要です。 

 

 

【市の取組】 

○定期的に健診（検診）を受診するよう啓発を行うとともに、受けやすい健診（検診）

体制の整備をしていきます。 

○健診未受診者へ受診勧奨を行い、受診率向上を図ります。 

○若い世代に健診、がん検診の必要性や受診の仕方の理解を深めてもらえるよう、イン

ターネットやＳＮＳを活用した周知啓発を行います。 

○女性や若い世代の健康づくりを推進します。 

〇生活習慣病の予防及び重症化予防を推進します。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

健診の受診啓発及び受けやすい健診体制の整備を行います。 
国民健康保険課 
医療年金課 
健康増進課 

女性や若い世代の健康づくりの支援をします。 健康増進課 

生活習慣病の重症化を予防するため、健康教育や保健指導を実
施します。 

健康増進課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ5） 

目標値※ 

（Ｒ18） 
資料 

特定健診の受診率 34.8％ 60.0％ 国保 法定報告 

胃がん検診の受診率 3.9％ 60.0％ 

県「市町村の住民検
診におけるがん検診
受診率」 

大腸がん検診の受診率 5.1％ 60.0％ 

県「市町村の住民検
診におけるがん検診
受診率」 

肺がん検診の受診率 3.6％ 60.0％ 

県「市町村の住民検
診におけるがん検診
受診率」 

子宮頸がん検診の受診率 20.2％ 60.0％ 

県「市町村の住民検
診におけるがん検診
受診率」 

乳がん検診の受診率 20.0％ 60.0％ 

県「市町村の住民検
診におけるがん検診
受診率」 

骨粗しょう症検診受診率 5.6％ 15.0％ 市保健事業実績 

特定保健指導の実施率 35.2％ 45.0％ 国保 法定報告 

メタボリックシンドローム該当者率 19.5％ 17.4％ 国保ＫＤＢシステム 

※特定健診の目標値はつくば市特定健康診査等実施計画（第4期：令和11年度目標値） 

※胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がんの目標値は茨城県総合がん対策推進計

画（第五次：令和10年度目標値） 

※骨粗しょう症検診の目標値は健康日本21（第三次：令和15年度目標値、対象者40～70

歳節目年齢） 

※がん検診の受診率の目標値は国民生活基礎調査によるものであり、職域におけるがん検診

は市の受診率に反映されないため、低い状況となっていますが、目標値は県に合わせてい

ます。 

 

【市民へのメッセージ】 

○血圧や体重等を定期的に測定し、健康の自己管理に努めましょう。 

○定期的に健診やがん検診を受けましょう。 

○健診（検診）後は生活習慣の改善を図り、必要に応じて医療機関を受診しましょう。 
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（６）健康を支える環境づくり 

健康づくりは個人の問題であると考えられがちですが、個人の健康は、家庭をはじめ、

地域、学校事業者、団体、ボランティア等、個人を取り巻く社会環境から影響を受けてい

ます。 

若年層においては、自身の身体に気を使う割合が低いことや健康への関心が低く、高齢

者においては、社会活動の参加が少なくなっている状況があることから、ライフステージ

に応じた多様な媒体を活用するとともに、地域で活躍する地域組織活動員の活動を支援す

ることで、地域全体で健康づくりに取り組める環境を整備します。 

 

【現状】 

（自身の身体について） 

日頃から自身の身体に気を使っている人は、20歳代、30歳代、40歳代で低くなっていま

す。 

 

＜日ごろから自身の身体に気を使っているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 
令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

はい いいえ 無回答

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

78.6

69.9

70.9

85.6

85.9

84.6

86.0

21.4

30.1

27.5

13.9

11.5

7.0

4.7

1.6

0.5

2.6

8.4

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R6年度 n=1,252

R元年度 n=1,626

79.6

80.9

17.4

16.6

3.0

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（診療時間中の受診状況） 

診療時間内の受診を心掛けている人の割合は、成人が 97.0％に対し、乳児・幼児保護者

は 93.1％と低くなっています。 

 

＜診療時間内の受診を心掛けている人＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（救急電話相談の認知度） 

救急電話相談（＃8000 や＃7119）を知っている割合は、女性が 60.7％に対し、男性は

38.7％と低くなっています。 

 

＜救急電話相談（＃8000 や＃7119）について知っているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

乳児・幼児保護者 n=1,252

成人 n=1,626

93.1

97.0

0.3

0.8

6.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性 n=604

女性 n=626

38.7

60.7

57.8

36.4

3.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（社会活動の参加状況） 

現在、社会活動に参加しているかについて、年代別にみると、「特に参加していない」と

回答した人は、60歳以上が高くなっています。 

＜社会活動の参加状況＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※全体は、年齢が不明の方も含みます。 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

特に参加していない

無回答

就学

就労

町内会などの活動・行事

婦人会・シニアクラブなどの

地域活動

子供会などの地域活動

ＰＴＡなどの学校関係の活動

ボランティア活動

その他

％ ％

22.8

59.2

0.5

0.0

0.5

0.5

3.9

4.4

22.3

0.5

0 20 40 60 80 100

20歳代(n=206)

2.7

74.2

8.1

0.5

3.8

8.1

0.5

2.2

20.4

0.0

0 20 40 60 80 100

30歳代(n=186)

1.1

68.8

9.5

1.6

6.9

14.3

2.6

5.3

19.0

1.1

0 20 40 60 80 100

40歳代(n=189)

％ ％

ボランティア活動

その他

特に参加していない

無回答

就学

就労

町内会などの活動・行事

婦人会・シニアクラブなどの

地域活動

子供会などの地域活動

ＰＴＡなどの学校関係の活動

％

2.9

56.3

13.0

1.0

1.9

6.7

5.3

6.7

28.4

0.5

0 20 40 60 80 100

50歳代(n=208)

0.6

37.8

17.3

4.5

0.6

0.6

2.6

0.6

41.7

4.5

0 20 40 60 80 100

60歳代(n=156)

0.0

8.4

12.6

10.5

0.7

0.0

8.4

3.5

58.0

10.5

0 20 40 60 80 100

70歳代(n=143)

％

特に参加していない

無回答

町内会などの活動・行事

婦人会・シニアクラブなどの

地域活動

子供会などの地域活動

ＰＴＡなどの学校関係の活動

ボランティア活動

その他

就学

就労

％

0.0

3.3

10.0

6.0

0.7

0.0

4.0

4.0

65.3

15.3

0 20 40 60 80 100

80歳以上(n=150)

4.9

47.0

9.7

3.0

2.2

4.6

3.8

3.9

34.4

4.2

0 20 40 60 80 100

全 体(n=1,252)
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（企業や行政の健康づくりに関する取組への参加状況） 

健康づくりについての企業や行政の取組について、「参加したことがある」と「参加した

ことはないが参加してみたい」を合わせると男女比では、女性がやや高く、年代別では、

60歳代、70歳代、80歳代が高くなっています。 

 

＜健康づくりについての企業や行政の取組に参加したことがあるか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

 

  

参加したことがある 参加したことはないが参加してみたい

参加したことがない 無回答

男性 n=604

女性 n=626

10.8

11.5

6.1

9.6

80.8

76.5

2.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

5.8

5.4

9.0

10.1

15.4

21.7

13.3

6.3

9.1

5.8

9.1

9.0

5.6

11.3

87.9

85.5

83.6

79.8

73.7

67.1

66.7

1.6

1.0

1.9

5.6

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％



 パブリックコメント資料  

 
100 

（市の地域組織等の認知度） 

市の地域組織を知っている市民の割合は、令和元年度調査と比べ、すべて減少していま

す。 

 

＜市の地域組織等の認知度＞ 

（令和 6年度調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年度調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

【課題】 

○20歳代から40歳代は自身の身体に気を使う割合が低いことから、働き盛りで健康に気遣

う機会や時間がないことが伺えるため、すべての世代に対し引き続き健康に関する周知

啓発を行う必要があります。 

○診療時間内の受診を心掛けている人の割合は高い一方で、救急電話相談（＃8000や＃

7119）の認知度が低くなっており、救急車の利用や休日・夜間の受診の相談先等につい

て周知啓発が必要です。 

○高齢者の社会活動の参加が少なくなっていることや健康づくりに取り組む地域組織の

認知度が低下していることから、外出する機会の減少や地域のつながりの希薄化が懸念

されるため、周知啓発により地域組織の認知度を高め、社会活動への参加を促すことが

必要です。  

知っている 知らない 無回答

n=1,626

（ア）食生活改善推進員

（イ）運動普及推進員

（ウ）シルバーリハビリ
    　体操指導士

14.1

11.3

17.7

79.3

80.9

76.9

6.6

7.9

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,252

（ア）食生活改善推進員

（イ）運動普及推進員

（ウ）シルバーリハビリ
    　体操指導士

12.0

10.0

13.4

83.9

85.6

83.7

4.2

4.4

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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【市の取組】 

○イベント・事業参加者に対するチラシの配布や SNS 等による保健や医療に関する情報提

供を行い、市民が情報を入手しやすい環境づくりを行います。 

〇休日や夜間救急、診療時間内の受診、救急車の利用方法等についてわかりやすい情報を

提供し適切な医療の受診につなげます。 

〇食生活改善推進員、運動普及推進員、シルバーリハビリ体操指導士の養成と組織運営を

支援し、引き続き周知啓発を行います。また、身近な場所での健康づくりに取り組める

よう環境を整備していきます。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

適切な医療の受け方に関する情報を提供します。 
健康増進課 
こども未来センター 

地域組織活動員の養成・組織運営を支援します。 健康増進課 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

日頃から自身の身体に気を使っている市
民の割合 

79.6％ 85.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

診療時間内の受診を心が
けている人の割合 

（乳児・ 
幼児） 

93.1％ 99.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

（成人） 97.0％ 98.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

社会活動に参加している65歳以上の市民
の割合 

29.7％ 40.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

食生活改善推進員養成者数（年間） 20 人 20 人 市保健事業実績 

運動普及推進員養成者数（累計） 254 人 300 人 市保健事業実績 

シルバーリハビリ体操指導士養成者数
（累計） 

370 人 500 人 市保健事業実績 

 

【市民へのメッセージ】 

○自身の健康に関心を持ち、日頃から健康管理について意識しましょう。 

〇信頼できる情報を見極め、医療情報や医療機関を上手に利用しましょう。 

〇さまざまな地域活動に積極的に参加し、地域や人とのつながりを保ちましょう。 
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第５章    食育推進計画 

 
 
 

１ 基本方針 

（１）望ましい食習慣の基礎づくり 

「食育」とは、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

と位置付けられるとともに、様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い

「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べるこ

とは生涯にわたって続く基本的な営みのため、子どもはもちろん、大人になってからも「食

育」は重要です。 

市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むためには、妊産婦や乳幼

児から高齢者に至るまで、ライフコースや多様な暮らしに対応し、切れ目のない生涯を通

じた食育を推進する必要があります。しかし、依然として肥満ややせの問題、朝食や主食・

主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取率の低さ等、食生活に起因する課題が見られます。 

「人生100年時代」に向けて、全ての市民が健全で充実した食生活を実現することを目指

し、食育を通じて望ましい食習慣の確立を進めます。 

 

（２）食をとりまく環境づくりの推進 

健全な食生活を送るためには、持続可能な環境づくりが不可欠です。食育の推進にあた

っては、環境と調和した食料生産や資源の有効利用、地元の郷土料理、伝統料理、多様な

食文化の保存など、具体的な取組が重要です。 

食育を通じて、市民と食育関係者が一体となり環境に配慮した取組を推進します。 
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２ 基本施策 

（１）食育を通じた健康づくり 

食育を通じた健康づくりとは、栄養や食生活に関する正しい知識や技術、そして食習慣

を身につけることであり、健康状態を改善し、維持することを目的としています。それに

より、生涯を通じた健康づくりや生活習慣病の予防につながります。 

現状では、市民の朝食摂取率や主食・主菜・副菜を組み合わせた食事摂取率、野菜の摂

取量、よく噛んで食べる割合等が低い状況となっており、食育を通じた健康づくりをさら

に推進させていくことが重要です。 

ライフコースに応じた啓発活動や、バランスの取れた食事と減塩を支援する栄養指導等

を通じ、市民が健全な食生活を実践できるよう働きかけ、生活習慣病の予防や健康寿命の

延伸を目指します。 

 
【現状】 

（朝食の摂取状況） 

朝食をほぼ毎日食べる（週6～7日）割合について、一般市民アンケートは75.7％となっ

ており、県や国よりも低い傾向にあります。また、幼児・小学生・中学生・高校生アンケ

ートにおいても、令和元年度調査と比べすべての年代で減少しています。 

 

＜朝食をほぼ毎日食べる（週 6～7日）割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

 

  

R6年度 R元年度

％

幼児

小学生

中学生

高校生

成人

92.1

88.8

86.1

74.1

75.7

95.0

92.5

91.3

75.5

83.5

0 20 40 60 80 100
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＜朝食の摂取頻度＞ 
（世代別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（県・国） 
 
 
 
 
 
 
 

（性・年代別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：市 令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

県 令和 4 年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

国 令和 7 年食育に関する意識調査  

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答

県（成人） n=354

国（成人） n=2,365

80.0

78.3

7.3

6.1

2.8

4.9

9.9

8.7 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

幼児 n=492

小学生 n=400

中学生 n=368

高校生 n=402

成人 n=1,252

92.1

88.8

86.1

74.1

75.7

3.5

6.8

7.9

11.4

9.1

3.5

3.5

7.2

5.7

1.0

1.9

6.7

8.9

4.5

0.5

0.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性　20歳代 n=108

　　　30歳代 n=97

　　　40歳代 n=95

　　　50歳代 n=100

　　　60歳代 n=68

　　　70歳代 n=63

　　　80歳以上 n=70

女性　20歳代 n=94

　　　30歳代 n=88

　　　40歳代 n=91

　　　50歳代 n=105

　　　60歳代 n=87

　　　70歳代 n=80

　　　80歳以上 n=79

48.1

61.9

64.2

82.0

82.4

98.4

95.7

64.9

72.7

73.6

78.1

79.3

95.0

88.6

15.7

13.4

17.9

6.0

8.8

14.9

11.4

6.6

9.5

9.2

2.5

3.8

12.0

6.2

5.3

3.0

2.9

1.4

6.4

11.4

9.9

4.8

5.7

1.3

3.8

24.1

18.6

12.6

9.0

5.9

1.4

13.8

4.5

9.9

6.7

5.7

1.3

1.6

1.4

1.0

1.3

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（バランスのよい食事の摂取状況） 

主食・主菜・副菜の摂取状況について、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回

以上ほぼ毎日（週6～7回）食べている人の割合は、20歳代は25.2％、30歳代は28.5％、40

歳代は34.4％と令和元年度調査よりも減少しています。 

また、全体では、41.5％となっており、県よりも低い傾向にあります。 

加えて、妊婦アンケートは29.9％、産婦アンケートは34.2％と一般市民アンケートよりも

下回っています。 

 

＜主食・主菜・副菜の摂取状況＞ 
 

（世代別） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：市 令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査   

県 令和 4 年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答

幼児 n=492

小学生 n=400

中学生 n=368

高校生 n=402

成人 n=1,252

妊婦 n=394

産婦 n=371

県（成人） n=354

61.2

55.3

50.3

49.8

41.5

29.9

34.2

50.0

23.0

27.8

35.6

30.1

26.0

33.5

26.7

22.3

7.7

10.5

9.8

14.2

20.8

26.4

31.0

16.1

3.0

6.5

4.1

6.0

10.1

10.2

7.8

11.6

5.1

0.3

1.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

25.2

28.5

34.4

40.9

53.2

65.0

54.7

24.3

29.6

29.1

28.8

25.0

18.9

23.3

29.6

23.7

27.0

19.7

16.0

9.8

15.3

19.9

17.2

9.5

10.1

4.5

2.8

1.3

1.0

1.1

0.5

1.3

3.5

5.3
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つくば市における死因の中で、高血圧に関係する疾病での死因は全体の4割を占めます。

また、県の成人の食塩摂取量は、国の平均摂取量とあまり差はなく、国の定める目標量と

比べ1日あたり約3ｇ過剰に摂取しています。高血圧の予防と関連のある減塩についてより

一層の取組が必要です。 

＜成人の平均食塩摂取量（ｇ／日）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：県 令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 
国 令和5年国民健康・栄養調査 

日本人の食事摂取基準2025年版（厚生労働省） 

 
県の食塩摂取量を年齢階級別にみると、すべての世代の子どもが国の定める目標量より

多く摂取しています。特に味覚は幼少期に形成されることから、子どものうちから減塩に

取り組むことが必要です。 

＜子どもの平均食塩摂取量（ｇ/日）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
※目標量は、各年齢区分の中で 

一番多い目標量を基準としました。 

資料：県 令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 
国 令和5年国民健康・栄養調査  

＜参考＞ 
「令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」及び 
「令和5年国民健康・栄養調査」における年齢階級別調査人数 

 男性 女性 

令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査（人） 141 140 

令和5年国民健康・栄養調査（人） 2,097 2,375 

 
＜参考＞   
食塩相当量の食事摂取基準（ｇ／日） 

 男性 女性 

成人 7.5未満 6.5未満 

基準とする目標値

基準とする目標値

＜参考＞ 
「令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」及び 
「令和5年国民健康・栄養調査」における年齢階級別調査人数 

 1～6歳 7～14歳 15～19歳 

令和4年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査（人） 11 16 4 

令和5年国民健康・栄養調査（人） 214 401 218 

 
＜参考＞ 

食塩相当量の食事摂取基準（ｇ／日） 

年齢 男性 女性 

0～5カ月 0.3 0.3 

6～11カ月 1.5 1.5 

1～2歳 3.0未満 3.0未満 

3～5歳 3.5未満 3.5未満 

6～7歳 4.5未満 4.5未満 

8～9歳 5.0未満 5.0未満 

10～11歳 6.0未満 6.0未満 

12～14歳 7.0未満 6.5未満 

15歳以上 7.5未満 6.5未満 

※0～11カ月：目安量 
1歳以上 ：目標量 

資料：日本人の食事摂取基準2025年版（厚生労働省） 

男性 女性

（ｇ）
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本市の令和6年度の肥満（BMI≧25）の割合は、男性32.8％、女性20.6％となっています。

一方でやせ（BMI＜18.5）の割合は、男性3.6％、女性12.6％となっています。やせの割合

は女性に多く、特に基本健診における20歳代の女性は、肥満の割合よりも多くなっていま

す。 

 
＜ＢＭＩ値＞ 

 
（性別） 

 
 
 
 
（年代別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※20～30 歳代：基本健診における分布割合 

40 歳代以上：特定健診における分布割合 

資料：令和 6 年度市保健事業実績 

やせ（18.5未満） 正常（18.5～24.9） 肥満（25以上）

男性　20歳代 n=145

　　　30歳代 n=229

女性　20歳代 n=213

　　　30歳代 n=806

15.2

6.6

19.7

14.5

64.8

55.9

66.7

68.7

20.0

37.6

13.6

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性　40歳代 n=541

　　　50歳代 n=571

　　　60歳代 n=1,343

　　　70歳以上 n=1,827

女性　40歳代 n=580

　　　50歳代 n=678

　　　60歳代 n=1,952

　　　70歳以上 n=2,312

4.8

2.1

3.5

2.6

15.7

15.0

12.5

9.9

59.9

54.8

63.6

68.1

62.6

64.5

67.4

67.4

35.3

43.1

32.9

29.3

21.7

20.5

20.1

22.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性 n=4,656

女性 n=6,541

3.6

12.6

63.5

66.8

32.8

20.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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野菜の摂取状況について、一般市民アンケートでは、野菜料理を小鉢5つ（350ｇ）以上

食べている人の割合は6.8％と令和元年度調査よりも増加しているものの、目標値の50％

に対して大きな開きがあります。 

 
＜野菜の摂取状況＞ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

小鉢1つ 小鉢2つ 小鉢3つ

小鉢4つ 小鉢5つ以上 ほとんどとっていない

その他 無回答

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

27.2

26.9

33.3

21.2

17.9

13.3

16.0
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34.9
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23.3

18.0

18.8

19.0
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23.1

28.7
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8.2
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4.9

3.2

4.2

8.7
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9.1

8.0
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7.0

5.3

2.9

1.9

2.1

4.0

0.5

0.5

1.3

0.5

0.5

0.5

2.6

7.7

12.0
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（咀嚼の状況） 

咀嚼の状況について、一般市民アンケートでは、食事をよく噛んで食べている人の割合

は53.0％と令和元年度調査と比べ減少しています。県や国と比べ、県よりも低く、国より

も高い傾向にあります。 

 

＜食事をよく噛んで食べている人の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市 令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査    

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

        県 令和 4 年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査 

  国 令和 7 年食育に関する意識調査          

 

  

％

　幼児　 R6年　 n=492

　　　 　R元年　n=359

小学生　 R6年　 n=400

　　　　 R元年　n=400

中学生　 R6年　 n=368

　　　　 R元年　n=427

高校生　 R6年　 n=402

　　　　 R元年　n=425

　成人　 R6年 　n=1,252

　　　　 R元年　n=1,626

県(成人) R4年 　n=237

国(成人) R7年 　n=2,365

78.7

80.8

83.0

85.7

74.7

85.7

66.9

83.1

53.0

65.3

67.5

47.7
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【課題】 

○朝食をほぼ毎日食べる人の割合は、幼児をはじめ小学生、中学生、高校生すべてが令和

元年度調査よりも低い数値です。また、一般成人の割合は、県や国よりも低い数値です。

朝食を毎日食べることは、栄養バランスに配慮した食生活や基本的な食習慣を身につけ

る観点から重要であり、引き続き朝食を毎日食べることについての普及啓発活動をする

ことが必要です。 

○主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日（週6～7回）食べている人

の割合が、20歳代、30歳代、40歳代すべてで令和元年度調査よりも下回っていることや、

一般成人の割合が県よりも低いこと、さらに妊産婦の割合が低いことが課題にあげられ

ます。主食・主菜・副菜を組み合わせた食事は、日本の食事パターンであり、良好な栄

養状態につながることが報告されています。また、生活習慣病予防、生活機能の維持・

向上のために重要です。主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の取組をより一層推進す

ることが必要です。 

○市は、健康課題に高血圧があげられており、すべての世代において減塩に関する取組が

重要です。食塩の過剰摂取は、高血圧症や慢性腎臓病（ＣＫＤ）、胃がんの発症や重症化

に大きく影響します。一方で、減塩は、血圧を低下させ、結果的に循環器疾患を減少さ

せることが立証されています。特に味覚は幼少期に形成されることから、子どものうち

から減塩に取り組むことが必要です。 

○野菜料理を小鉢5つ（350g）以上食べている一般成人は、全体の1割も満たしていない状

況です。野菜摂取量の増加は、循環器疾患、2型糖尿病の発症予防に効果があることが報

告されています。また、野菜は、消化器系のがんに予防的に働くことが報告され、日本

でも、食道がん、胃がんとの関連が示されています。生活習慣病予防のためにも野菜の

摂取は重要です。引き続き野菜を食べることについての普及啓発活動をすることが必要

です。 

○よく噛んで食事をする人の一般成人の割合は、令和元年度調査や県よりも低い数値とな

っています。よく噛んで食べることは、速食い※1を防止して満腹感が得られやすくなり、

肥満予防につながります。また、よく噛むことで、食欲が抑えられ、ゆっくり味わうこ

とで、うす味・適量で満足感が得られます。引き続きよく噛んで食べることについて普

及啓発することが必要です。 

 

（※1）「速食い」は「早食い」と表記されることも多いのですが、食べるスピードが速い

こと（eating fast）を意味するため、こちらを用いました。 
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【市の取組】 

○望ましい食習慣や知識の習得のため、ライフステージに応じた普及啓発活動をします。 

○生活習慣病予防のため、バランスのとれた食事と減塩について支援します。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

妊娠中や産後の栄養について必要な情報を提供し、安心して妊娠・

出産・育児に取り組めるように支援します。 

こども未来センター 
離乳食教室での講話や動画配信等を通じて離乳食に関する不安が

解消できるように支援します。 

食に関する個別相談を通じて、子どもの健やかな成長・発達を支援

します。 

給食年間指導計画を作成し、各クラスでの給食時指導や行事等の食

育活動で食事のバランスや野菜摂取、減塩等の支援をし、健康な生

活の基本となる「食を営む力」の育成を推進します。 幼児保育課 

だしのうま味や素材そのままのおいしさを活かす等、積極的に減塩

に取り組みつつ、子ども達の嗜好にも配慮した給食を提供します。 

子ども達の健康の保持増進に向け、子ども達が食に関する興味・関

心を持つことができるよう、栄養教諭や栄養士、管理栄養士による

食に関する指導及び給食時訪問等で効果的な食育の推進を図りま

す。 
健康教育課 

学校給食実施基準に基づき、減塩の日を実施する等、食塩量に配慮

した給食を提供します。 

給食だよりやホームページ等を通して、減塩や野菜摂取等の栄養・

食習慣やよく噛んで食べる等の食行動についての重要性を広く普

及啓発します。 

健康増進課 

幼児保育課 

健康教育課 

生活習慣病の重症化を予防するため、健康教育や保健指導を実施し

ます。（P.94 を再掲） 
健康増進課 

フレイル予防をはじめとした高齢者の栄養・食生活に関する健康教

育等を実施します。 

地域包括支援課 

健康増進課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を
1日2回以上ほぼ毎日（週6～7日）食べて
いる人の割合 

41.5％ 65.0％以上 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

いつも(毎日)朝食を食べ
る子ども等の割合 

小学生 89.0％ 
100％に 

近づける※ 

児童生徒の体力・運
動能力調査報告書 

中学生 82.6％ 
100％に 

近づける※ 

児童生徒の体力・運
動能力調査報告書 

高校生 74.1％ 
100％に 

近づける※ 

「健康つくば21」 

アンケート調査 

成人 75.7％ 
100％に 

近づける※ 

「健康つくば21」 

アンケート調査 

普段の食事で「野菜を食べること」に気
をつけている人の割合 

63.4％ 80.0％ 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

普段の食事で「食塩を控えること」に気
をつけている人の割合 

33.3％ 60.0％ 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

ゆっくりよく噛んで食べている人の割合 53.0％ 75.0％ 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

メタボリックシンドローム該当者率 
（P.95を再掲） 

19.5％ 
（R5） 

17.4％ 国保ＫＤＢシステム 

※目標値は、100％を目指すべき指標ですが、朝食を摂ることができない方もいることなど

から県の目標値に合わせて「100％に近づける」としています。 

 

【市民へのメッセージ】 

○毎日規則正しく三食食べる習慣を身につけましょう。 

○主食・主菜・副菜をそろえた食事をしましょう。 

○子どもの頃から減塩に取り組みましょう。 

○しっかり野菜を食べましょう。 

○ゆっくりよく噛んで食事をしましょう。 
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（２）食育の普及・啓発 

食育を通じて健康づくりを促進するためには、市民の食育への関心を高めることが重要で

す。しかしながら、食育に対する関心は国よりも低い状況にあります。また、共食の頻度が高

いほど健康的な食生活を実践している傾向にあるため、共食は食育の基本であり、食事のマ

ナーや栄養バランスを考えて食べる習慣、地産地消や食文化を大事にする気持ちなどを伝え

る機会として推進することが必要です。 

地元食材の活用を促進する等、食文化の継承を含めた包括的な食育を推進するほか、「食

育月間」や「食育の日」のようなあらゆる機会を通じて普及活動や啓発活動を推進していきま

す。 

 

【現状】 

（食育への関心） 

食育に関心がある人の割合について、一般市民アンケートは71.7％と、国よりも低い傾

向があります。 

 
＜食育への関心の有無＞ 

 
（一般市民）     （国との比較） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

資料：市 令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

国 令和 7 年食育に関する意識調査      
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食育に関心がある人ほど、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日

（週6～7回）食べている人の割合がいずれの年代でも高い傾向があります。 

 

＜主食・主菜・副菜を組み合わせた食事 食育への関心別・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 
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39.0

71.2

37.5

64.5

28.6

27.9

18.2

29.5

29.8

24.3

42.0

31.4

22.2

24.1

29.3

17.1

29.2

18.7

40.0

28.7

31.2

20.9

31.9

27.2

28.0

20.1

17.8

11.1

24.4

7.2

20.8

12.1

25.7

11.6

33.8

15.1

23.4

11.0

6.0

5.7

22.2

3.7

7.3

1.8

8.3

5.7

0.8

1.3

0.7

2.1

0.6

0.9

2.7

4.2

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答
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食育に関心がある人ほど、朝食をほぼ毎日食べる（週6～7日）割合がいずれの年代でも

高い傾向があります。 

 

＜朝食 食育への関心別・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答

関心がある n=129

関心がない n=77

関心がある n=139

関心がない n=47

関心がある n=136

関心がない n=50

関心がある n=159

関心がない n=45

関心がある n=108

関心がない n=41

関心がある n=111

関心がない n=24

関心がある n=107

関心がない n=358
0
歳
以
上

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
歳
代

7
0
歳
代

66.7

37.7

69.1

61.7

75.0

54.0

81.8

75.6

82.4

80.5

97.3

91.7

93.5

88.6

17.1

13.0

12.2

12.8

11.0

16.0

6.9

11.1

8.3

9.8

1.8

1.9

2.9

4.7

16.9

8.6

8.5

5.1

12.0

4.4

2.2

2.8

4.9

4.2

1.9

5.7

11.6

32.5

10.1

17.0

8.8

18.0

6.3

11.1

6.5

4.9

0.9

2.9

0.6

0.9

4.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（共食の状況） 

共食の状況について、朝食を家族と一緒に食べる人の割合は、世代が上がるにつれ減少

しています。一方、一般市民アンケートでは、40歳代から70歳代にかけて高くなる傾向が

あります。 

 
＜共食の状況（朝食） 世代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共食の状況（朝食） 年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

17.0

32.8

28.0

31.3

42.9

65.0

53.3

8.7

8.6

7.4

6.3

8.3

2.8

4.0

7.8

15.1

17.5

18.8

12.8

4.2

5.3

66.5

43.5

47.1

43.3

35.9

26.6

34.0

0.5

1.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ほとんど毎日 週に4～5日 週に2～3日 ほとんどない 無回答

幼児 n=492

小学生 n=400

中学生 n=368

高校生 n=402

成人 n=1,252

85.0

73.5

52.7

37.8

36.6

6.9

9.5

12.0

12.7

6.8

4.5

7.5

13.6

11.2

12.1

2.0

9.5

21.7

38.1

43.8

1.6

0.2

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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共食の状況について、夕食を家族と一緒に食べる人の割合は、小学生、中学生、高校生

すべてにおいて、令和元年度調査よりも増加しています。一方、一般市民アンケートでは、

令和元年度調査よりも減少しています。中学生と高校生は目標値を達成した一方で、成人

は目標値を達成することができませんでした。 

 

＜共食の状況（夕食） 世代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共食の状況（夕食） 年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

ほとんど毎日 週に4～5日 週に2～3日 ほとんどない 無回答

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

35.4

57.0

57.7

46.2

63.5

74.8

60.0

16.5

11.3

7.4

16.3

9.0

2.8

5.3

12.6

11.8

14.3

16.3

7.1

3.5

4.7

35.4

19.4

20.6

20.7

19.9

17.5

26.7

0.5

0.5

0.6

1.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

幼児 n=492

小学生 n=400

中学生 n=368

高校生 n=402

成人 n=1,252

94.9

86.5

73.9

63.7

54.7

1.8

6.8

13.9

15.9

10.4

1.4

3.8

6.8

11.9

10.6

0.4

3.0

5.4

8.5

23.4

1.4

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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共食の回数が多いほど、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日（週

6～7日）食べている人の割合がいずれの年代でも高い傾向があります。 

 

＜主食・主菜・副菜を組み合わせた食事 食育への関心別・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答

５回以下 n=111

６～11回 n=68

12回以上 n=27

５回以下 n=60

６～11回 n=71

12回以上 n=54

５回以下 n=65

６～11回 n=78

12回以上 n=46

５回以下 n=83

６～11回 n=72

12回以上 n=52

５回以下 n=41

６～11回 n=56

12回以上 n=58

５回以下 n=28

６～11回 n=22

12回以上 n=91

５回以下 n=46

６～11回 n=19

12回以上 n=78

8
0
歳
以

上
2
0
歳

代
3
0
歳

代
4
0
歳

代
5
0
歳

代
6
0
歳

代
7
0
歳

代

18.9

30.9

37.0

15.0

25.4

48.1

16.9

37.2

54.3

25.3

41.7

65.4

39.0

42.9

72.4

42.9

63.6

73.6

50.0

57.9

57.7

20.7

26.5

33.3

20.0

38.0

29.6

23.1

37.2

23.9

30.1

33.3

21.2

34.1

23.2

20.7

21.4

18.2

18.7

23.9

15.8

24.4

36.0

25.0

14.8

35.0

21.1

13.0

40.0

19.2

21.7

27.7

16.7

11.5

17.1

25.0

6.9

25.0

18.2

3.3

17.4

21.1

14.1

23.4

16.2

14.8

26.7

15.5

9.3

20.0

6.4

16.9

8.3

1.9

9.8

5.4

3.6

3.3

4.3

0.9

1.5

3.3

3.6

7.1

1.1

4.3

5.3

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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共食の回数が多いほど、朝食をほぼ毎日食べる（週6～7日）人の割合がいずれの年代で

も高い傾向があります。 

 

＜朝食頻度 食育への関心別・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

５回以下 n=111

６～11回 n=68

12回以上 n=27

５回以下 n=60

６～11回 n=71

12回以上 n=54

５回以下 n=65

６～11回 n=78

12回以上 n=46

５回以下 n=83

６～11回 n=72

12回以上 n=52

５回以下 n=41

６～11回 n=56

12回以上 n=58

５回以下 n=28

６～11回 n=22

12回以上 n=91

５回以下 n=46

６～11回 n=19

12回以上 n=78

8
0
歳
以

上
2
0
歳

代
3
0
歳

代
4
0
歳

代
5
0
歳

代
6
0
歳

代
7
0
歳

代

47.7

57.4

85.2

46.7

62.0

96.3

58.5

67.9

87.0

73.5

77.8

96.2

61.0

78.6

96.6

96.4

90.9

100.0

84.8

94.7

96.2

18.9

13.2

7.4

13.3

19.7

1.9

16.9

11.5

6.5

7.2

12.5

1.9

17.1

12.5

3.6

4.5

2.2

2.6

9.9

8.8

7.4

20.0

4.2

1.9

7.7

9.0

4.3

4.8

5.6

4.9

7.1

1.7

4.5

8.7

23.4

20.6

20.0

14.1

16.9

11.5

2.2

14.5

4.2

1.9

17.1

1.8

1.7

2.2

5.3

2.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

週に6～7日 週4～5日 週に2～3日 週に1日以下 無回答
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（地産地消の状況） 

地産地消について、一般市民アンケートでは、地元産の野菜を購入するよう心がけてい

る人の割合は、53.4％となっています。 

また、学校給食における地産地消率は、令和6年度では金額ベースで33.3％、食品数ベー

ス（市で生産・収穫された食品数の割合）で14.4％でした。 

 

＜地元産の野菜を購入するよう心がけているか＞ 

（一般市民） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

＜地産地消率の推移＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校給食における地産地消率の実績 

 

  

48.0

39.9 40.3

35.7
33.3

21.3
18.8 18.4

15.4 14.4

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

（％）

金額ベース 食品数ベース

n=1,252

全
国

はい

53.4％
いいえ

44.6％

無回答

2.1％



 パブリックコメント資料  

 
122 

 

【課題】 

○食育に関心がある人の割合が国の割合よりも低い現状です。食育を通じた健康づくりを

推進するためには、市民に食育に対する関心を持ってもらうことが重要となります。「食

育月間」や「食育の日」等を通じて、普及啓発活動を推進していくことが必要です。 

○共食をすると、自分が健康だと感じていることと関係しているという研究結果や健康な

食生活と関係しているという研究結果が複数報告されています。アンケート調査結果か

らもその傾向がみられることから、どの年代にも共食の重要性を継続的に普及啓発する

ことが必要です。 

○地域でつくられた食材・生産物を上手に活用していくことは、地場産物の消費の拡大等

による地域の活性化や地元に対する理解を深めること、郷土料理や伝統料理、行事食等

を地域や次世代へ伝えていくことへつなげられると考えられます。食の多様化により、

これらのことが失われつつあるため、継続的な普及啓発をしていく必要があります。ま

た、地場産物の活用による環境負荷の低減や地域の活性化は、健全な食生活を送るため

に必要である持続可能な食環境の実現につながることから、食を支える環境の持続に資

する取組を進めていくことが必要です。 

 

【市の取組】 

〇食育を通じた健康づくりを効果的に推進するため、食環境づくりに取り組みます。 

〇学校給食や保育所給食を通じて、共食の大切さを学びます。 

〇地元の農産物の活用や食文化の継承に努めます。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

保育所給食や学校給食において地元の食材を積極的に取り入れ、地産地

消を推進します。また、行事食を通じて子ども達に和食をはじめとする食

文化を継承する取組を実施します。 

幼児保育課 

健康教育課 

給食をはじめとする様々な食育活動の中で、マナーや生活習慣を身につ

けるとともに、子ども達が食べる意欲や、食への感謝の気持ちを育んで

いけるよう支援します。また、共食の大切さを普及啓発します。 

幼児保育課 

健康教育課 

広報紙やホームページを充実させ、食育や健康づくりに関する情報を広

く発信します。 

健康増進課 
市と食生活改善推進員が連携し、食育活動を通して地産地消や地域の文

化、伝統の継承に努めます。 

市内の農業者が生産した農産物を使用したメニューや市内で醸造された

おさけを提供・販売する店を「地産地消店」に認定するとともに、認定店

舗数の拡大を図ります。また、ホームページや専用ウェブサイト等を活用

し、周知していきます。 

農業政策課 

食品ロスについての知識を広報紙やホームページを通じて情報発信しま

す。 
環境衛生課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

食育に関心を持っている人の割合 71.7％ 90.0％ 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる 
「共食」の回数が週 9 回以上の人の割合 

45.0％ 60.0％ 
「健康つくば21」 

アンケート調査 

学校給食における地産地消率 

（金額ベース） 
33.3％ 60.0% 

学校給食における地
産地消率の実績 

学校給食における地産地消率 

（食品数ベース） 
14.4％ 25.0％ 

※学校給食における地産地消の目標値は「つくばの市学校給食における地産地消推進ガイドライン」
（令和10年度目標値） 

 

【市民へのメッセージ】 

〇子どもの頃から食に関する体験の機会を増やし、食に関心を持ちましょう。 

○家族や周りの人と一緒に食事をしましょう。 

○市内の農産物を意識して購入しましょう。 
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（３）地域活動等における食育の推進 

食育の推進においては、行政だけではなく、多様な関係者がそれぞれの特性を生かしな

がら取り組むことが不可欠です。 

市の地域における食育推進活動を担う食生活改善推進員の認知度は依然として低く、ま

た、会員数も高齢化の影響により減少傾向にあります。今後も地域に根ざした活動を持続・

拡充していくためには、認知度の向上と活動支援が必要です。 

引き続き、食生活改善推進員の養成講座を開催するとともに、定期的な研修を通じて推

進員のスキルアップを図ります。また、食に関する専門家との連携の下、食育推進活動を

推進します。 

 

 

【現状】 

（食生活改善推進員の活動状況） 

食生活改善推進員協議会会員数について、令和6年度は167人と、令和4年度中間評価時と

比べ微増しましたが、令和元年度と比べ35人減少しています。 

 

＜会員数と活動回数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市保健事業実績 
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（食生活改善推進員の認知度） 

食生活改善推進員を「知っている」人の割合は12.0％となっており、令和元年度調査よりも減

少しています。性別でみると、男性7.6％、女性16.5％と男性の認知度が低くなっており、また、

年齢別にみると年齢が下がるにつれて「知っている」人の割合が低くなっており、若い年代層

の認知度が低くなっています。 

 

＜食生活改善推進員の認知度＞ 

（一般市民） 

  （R6 年度）       （R 元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【年代別】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

知っている 知らない 無回答

20歳代 n=206

30歳代 n=186

40歳代 n=189

50歳代 n=208

60歳代 n=156

70歳代 n=143

80歳以上 n=150

年
齢

別

5.8

7.0

9.0

11.5

17.3

23.1

15.3

94.2

93.0

89.9

88.0

80.1

66.4

66.7

1.1

0.5

2.6

10.5

18.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

n=1,252

全
国

知っている

12.0％

知らない

83.9％

無回答

4.2％

n=1,626

全
国

知っている

14.1％

知らない

79.3％

無回答

6.6％
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（食の専門家等の活用状況） 

食の専門家等を活用した授業を実施している学校の割合について、令和6年度は小学校

97.2％、中学校77.8％でした。経年的にみると実施している学校は増加傾向にあります。 

 

＜食の専門家等を活用した授業を実施している学校の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：食の専門家等を活用した授業の実施状況調査 

  

86.5
78.8

100.0 100.0 97.2

79.0
73.3 73.3

94.1

77.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

（％）

小学校（％） 中学校（％）
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【課題】 

○食生活改善推進員の会員数は、高齢化が進んでいることにより退会者が増加しています。

今後も会員数の減少が予想されることから、食生活改善推進員養成講座を毎年開講し養

成することが必要です。 

○食生活改善推進員協議会は、地域における食育推進活動の中心的な役割を担っています。

地域に密着した活動を幅広く推進していくために、継続的な健康づくりの食育活動支援

や食生活改善推進員協議会の認知度を上げるための情報発信が必要です。 

 

【市の取組】 

○食生活改善推進員を養成し、健康づくりの食育活動の支援を行います。 

○市と生産者等の食に関する専門家が連携し、食育の推進に努めます。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

食生活改善推進員養成講座を実施し、食に関するボランティアを育
成します。 

健康増進課 
食生活に関する最新の情報や技術を学ぶために研修を定期的に開
催し、推進員のスキル向上を図ります。 

生産者等の食に関する専門家と連携した食育活動を実施します。ま
た、地域の食文化や地元の食材の理解を深める等子ども達の食に関
する興味関心を高め、地域の人材や関係機関・団体と連携した食育
の推進を図ります。 

健康教育課 

市役所内の栄養士・管理栄養士において、定期的に情報交換会を実
施し、庁内のネットワーク構築を図るとともに、家庭や地域、関係団
体等に適切に情報発信します。 

健康増進課 
幼児保育課 
こども未来センター 
健康教育課 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

食生活改善推進員数 167 人 
現状 

維持 
市保健事業実績 

食生活改善推進員の活動回数 250 回 276 回 市保健事業実績 

食の専門家等を活用した授業
を実施している学校の割合 

小学校 97.2% 100% 食の専門家等を活用
した授業の実施状況
調査 中学校 77.8% 100% 

 

【市民へのメッセージ】 

○学校や幼稚園、保育施設、地域で実施する食育活動に参加しましょう。  
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第６章    自殺対策計画 

 
 
 

１ 基本方針 

（１）生きることへの包括的な支援の体制づくり 

国の自殺総合対策大綱の基本方針は、個人の自己肯定感や信頼関係、危機回避能力とい

った「生きることの促進要因」を高めると同時に、失業や生活苦といった「阻害要因」を

減らすことで自殺リスクを低下させることを目指します。それを踏まえ、市では「地域に

おけるネットワークの強化」、「自殺対策を支える人材の育成」、「住民への啓発と周知」、「自

殺未遂者への支援の充実」、そして「子ども・若者、高齢者、生活困窮者等への支援」とい

う五つの取組を推進します。これらの取組は、自殺防止や支援にとどまらず、地域社会全

体で「生きる支援」を包括的に推進することを目的としています。 

このような包括的な取組を実施するため、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携

し、行政及び関係機関の相談窓口や支援機関等との体制づくりを進めます。 

そして、市では自殺を無くすことを目標に取り組んでいきます。 

 

 

（２）こころの健康 

自殺に追い込まれることは「誰にでも起こり得る危機」であり、「誰もが当事者となり得

る重大な問題」でもあります。 

自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレス要因の軽減、ストレスへの適

切な対応等、地域、学校等におけるこころの健康づくりを推進し、自らのこころの不調や

周りの人のこころの不調に気づき、適切に対処することができるよう進めていきます。 

また、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域

全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行うとともに、国や県と連携しながら、

自殺対策やメンタルヘルスへの理解促進のための啓発を併せて実施していきます。 
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２ 基本施策 

（１）地域におけるネットワークの強化 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、自殺対策を「生きる

ことの包括的支援」として地域全体で総合的に推進することが必要です。 

そのため、自殺対策の各関係機関等が相互連携・協働を図るネットワークを強化すると

ともに、自殺の要因となり得る様々な分野の施策、組織および関係者が密接に連携し、包

括的に取り組むための体制整備を進めます。 

 
 

【現状】 

（自殺対策連携会議の実施状況） 

年間1回以上自殺対策連携会議を開催し、関係機関との連携・対策を図っています。 

 

（相談相手の状況） 

ストレスや悩みを感じたときに相談する相手がいるかについて、「いいえ」と回答した人

は、20.5％となっています。 

 

＜ストレスや悩みを感じたときに相談する相手がいるか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

n=1,252 ％

はい

いいえ

無回答

75.9

20.5

3.6

0 20 40 60 80 100
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（相談窓口の認知度） 

専門の相談窓口を知っているかについて、「いいえ」と回答した人は、36.8％となってい

ます。 
 

＜専門の相談窓口を知っているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

【課題】 

○自殺は多種多様な要因が複雑に関係していることから、市民の状況に応じたきめ細かな

相談支援が必要です。 

○こころの問題により自殺の危険性の高い人を早期に発見し、必要に応じて適切な精神科

医療・保健福祉サービスが受けられるよう体制を整えていくことが必要です。 

 

【市の取組】 

○自殺の原因や動機となる様々な悩みを抱える市民が、適切な相談機関につながるように

関連する分野の機関・団体が連携して対策を推進します。 

○自殺対策連携会議を開催し、市における自殺対策について専門的意見を求め、反映させ

ていく体制を維持します。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

自殺対策連携会議を開催します。 健康増進課 

庁内外の関係機関との会議を開催し、連携して対策を推進します。 健康増進課 

健康づくり推進協議会を開催し、自殺対策計画の推進に関する協議

を通じて関係者の理解促進と意識の醸成に努めます。 
健康増進課 

  

n=1,252 ％

はい

いいえ

無回答

60.2

36.8

3.0

0 20 40 60 80 100



 パブリックコメント資料  

 
132 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

自殺対策連携会議の開催回数 年間1回 
年間1回 

以上 
市保健事業実績 

 

【市民へのメッセージ】 

○悩みを抱え込まないで、専門の相談窓口に相談しましょう。 

○悩みを抱えた人を相談窓口につなぎましょう。 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 

自殺対策を支える人材としてゲートキーパーの役割を担う人材が必要です。そのためゲ

ートキーパーの認知度を上げ、様々な悩みや生活上の困難を抱える人に、早期に「気づき」、

これに適切に対応できるようにするために講座を行い、自殺対策を支えるゲートキーパー

の育成を進めていきます。 

 

【現状】 

（ゲートキーパー養成講座の実施状況） 

令和元年から令和6年までのゲートキーパー養成講座の受講人数は延べ5,842人となっ

ています。うち、一般市民の受講者は延べ3,173人となっています。 

 

（自殺予防事業の認知度） 

市で行われている自殺予防事業（ゲートキーパー養成講座、自殺予防キャンペーン、こ

ころの体温計（アプリ）、こころといのちの相談窓口一覧チラシ等）のうち、「ゲートキー

パー養成講座」について、知っていると回答した人は、2.8％となっており、どの年代にお

いてもその認知度は5％を下回っています。 

 

＜「ゲートキーパー養成講座」についての認知度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

％

全体　　　n=1,252

20歳代　　n=206

30歳代　　n=186

40歳代　　n=189

50歳代　　n=208

60歳代　　n=156

70歳代　　n=143

80歳代　　n=150

2.8

2.4

3.2

4.2

3.8

3.8

1.4

0.0

0 2 4 6 8 108 10 
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【課題】 

○ゲートキーパーは自殺対策において地域や職場、教育、その他の様々な分野において身

近な人の自殺のサインに気づき、声をかけ、傾聴し、必要に応じて専門相談機関につな

ぐ等の役割が期待されるため、より多くの市民に講座を周知し受講してもらうことが必

要です。 

 

 

【市の取組】 

○自殺に関する正しい知識を持ち、適切な対応を図ることができるゲートキーパーを養成

するために行政と関係機関や民間団体で協働し、地域や学校、職場等、様々な場面で自

殺を予防するための人材の育成を進めていきます。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

市民、企業、関係機関、ボランティア団体等に向けに自殺予防に関

する啓発とゲートキーパー養成講座を実施します。 
健康増進課 

中学生、教職員を対象としたゲートキーパー養成講座を実施しま

す。 
健康増進課 

職員研修でのゲートキーパー養成講座を実施します。 
人事課 

消防総務課 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

ゲートキーパー養成講座の受講者数 
延べ 

5,842人 

延べ 

1万人 
市保健事業実績 

ゲートキーパー養成講座の認知度 2.8％ 8.0％ 
「健康つくば21」ア

ンケート調査 

 

【市民へのメッセージ】 

○身近な人の不安や悩みのサインに気づき、声をかけましょう。 

○ゲートキーパー養成講座へ参加しましょう。 
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（３）住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれることは「誰にでも起こり得る危機」です。しかし、自殺に追い込ま

れた人の心情や背景は周囲に気づかれにくく、そうした危機に陥った場合には誰かに助け

を求めることができるということが地域住民の間での共通認識となることが重要です。 

そのため自殺の問題は一部の人や地域だけの問題だけではなく、誰もが当事者となり得

る重大な問題であることについて市民の理解を促進していきます。 

 

 

【現状】 

（ストレスや悩みの状況） 

最近1ヶ月の間にストレスや悩みはあったかについて、「大いにある」と「多少ある」を

合わせた『ある』と回答した人は、61.4％となっています。特に、40歳代で『ある』と回

答した人は73.0％となっており、他の世代より割合が高くなっています。 

 

＜最近 1ヶ月の間にストレスや悩みはあったか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

n=1,252 ％

大いにある

多少ある

あまりない

まったくない

無回答

17.2

44.2

30.3

6.3

2.0

0 20 40 60 80 100
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最近1ヶ月の間にストレスや悩みはあったかについて、「大いにある」と「多少ある」を

合わせた『ある』と回答した人は、中学生で58.4％、高校生で68.9％となっています。 

 

＜最近 1ヶ月の間にストレスや悩みはあったか＞ 

(中学生)      (高校生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（ストレスや悩みの解消法） 

ストレスや悩みの解消法を持っているかについて、「はい」と回答した人は、中学生で

75.5％、高校生で78.9％となっています。 

 

＜ストレスや悩みの解消法を持っているか＞ 

(中学生)      (高校生) 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 
  

n=368 ％

大いにある

多少ある

あまりない

まったくない

無回答

17.9

40.5

29.1

12.5

0.0

0 20 40 60 80 100
n=402 ％

大いにある

多少ある

あまりない

まったくない

無回答

29.1

39.8

25.1

6.0

0.0

0 20 40 60 80 100

n=368 ％

はい

いいえ

無回答

75.5

23.6

0.8

0 20 40 60 80 100
n=402 ％

はい

いいえ

無回答

78.9

20.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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（Ｋ6集計） 

こころの健康状態を図るＫ6※集計について、抑うつ状態が疑われる「10点以上」の人の

割合が14.6％となっています。 

※Ｋ6 は、うつ病・不安障害等の精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発さ

れ、一般住民を対象とした調査で心理的テストを含む何らかの精神的な問題の程度を表

す指標として広く利用されています。6つの質問（「神経過敏に感じましたか」、「絶望的

だと感じましたか」、「そわそわ、落ち着かなく感じましたか」、「気分が沈み込んで、何

が起こっても晴れないように感じましたか」、「何をするのも骨折りだと感じましたか」、

「自分は価値のない人間だと感じましたか」）について 5 段階（「まったくない」0 点、

「少しだけ」1点、「ときどき」2点、「たいてい」3点、「いつも」4点）で点数化します。

合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされています。 

 

＜Ｋ6集計＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

（自殺予防事業の認知度） 

市で行われている自殺予防事業について、「どれも知らない」と回答した人は、67.1％と

なっています。 
 

＜市で行われている自殺予防事業で知っているもの＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

n=1,252 ％

ゲートキーパー養成講座

自殺予防キャンペーン

こころの体温計（アプリ）

こころといのちの相談窓口
一覧チラシ

その他

どれも知らない

無回答

2.8

8.1

3.6

19.6

0.1

67.1

5.3

0 20 40 60 80 100

n=1,252 ％

0～4点

5～9点

10～14点

15点以上

無回答

59.0

26.4

10.5

4.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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（相談窓口の認知度） 

専門の相談窓口を知っているかについて、「はい」と回答した人は、一般市民が60.2％、

中学生が80.7％、高校生が68.7％となっています 

＜専門の相談窓口を知っているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

（相談相手の状況） 

ストレスや悩みを感じた時に相談する相手がいる人の相談相手について、「家族」の割合

が64.3％と最も高く、次いで「友人」の割合が21.5％となっています。 

 

＜相談相手＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

はい いいえ 無回答

n=950 ％

家族

友人

職場の人

SNS（X（旧Twitter）、
LINEなど）

行政の相談窓口

その他

無回答

64.3

21.5

3.9

0.4

0.1

1.7

8.1

0 20 40 60 80 100

一般　　　　n=1,252

中学生　　　n=368

高校生　　　n=402

60.2

80.7

68.7

36.8

19.3

31.3

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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【課題】 

○ストレスや悩みを抱えている人の割合が半数を超えるため、ストレス解消法についての

情報提供やこころの悩み等の相談先の周知を図っていくことが必要です。 

〇一般市民は、中学生・高校生と比較して専門の相談窓口の認知度が低くなっています。 

 

 

【市の取組】 

○自殺は「誰にでも起こり得る危機」であることについて、一人ひとりの市民が理解と関

心を深めて対処できるよう情報を提供し、周知啓発を行います。 

〇市民向けの自殺対策講演会を開催し、自身のセルフケアやメンタルヘルスの知識と理解

を広めます。 

○自殺の危機には様々な要因が絡み合っていることを理解し、専門の相談機関があること

を周知します（ホームページ、広報紙等）。 

〇ストレスや悩みを抱えた人の相談相手として役割を担っている「家族」や「友人」も、

各種相談窓口へ相談が可能な旨の周知を行い、相談を受ける側が抱え込まないよう支援

します。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

広報紙・ホームページ、SNS等を活用したメンタルヘルスに関する

情報の啓発・周知をします。 

健康増進課 

こども未来センター 

自殺予防週間（9月）や自殺防止月間（3月）でのメンタルヘルスコ

ーナーの設置をします。 

健康増進課 

中央図書館 

自殺対策講演会を開催します。 健康増進課 

メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」を活用した啓

発事業を実施します。 
健康増進課 

啓発チラシ（こころといのちの相談窓口一覧）による相談窓口の周

知をします。 
健康増進課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

専門の相談機関があることを知っている
人の割合 

60.2％ 70.0％ 
「健康つくば21」ア
ンケート調査 

自殺対策啓発事業（毎年9月、3月）にお
ける啓発ブースの設置数（年間） 

25か所 50か所 市保健事業実績 

年間での自殺対策の啓発回数（ホームペ
ージ、広報紙） 

13回 13回 市保健事業実績 

こころといのちの相談窓口一覧のチラシ
の配布枚数 

40,000枚 40,000枚 市保健事業実績 

 

【市民へのメッセージ】 

○自殺対策やこころの健康づくりに関心を持ち、重要性を認識しましょう。 

○困った時には、「支援を求めることが必要」であることを認識しましょう。 

○自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る」ことを認識しましょう。 
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（４）自殺未遂者への支援の充実 

自殺未遂の経験は、その後の自殺のリスクを高める要因とされているため、自殺未遂者

の再企図を防ぐための継続的な支援は、自殺対策においても最も重要な要素の一つです。

また、自殺未遂者本人のみならず、その家族等に対してもそれぞれの状況に応じた適切な

支援が求められます。 

そのため、市内の救急医療を含む精神科医療機関、行政等が連携し、継続的かつ切れ目

のない支援を推進します。 

 

【現状】 

（自殺者における自殺未遂者の状況） 

市における令和元年から5年の自殺の統計（住所地・自殺日）をみると、自殺者のうち自

殺未遂歴がある人の割合は男性11.9％、女性17.9％となっており、男性に比べ女性で高く

なっています。 

 

＜自殺者のうち自殺未遂歴の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

（自殺を考えた経験） 

今までに自殺を考えたことがあるかについて、『ある』と回答した人は、男性26.5％、女

性32.8％、性別を回答しない人は53.9％となっています。 

 

＜今までに自殺を考えたことがあるか＞ 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

過
去
1
ヶ
月
以
内
に

あ
る 

過
去
1
年
以
内
に
あ

る
（
過
去
1
ヶ
月
以
内

は
な
い
） 

こ
れ
ま
で
の
人
生
で

は
あ
る
（
過
去
1
年
以

内
は
な
い
） 

今
ま
で
に
な
い 

無
回
答 

性
別 

男 604 2.0 3.6 20.9 70.7 2.8 

女 626 2.9 3.2 26.7 66.0 1.3 

回答しない 13 7.7 - 46.2 46.2 - 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

11.9

17.9

62.4

57.1

25.7

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

あり なし 不詳

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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（性的マイノリティ等についての相談） 

性的マイノリティ等についての相談について、令和 5年度 4件の相談がありました。 

 

 

【課題】 

○自殺未遂者は、その後の自殺の危険性が高いため、自殺の再企図を防ぐためには、周囲

の人による気づきから精神科医療や支援機関へのつなぎを行うとともに、自殺の危険性

を高めている様々な問題に対して包括的に対応していくことが必要です。 

 

 

【市の取組】 

○こころといのちの相談支援事業（自殺未遂者支援）での支援体制を維持し、関係機関と

の連携を強化します。 

〇自殺未遂者は、再企図のリスクが高いことから、新規の相談の際は、できるだけ早期に

面談を実施し、本人や家族に寄り添った伴走型支援を行います。 

 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

こころといのちの相談支援事業による未遂者支援を実施します。 健康増進課 

自殺未遂者実務者連絡会を開催します。 健康増進課 

精神保健相談を実施します。 健康増進課 

若者のからだ・こころ・性の相談事業を実施します。 こども未来センター 

DV・夫婦・家族の問題等に関する相談事業を実施します。 ダイバーシティ推進室 

 

【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

自殺未遂者実務者連絡会の実施回数 年間1回 年間1回以上 市保健事業実績 

 

【市民へのメッセージ】 

○身近な人の不調に気づいたら、相談機関を紹介しましょう。 
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（５）子ども・若者、高齢者、生活困窮者への支援 

＜子ども・若者＞ 

国の令和6年の小中高生における自殺者数は過去最多の529名に上ったほか、10歳～39歳

における死因順位の1位が「自殺」であることも明らかとなっています。子ども・若者世代

は、生活環境の変化がめまぐるしく、それに対応する適切な支援が求められることから、

早い段階から子どもに向けての教育・啓発等に取り組むことが必要です。 

 

【現状】 

（中学生、高校生のストレスや悩みの状況） 

中学生の最近一か月の間にストレスや悩みはあったかについて、「大いにある」又は「多

少ある」と回答した人の割合は、58.4％となっています。 

高校生の最近一か月の間にストレスや悩みはあったかについて、「大いにある」又は「多

少ある」と回答した人の割合は、68.9％となっています。 

 

＜最近一か月の間にストレスや悩みはあったか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

  

％

大いにある

多少ある

あまりない

まったくない

無回答

17.9

40.5

29.1

12.5

0.0

29.1

39.8

25.1

6.0

0.0

0 20 40 60 80 100

中学生（n=368）

高校生（n=402）
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（中学生、高校生のストレスや悩みの解消方法） 

ストレスや悩みを感じたときに解消する方法を持っているかについて、「はい」と回答し

た人の割合は、中学生・高校生ともに、令和元年度調査と比較して増加しています。 

 

＜ストレスや悩みを感じたときに解消する方法を持っているか＞ 

(中学生)         (高校生) 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

（中学生、高校生の相談相手） 

中学生・高校生とも、あなたはストレスや悩みを感じたときに相談する相手がいますか、

という質問に「はい」と回答した人の割合は、令和元年度調査と比較して増加しています。 

 

＜ストレスや悩みを感じたときに相談する相手がいるか＞ 

(中学生)         (高校生) 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

令和元年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

％

75.5

23.6

0.8

73.1

25.8

1.2

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

％

78.9

20.4

0.7

76.5

23.3

0.2

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

％

75.8

24.2

0.0

70.3

28.0

1.6

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

％

75.9

23.9

0.2

71.5

28.0

0.5

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

R6年度調査

（n=368）

R元年度調査

（n=427）

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）

R6年度調査

（n=368）

R元年度調査

（n=427）

R6年度調査

（n=402）

R元年度調査

（n=425）
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（中学生、高校生のストレスや悩みの原因） 

最近一か月の間にストレスや悩みはあったかについて、「大いにある」又は「多少ある」

と回答した人が、ストレスを感じる主な原因について、中学生・高校生ともに「勉強や進

路のこと」の割合が高く、次いで「友人との友達関係」となっています。 

 

＜ストレスを感じる主な原因＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

（こころの健康についての講座の実施状況） 

中学校のこころの健康についての講座は令和6年度、5校に実施しました。 

 

（子ども・若者の死因の状況） 

令和5年度版自殺対策白書によると、10～39歳における死因の第1位は自殺となっていま

す。 

 

＜年齢別自殺者数（令和元～令和 5年合計）＞ 

単位：件 

 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上 

男性 － 19 19 28 18 8 13 3 

女性 0 12 6 9 4 7 10 8 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

％

勉強や進路のこと

友達との人間関係

家族関係

異性関係

自分の容姿や体型のこと

教師との人間関係

経済的な問題

自分や家族の病気

その他

無回答

64.2

53.0

24.7

11.6

23.7

5.1

6.0

6.0

11.6

0.9

71.8

40.1

23.1

17.7

25.6

6.5

12.6

9.7

10.8

1.1

0 20 40 60 80 100

中学生（n=215）

高校生（n=277）
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（若者の自殺死亡率） 

20歳代、30歳代の有職同居の男性の死亡率は22.6となっており、全国平均の15.8よりも

高くなっています。 

 

＜自殺死亡率（令和元～令和 5 年合計）＞ 

単位：人口 10 万対 

男性 

20～39 歳 

有職者 無職者 

同居 独居 同居 独居 

市 22.6 28.8 9.5 48.3 

国 15.8 28.7 49.4 91.3 

 

女性 

20～39 歳 

有職者 無職者 

同居 独居 同居 独居 

市 11.5 19.8 6.7 35.0 

国 6.7 14.0 15.8 37.9 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024 

 

 

＜自殺死亡率（令和元～令和 5 年合計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024 

 

 

  

（男性） （女性） 

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

（人口10万対）

つくば市自殺死亡率（人口10万対） 全国自殺死亡率

無職 無職有職 有職 
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【課題】 

〇ストレスや悩みを感じた時に解消する方法を持っている中学生・高校生は、令和元年度

の調査時と比較し増加しましたが、依然として2割以上の生徒は解消する方法を持って

いないと回答しています。 

〇20歳代、30歳代の男性の8割以上が、市が行っている自殺予防事業について「どれも知ら

ない」と回答しています。 

 

 

【市の取組】 

○子どもが直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身につけるための

「ＳＯＳの出し方に関する教育」を今後も継続し、自殺対策に関する教育をすべての公

立学校で実施していきます。 

○中学生を対象としたこころの健康についての講座を実施します。 

〇企業等を通して、若者も対象とした啓発活動の周知に努めます。  
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＜高齢者＞ 

高齢化に伴い、高齢者を含めた家族の形態や就労状況は大きく変化してきました。高齢

者の自殺対策においては、こうした状況の変化を踏まえつつ、心身の健康を保ち、生きが

いを感じながら地域で生活できるよう支援をすることが求められます。 

高齢者やその家族が安心して生活できるように、相談支援や見守りを実施するとともに、

居場所づくりの推進を行います。 

 

【現状】 

（高齢者の自殺死亡率） 

60歳以上の有職独居の男性の死亡率は43.6となっており、全国平均の32.9よりも高くな

っています。 

60歳以上の無職独居の女性の死亡率は30.2となっており、全国平均の20.3よりも高くな

っています。 

 

＜自殺死亡率（令和元～令和 5 年合計）＞ 

単位：人口 10 万対 

男性 

60歳以上 

有職者 無職者 

同居 独居 同居 独居 

市 7.7 43.6 21.9 23.2 

国 12.1 32.9 27.7 83.5 

 

女性 

60歳以上 

有職者 無職者 

同居 独居 同居 独居 

市 4.6 0.0 18.8 30.2 

国 5.6 8.8 12.2 20.3 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024  

 

＜自殺死亡率（令和元～令和 5 年合計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024 

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

（人口10万対）

市自殺死亡率（人口10万対） 全国自殺死亡率

無職 無職有職 有職 

（男性） （女性） 
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（高齢者の相談相手） 

ストレスや悩みを感じた時に相談する相手がいるかについて、「はい」と答えた男性は

70.4％となっていますが、65歳以上では60.2％となっています。女性は81.8％ですが、65

歳以上では74.4％となっています。 

 
＜ストレスや悩みを感じた時に相談する相手がいるか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

 

 

【課題】 

○地域のつながりが希薄化している中で、社会的なつながりが不足することは自殺リスク

を高めることにつながることから、高齢者の孤立を防ぐための居場所づくりや社会参加

に向けた取組の対策が必要です。 

 

 

【市の取組】 

○高齢者を地域の中で孤独にさせないための居場所づくりや見守りを行うとともに、いき

いきとしたこころを持続させるために高齢者の社会参加の促進を図ります。 

  

はい いいえ 無回答

全体　　　　　　n=1,252

男性　　　　　　n=604

男性65歳以上　　n=166

女性　　　　　　n=626

女性65歳以上　　n=203

75.9

70.4

60.2

81.8

74.4

20.5

25.5

28.9

15.2

17.7

3.6

4.1

10.8

3.0

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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＜生活困窮者＞ 

生活困窮の背景には、貧困、多重債務、失業等、自殺リスクにつながる多種多様な課題

を複合的に抱えている方が少なくありません。 

そうした方々が、自殺へと追い込まれることのないよう、自殺対策と生活困窮者自立支

援制度とが緊密に連携しながら、包括的な支援や生き心地のよい地域づくりを行うことが

求められます。 

 

【現状】 

（ストレスの原因） 

ストレスの原因において、「仕事や職場のこと」「自分の健康や病気のこと」に次いで

29.8％の方が「経済面や生活の問題」と回答しています 

 

＜ストレスの原因＞ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6 年度「健康つくば 21」アンケート調査 

  

n=769 ％

仕事や職場のこと

自分の健康や病気のこと

経済面や生活の問題

家族関係や介護に関する問題

子育てに関する問題

その他

男女問題

学校での問題

無回答

58.0

33.0

29.8

28.6

19.2

4.7

3.8

3.5

1.6

0 20 40 60 80 100
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（生活困窮者の相談件数） 

生活困窮者自立支援事業における相談件数は増加傾向にあります。 

 

 

【課題】 

○経済的な問題以外にも、社会や家族からの孤立や心身の不調等複合的な課題を抱えてい

ることが多いことから、生活困窮の状態や生活困窮に陥る可能性がある人へ包括的な支

援を行うとともに、生活困窮者に係る関係機関等とも緊密に連携し相談や制度支援を実

施していくことが必要です。 

 

 

【市の取組】 

○生活困窮者の中に自殺リスクを抱えている人が少なくないことから、生活困窮の状態や

生活困窮に陥る可能性がある方が、一人で追いつめられることがないよう、情報の周知

に努めるほか、包括的な支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊密に連

携し、相談や制度による支援を実施していきます。 

〇生活困窮者からの相談に応じ、必要な助言や情報提供を行うとともに、自立相談支援機

関と連携しながら就労等についての支援を行うことにより自立促進を図ります。 

 

＜その他＞ 

〇ひきこもりについての相談は年々増加しており、令和元年度11件だった相談は、令和6年

度42件となっています。 
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＜共通＞ 

【取組内容】 

取組内容 担当課 

窓口や電話対応、家庭訪問時の際に、相談者の様子をよく観察し、

自殺リスクのある人を発見した場合、適切な相談機関へ繋ぎます。 
全部署 

母子の健康や子育て支援に関する事業を実施します。 
こども政策課 

こども未来センター 

ＳＯＳの出し方教育や、小中学生の人権意識・メンタルヘルスの向

上に関する事業を実施します。 

市民協働課 

健康増進課 

教育総務課 

学び推進課 

子どもの居場所等に関する事業をします。 こども未来センター 

若者のからだ・こころ・性の相談事業を実施します。 こども未来センター 

生活困窮者等への支援（消費生活相談・啓発、経済的支援、法律相

談、就労支援、住宅確保、貸付等）をします。 

消費生活センター 

社会福祉課 

産業振興課 

住宅政策課 

生活面で深刻な問題を抱えている方（税金等の支払い困難（滞納）

等）に対し、必要に応じて適切な相談窓口に繋ぎます。 

納税課 

医療年金課 

介護保険課 

幼児保育課 

住宅政策課 

上下水道業務課 

高齢者の居場所づくりや虐待防止、見守り、社会参加への取組をし

ます。 

高齢福祉課 

地域包括支援課 

介護者、養育者の負担軽減のための取組をします。 

障害福祉課 

高齢福祉課 

地域包括支援課 

こども政策課 

幼児保育課 

こども未来センター 

精神保健相談、こころの健康相談、ひきこもり相談を実施します。 健康増進課 
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【数値目標】 

項目 
現状値 

（Ｒ6） 

目標値 

（Ｒ18） 
資料 

関係機関の窓口にこころといのちの相談

窓口一覧チラシの配布枚数 
40,000枚 40,000枚 市保健事業実績 

ＳＯＳの出し方に関する教育の実施率 100％ 100％ 市保健事業実績 

中学生向けこころの健康についての講座

の受講者数 

延べ 

1,001人 

延べ 

6,000人 
市保健事業実績 

企業向けゲートキーパー養成講座の受講

者数 

延べ 

159人 

延べ 

1,200人 
市保健事業実績 

ストレスや悩みを感じた時に相談する相

手がいる高齢者の割合 
68.1％ 80.0％ 

「健康つくば 21」ア

ンケート調査 

 

【市民へのメッセージ】 

○若いうちから、自分のメンタルヘルスを意識して生活しましょう。 
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第７章    各計画の推進・評価 

 
 
 

１ 各計画の推進体制 

本計画の推進には、市民をはじめ地域・行政・関係機関等が連携し、一体となって取り

組むことが重要です。 

市民においては、一人ひとりが本計画の趣旨を理解し、「自分の健康は自分でつくる」と

いう意識を持って日頃の生活習慣等の見直しを心がけるとともに、家庭や地域で楽しく健

康づくりに取り組むことが重要です。 

地域には、自治会や老人会のほか、食生活改善推進員、運動普及推進員、シルバーリハ

ビリ体操指導士等、地域に根付いた組織があります。これらが各地域の特性をいかした健

康づくりを推進するとともに、住民同士のふれあいの場をつくることで、地域のつながり

を形成し地域づくりの推進にもつながることが期待されます。 

行政には、様々な健康づくりサービスを提供する担い手として、積極的に健康づくり活

動を展開する役割があります。地域や各関係団体、関係機関と連携・協力しながら、総合

的に健康づくり施策を推進していきます。 
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２ 各計画の評価と進行管理 

本計画は、年度ごとにＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、効果的な施策実施と課

題解決を図ります。 

本計画の評価と進行管理については、年度ごとに各分野の目標値評価のための調査と事

業実績の評価を行うとともに、中間評価及び次期計画策定時には市民アンケートを行いま

す。また、国保データベースシステム、確認シート等を活用し、分析・評価します。 

さらに、つくば市健康づくり推進協議会で報告・審議を行い、次年度以降の取組に反映

させていきます。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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資料編 

 
 
 

１ 健康つくば 21 プラン策定経過 

 

期 日 内 容 

令和6年 8月 令和6年度第1回つくば市健康づくり推進協議会 

・第4期つくば市健康増進計画「健康つくば21」について 

・概要、令和5年度活動報告及び令和6年度活動計画 

について 

・第4期つくば市健康増進計画最終評価及び第5期つくば市健

康増進計画策定に係るアンケート調査案について 

令和6年 9月～12月 アンケート実施（一般市民・妊産婦・乳幼児保護者・小中学生・

高校生） 

令和7年 2月 令和6年度第2回つくば市健康づくり推進協議会 

・第4期つくば市健康増進計画について 

 令和7年度活動計画 

・令和6年度アンケート調査結果報告 

・第5期健康つくば21プラン（仮称）骨子案について 

令和7年 8月 令和7年度第1回つくば市健康づくり推進協議会 

 ・第4期つくば市健康増進計画について 

令和6年度活動報告 

 ・第5期健康つくば21プラン（案）について 

令和7年 11月～12月 パブリックコメント実施 

令和8年 1月 令和7年度第2回つくば市健康づくり推進協議会 

 ・第5期健康つくば21プランについて 

令和8年度活動計画 

 ・第5期健康つくば21プラン（案）について 
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２ つくば市健康づくり推進協議会設置要項 

 

つくば市健康づくり推進協議会設置要項 

 

（目的） 

第１条 市民の健康づくりを計画的かつ総合的に推進するため、つくば市健康づくり推進協議会

（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 推進協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 

（１）健康増進計画の策定、進行管理及び評価に関すること。 

（２）食育推進、歯科保健、自殺対策の推進に関すること。 

（３）健康づくりのための事業に関すること。 

（４）その他健康づくりのために必要と認められる事項に関すること。 

（構成） 

第３条 推進協議会は、13人以内の委員で構成する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）つくば市医師会、つくば市歯科医師会等の医療関係団体の代表者 

（３）健康づくり団体等の関係代表者 

（４）つくば市民 

（５）保健所等行政機関の代表者 

（任期） 

第５条 委員の任期は３年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 推進協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議の開催） 

第７条 推進協議会は、会長が招集する。 

２ 会議の招集が困難である場合等にあっては、出席に代えて書面又は電子メールにより意見の聴

取を行うことができるものとする。 

（庶務） 

第８条 推進協議会の庶務は、保健部健康増進課において処理する。 

 

 

附則 

この要項は、令和３年１月20日から施行する。 

附則 

この要項は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 

この要項は、令和６年３月28日から施行する。 
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３ つくば市健康づくり推進協議会委員名簿 

◎会長 〇副会長 

氏名 所属 委嘱区分（要項第4条） 

◎小倉 正徳 つくば市医師会副会長 つくば市医師会代表者 

〇小林 健一 

（～Ｒ7.6） 
つくば市歯科医師会専務理事 

つくば市歯科医師会代表者 
〇髙田 将生 

（Ｒ7.7～） 
つくば市歯科医師会専務理事 

冨岡 雅樹 つくば薬剤師会副会長 つくば薬剤師会代表者 

山海 知子 
筑波大学医学医療系教授/ 

キヤノン株式会社取手事業所専属産業医 

学識経験者 
太刀川 弘和 

（～Ｒ7.4） 
筑波大学医学医療系教授 

白鳥 裕貴 

（Ｒ7.5～） 
筑波大学医学医療系講師 

萩原 武久 つくば市スポーツ協会会長 

健康づくり団体等の 

関係代表者 
土居 環樹 つくば市運動普及推進員会副会長 

栗山 光子 つくば市食生活改善推進員協議会会長 

本多 めぐみ 茨城県つくば保健所長 保健所等行政機関の代表者 

加藤 美奈子 つくば市民 

つくば市民 

後藤 和江 つくば市民 

坂入 美妃 つくば市民 

中野 潤子 つくば市民 

任期：令和6年7月1日から令和8年9月30日まで 

任期中に所属の変更があった場合は（前職/現職）を表記 
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４ 「健康つくば 21」アンケート調査 

（１）調査方法と回収状況 

 

調査の方法 内容 

調査地域 つくば市内 

調査方法 

一般市民：郵送による配付、郵送またはインターネットによる回答 

妊産婦：窓口や教室、訪問等での配付、調査票またはインターネットに

よる回答 

乳児の保護者：郵送による配付、郵送またはインターネットによる回答 

幼児の保護者：3歳児健診時での配付、調査票またはインターネットによ

る回答 

小学生、中学生、高校生：学校配布、調査票またはインターネットによ

る回答 

調査期間 令和6年9月～令和6年12月 

 

 
対象者 配布数 有効回答数 有効回答率 

一般市民 3,472通 1,252通 36.1％ 

妊産婦 1,415通 

769通 

妊婦 394通 

産婦 371通 

不明  4通 

54.3％ 

乳児の保護者 690通 476通 69.0％ 

幼児の保護者 651通 492通 75.6％ 

小学生 432通 400通 92.6％ 

中学生 406通 368通 90.6％ 

高校生 452通 402通 88.9％ 
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（２）回答者の属性 

■一般市民 

Ｆ1．年齢 

全  体 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上 無回答 

1,252 16.5 14.9 15.1 16.6 12.5 11.4 12.0 1.1 

Ｆ2．性別 

全  体 男 女 回答しない 無回答 

1,252 48.2 50.0 1.0 0.7 

Ｆ3．①身長 

全  体 140cm 未満 140～149cm 150～159cm 160～169cm 170～179cm 180cm 以上 無回答 

1,252 0.3 5.8 31.1 33.1 24.2 4.1 1.4 

Ｆ3．②体重 

全  体 40kg 未満 40～49kg 50～59kg 60～69kg 70～79kg 80～89kg 90kg 以上 無回答 

1,252 1.7 17.7 30.8 24.7 14.5 5.6 2.3 2.8 

Ｆ3．③ＢＭＩ 

全  体 やせ（18.5 未満） 
標準（18.5 以上

25.0 未満） 
肥満（25.0 以上） 無回答 

1,252 9.3 68.2 19.7 2.8 

Ｆ4．今の体重をどう思うか 

全  体 ちょうどいい 増やしたい 減らしたい 無回答 

1,252 39.1 8.0 51.9 1.0 

Ｆ5．住まい 

全  体 大穂地区 豊里地区 
谷田部 

地区 
桜地区 筑波地区 茎崎地区 その他 無回答 

1,252 9.3 6.4 42.3 20.4 9.3 10.0 1.1 1.2 

Ｆ6．家族構成 

全  体 
ひとり

暮らし 

配偶者

と同居 

配偶

者・子

どもと

同居 

子ども

と同居 

親・配

偶者と

同居 

親・配

偶者・

子ども

と同居 

親・子

どもと

同居 

その他 無回答 

1,252 14.9 26.4 35.7 6.5 3.5 2.6 1.7 6.9 1.8 
  

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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Ｆ7．職業 

全  体 

常勤職

員（研

究職を

除く） 

研究職 自営業 
専業 

農家 

パー

ト・ア

ルバイ

ト 

学生 
家事 

専業 
無職 その他 無回答 

1,252 37.4 5.3 4.3 1.6 13.3 4.6 10.1 18.3 3.4 1.8 

Ｆ8．自分を健康だと思っているか 

全  体 健康である 
まあ 

健康である 

やや 

不健康である 
不健康である 無回答 

1,252 22.6 55.0 16.8 5.0 0.6 

Ｆ9．健康に関心をもっているか 

全  体 関心がある 
少し 

関心がある 

あまり関心が 

ない 
関心がない 無回答 

1,252 62.1 32.2 4.4 0.8 0.6 

Ｆ10．妊娠中、または産後1年以内か（女性のみ） 

全  体 はい いいえ 無回答 

626 5.0 93.0 2.1 

 
 

 

  

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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（３）アンケート調査票 

1 市民 
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て
く

だ
さ

い
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ひ
と

り
暮

ら
し

（
２

）
　

配
偶

者
と

同
居

（
３

）
　

配
偶

者
・
子

ど
も

と
同

居

（
４

）
　

子
ど

も
と

同
居

（
５

）
　

親
・
配

偶
者

と
同

居
（
6

）
　

親
・
配

偶
者

・
子

ど
も

と
同

居

（
7

）
　

親
・
子

ど
も

と
同

居
（
８

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

Ｆ
７

．
あ

な
た

の
職

業
を

教
え

て
く

だ
さ

い
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

常
勤

職
員

（
研

究
職

を
除

く
）

（
２

）
　

研
究

職
（
３

）
　

自
営

業
（
４

）
　

専
業

農
家

（
５

）
　

パ
ー

ト
・
ア

ル
バ

イ
ト

（
６

）
　

学
生

（
７

）
　

家
事

専
業

（
８

）
　

無
職

（
上

記
に

あ
て

は
ま

ら
な

い
人

）
（
９

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

Ｆ
８

．
自

分
を

健
康

だ
と

思
っ

て
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

健
康

で
あ

る
（
２

）
　

ま
あ

健
康

で
あ

る
（
３

）
　

や
や

不
健

康
で

あ
る

（
４

）
　

不
健

康
で

あ
る

Ｆ
９

．
健

康
に

関
心

を
も

っ
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
関

心
が

あ
る

（
２

）
少

し
関

心
が

あ
る

（
３

）
　

あ
ま

り
関

心
が

な
い

（
４

）
関

心
が

な
い

■
女

性
の

方
に

お
聞

き
し

ま
す

（
１
）
　

は
い

は
い

（
２

）
　

い
い

え

◆
あ

な
た

自
身

の
こ

と
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

  
  
  

 く
だ

さ
い

Ｆ
1
0

．
現

在
、
あ

な
た

は
妊

娠
中

、
ま

た
は

産
後

１
年

以
内

で
す

か

　
　
※

地
区

名
が

わ
か

ら
な

い
場

合
は

1
6

ペ
ー

ジ
「
お

住
ま

い
の

地
区

」で
確

認
い

た
だ

く
か

、
（７

）
の

カ
ッ

コ
内

に
字

名
を

ご
記

入



 パブリックコメント資料  

 
164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
１
．
健

康
診

断
（
が

ん
検

診
以

外
）
を

受
け

て
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ほ
ぼ

毎
年

（
２

）
　

２
年

に
１
回

（
３

）
　

３
～

４
年

に
１
回

（
４

）
　

５
年

以
上

受
け

て
い

な
い

（
受

け
た

こ
と

が
な

い
を

含
む

）

■
問

１
で

「
（
４

）
　

５
年

以
上

受
け

て
い

な
い

（
受

け
た

こ
と

が
な

い
を

含
む

）
」
と

答
え

た
方

問
１
－

１
．
 受

け
て

い
な

い
理

由
は

何
で

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

忙
し

い
（
２

）
　

受
け

方
が

わ
か

ら
な

い
（
３

）
　

お
金

が
か

か
る

（
４

）
　

受
け

る
必

要
が

な
い

（
５

）
　

医
療

機
関

に
か

か
っ

て
い

る
の

で
受

け
て

い
な

い

（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

（
１
）
　

受
け

た
（
２

）
　

受
け

て
い

な
い

■
問

２
で

「
（
１
）
　

受
け

た
」
と

答
え

た
方

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
（
１
）
　

つ
く

ば
市

の
健

診
（
保

健
セ

ン
タ

ー
で

の
健

診
、
医

療
機

関
健

診
、
人

間
ド

ッ
ク

健
診

）

　
（
２

）
　

勤
務

先
で

の
健

診
（
人

間
ド

ッ
ク

含
む

）
、
勤

務
先

の
扶

養
家

族
の

健
診

、
学

校
健

診
な

ど

　
（
３

）
　

全
額

自
費

に
よ

る
健

診

　
（
４

）
　

農
協

健
診

（
１
）
　

胃
（
２

）
　

大
腸

（
３

）
　

肺
（
４

）
　

前
立

腺

（
５

）
　

子
宮

（
６

）
　

乳
房

（
７

）
　

が
ん

検
診

は
受

け
て

い
な

い

■
問

３
で

「
（
７

）
が

ん
検

診
は

受
け

て
い

な
い

」
と

答
え

た
方

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

忙
し

い
（
２

）
　

受
け

方
が

わ
か

ら
な

い
（
３

）
　

お
金

が
か

か
る

（
４

）
　

受
け

る
必

要
が

な
い

（
５

）
　

医
療

機
関

に
か

か
っ

て
い

る
の

で
受

け
て

い
な

い

（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
４

．
健

診
結

果
を

そ
の

後
の

自
分

の
生

活
に

役
立

て
て

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

◆
健

診
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
２

．
令

和
５

年
度

（
令

和
５

年
4

月
1
日

～
令

和
６

年
3

月
3

1
日

）
に

 健
康

診
断

（
が

ん
検

診
以

外
）

　
　
　
 を

受
け

ま
し

た
か

問
２

－
１
．
ど

こ
で

健
診

を
受

け
ま

し
た

か

　
　
※

が
ん

検
診

と
は

、
胃

が
ん

・大
腸

が
ん

・
肺

が
ん

・前
立

腺
が

ん
・
子

宮
が

ん
・
乳

が
ん

検
診

を
指

し
ま

す

　
　
※

定
期

的
と

は
、
ほ

ぼ
毎

年
受

診
、
乳

が
ん

検
診

は
２

年
に

１
回

受
診

を
指

し
ま

す

問
３

．
定

期
的

に
受

け
て

い
る

が
ん

検
診

す
べ

て
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い

問
３

－
１
．
が

ん
検

診
を

受
け

て
い

な
い

理
由

は
何

で
す

か
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（
１
）
　

食
べ

な
い

（
２

）
　

食
べ

る

問
２

０
．
外

食
時

や
食

品
を

購
入

す
る

と
き

に
、
栄

養
成

分
表

示
を

見
て

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
２

１
．
地

元
産

の
野

菜
を

購
入

す
る

よ
う

心
が

け
て

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
２

２
．
食

育
に

関
心

が
あ

り
ま

す
か

　
　

　
※

食
育

と
は

、
健

康
的

な
食

事
を

す
る

力
を

養
う

こ
と

を
指

し
ま

す

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
２

３
．
あ

な
た

は
、
食

事
の

と
り

方
で

ど
の

よ
う

な
こ

と
に

気
を

つ
け

て
い

ま
す

か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
野

菜
を

食
べ

る
こ

と
（
２

）
朝

食
を

と
る

こ
と

（
３

）
塩

分
を

控
え

る
こ

と
（
４

）
主

食
・
主

菜
・
副

菜
を

そ
ろ

え
て

食
べ

る
こ

と

（
５

）
お

菓
子

や
甘

い
飲

み
物

を
控

え
る

こ
と

（
６

）

（
７

）
家

族
や

友
人

と
一

緒
に

食
事

を
と

る
こ

と
（
８

）
旬

の
食

材
を

取
り

入
れ

る
こ

と

（
９

）

（
1
0

）
地

域
で

取
れ

る
食

材
を

活
用

す
る

こ
と

（
1
1
）
脂

肪
（
あ

ぶ
ら

）
分

の
量

と
質

を
調

整
す

る

（
1
2

）
カ

ル
シ

ウ
ム

を
多

く
含

む
食

品
を

食
べ

る
こ

と

（
1
3

）
早

食
い

に
気

を
つ

け
る

（
1
4

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

（
1
5

）
特

に
心

が
け

て
い

る
こ

と
は

な
い

問
２

４
．
あ

な
た

は
食

品
の

安
全

に
関

す
る

知
識

を
持

っ
て

い
る

と
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

十
分

に
持

っ
て

い
る

と
思

う
（
２

）
　

あ
る

程
度

持
っ

て
い

る
と

思
う

（
３

）
　

あ
ま

り
持

っ
て

い
な

い
と

思
う

（
４

）
　

全
く

持
っ

て
い

な
い

と
思

う

（
５

）
　

わ
か

ら
な

い

問
２

５
．
食

品
ロ

ス
削

減
の

た
め

に
行

動
し

て
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

原
材

料
な

ど
の

安
全

性
が

確
保

で
き

る
も

の
を

選
ぶ

こ
と

問
１
９

．
塩

分
の

多
い

食
材

（
麺

類
、
佃

煮
、
漬

物
、
梅

干
し

、
干

物
、
練

製
品

等
）
や

濃
い

味
付

け
　
　
　

　
の

も
の

を
毎

日
食

べ
て

い
ま

す
か

適
正

体
重

の
維

持
の

た
め

に
食

事
の

量
を

調
整

す
る

こ
と

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

週
に

６
～

７
日

（
２

）
　

週
４

～
５

日
（
３

）
　

週
に

２
～

３
日

（
４

）
　

週
に

１
日

以
下

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

小
鉢

１
つ

（
２

）
　

小
鉢

２
つ

（
３

）
小

鉢
３

つ

（
４

）
　

小
鉢

４
つ

（
５

）
　

小
鉢

５
つ

以
上

（
６

）
　

ほ
と

ん
ど

と
っ

て
い

な
い

（
７

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

問
１
３

．
果

物
を

１
日

平
均

す
る

と
ど

れ
く

ら
い

食
べ

て
い

ま
す

か
　

※
１
ヶ

あ
た

り
1
0

0
ｇ

と
し

ま
す

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

３
ヶ

以
上

（
２

）
　

２
ヶ

（
３

）
　

１
ヶ

（
４

）
　

１
/
２

ヶ
（
５

）
　

ほ
と

ん
ど

と
っ

て
い

な
い

（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
1
4

．
あ

な
た

は
、
ゆ

っ
く

り
よ

く
か

ん
で

食
事

を
し

て
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
１
５

．
あ

な
た

は
、
朝

食
を

家
族

の
だ

れ
か

と
一

緒
に

食
べ

る
こ

と
は

ど
の

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ほ
と

ん
ど

毎
日

（
２

）
　

週
に

４
～

５
日

（
３

）
　

週
に

２
～

３
日

（
４

）
　

ほ
と

ん
ど

な
い

問
１
６

．
あ

な
た

は
、
夕

食
を

家
族

の
だ

れ
か

と
一

緒
に

食
べ

る
こ

と
は

ど
の

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ほ
と

ん
ど

毎
日

（
２

）
　

週
に

４
～

５
日

（
３

）
　

週
に

２
～

３
日

（
４

）
　

ほ
と

ん
ど

な
い

問
１
７

．
あ

な
た

は
、
食

事
の

時
間

は
楽

し
い

で
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
１
８

．
汁

物
（
味

噌
汁

や
麺

類
の

汁
な

ど
）
を

１
日

何
回

飲
ん

で
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

０
回

（
２

）
　

１
回

（
３

）
　

２
回

（
４

）
　

３
回

＜
例

：
果

物
1
0

0
ｇ

分
＞

　
 ・

み
か

ん
1
個

　
　
　

・
バ

ナ
ナ

１
本

　
　

　
・
り

ん
ご

0
.5

個
　

　
　
・
も

も
1
個

問
１
２

．
１
日

の
野

菜
摂

取
量

の
目

標
は

3
5

0
ｇ

以
上

（
調

理
前

の
生

の
状

態
）
で

す
　
　

　
　
 野

菜
料

理
で

は
小

鉢
５

つ
分

程
度

の
量

で
す

　
　

　
　
 あ

な
た

は
、
ふ

だ
ん

１
日

で
ど

れ
く

ら
い

の
量

の
野

菜
を

と
っ

て
い

ま
す

か

※
野

菜
料

理
小

鉢
１
つ

の
例

（
野

菜
7

0
ｇ
分

）
　
 ・

お
ひ

た
し

１
皿

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

・
野

菜
が

た
く

さ
ん

入
っ

た
ス

ー
プ

や
み

そ
汁

１
杯

　
 ・

生
野

菜
サ

ラ
ダ

大
皿

１
杯

　
　
　
　

　
　
　

　
　

・
ト

マ
ト

（
中

く
ら

い
の

大
き

さ
）
半

分
く

ら
い

問
１
１
．
①

主
食

、
②

主
菜

、
③

副
菜

を
そ

ろ
え

て
食

べ
る

こ
と

が
１
日

に
２

回
以

上
あ

る
日

は
、

　
　

　
　
週

に
何

日
あ

り
ま

す
か
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問
３

１
．
睡

眠
に

よ
っ

て
休

養
が

充
分

と
れ

て
い

ま
す

か

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
３

２
．
あ

な
た

の
平

均
的

な
睡

眠
時

間
は

ど
れ

く
ら

い
で

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

５
時

間
未

満
（
２

）
　

５
～

６
時

間
（
３

）
　

６
～

７
時

間

（
４

）
　

７
～

８
時

間
（
５

）
　

８
～

９
時

間
（
６

）
　

９
時

間
以

上

問
３

３
．
最

近
１
ヶ

月
の

間
に

ス
ト

レ
ス

や
悩

み
は

あ
り

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

あ
ま

り
な

い
（
３

）
　

多
少

あ
る

（
４

）
　

大
い

に
あ

る

■
問

３
３

で
「
（
３

）
多

少
あ

る
」
ま

た
は

「
（
４

）
大

い
に

あ
る

」
と

答
え

た
方

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

仕
事

や
職

場
の

こ
と

（
２

）
　

自
分

の
健

康
や

病
気

の
こ

と

（
３

）
　

学
校

で
の

問
題

（
４

）
　

家
族

関
係

や
介

護
に

関
す

る
問

題

（
５

）
　

経
済

面
や

生
活

の
問

題
（
６

）
　

男
女

問
題

（
７

）
　

子
育

て
に

関
す

る
問

題

（
８

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

１
．
神

経
過

敏
に

感
じ

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

２
．
絶

望
的

だ
と

感
じ

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

３
．
そ

わ
そ

わ
、
落

ち
着

か
な

く
感

じ
ま

し
た

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

４
．
気

分
が

沈
み

込
ん

で
、
何

が
起

こ
っ

て
も

気
が

晴
れ

な
い

よ
う

に
感

じ
ま

し
た

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

５
．
何

を
す

る
の

も
骨

折
り

だ
と

感
じ

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

６
．
自

分
は

価
値

の
な

い
人

間
だ

と
感

じ
ま

し
た

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

ま
っ

た
く

な
い

（
２

）
　

少
し

だ
け

（
３

）
　

時
々

（
４

）
　

た
い

て
い

（
５

）
い

つ
も

問
３

４
．
最

近
１
ヶ

月
の

間
に

ど
れ

く
ら

い
の

頻
度

で
次

の
こ

と
が

あ
り

ま
し

た
か

　
　
　

　
１
～

６
そ

れ
ぞ

れ
の

質
問

に
つ

い
て

、
（
１
）
～

（
５

）
の

う
ち

あ
て

は
ま

る
番

号
を

ひ
と

つ
選

ん
で

　
　
　

　
く

だ
さ

い

◆
休

養
や

こ
こ

ろ
の

健
康

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

問
３

３
－

１
．
 あ

な
た

が
ス

ト
レ

ス
を

感
じ

る
主

な
原

因
は

次
の

ど
れ

で
す

か

問
２

６
．
健

康
の

た
め

に
意

識
し

て
身

体
を

動
か

す
こ

と
を

心
が

け
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
　

（
１
）
　

し
て

い
る

（
２

）
　

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

し
て

い
る

（
３

）
　

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い

　
　

（
４

）
　

あ
ま

り
し

て
い

な
い

（
５

）
　

し
て

い
な

い

問
２

７
．
少

し
息

が
弾

む
程

度
の

運
動

（
連

続
し

て
3

0
分

以
上

）
を

ど
の

く
ら

い
し

て
い

ま
す

か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　
週

２
回

以
上

を
１
年

以
上

継
続

（
２

）
　
週

１
回

を
１
年

以
上

継
続

（
３

）
　
週

１
回

以
上

を
１
年

未
満

（
４

）
　
そ

の
他

 （
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

（
５

）
　
 し

て
い

な
い

■
問

２
７

で
（
１
）
か

ら
（
４

）
と

答
え

た
方

問
２

７
－

１
．
ど

ん
な

運
動

を
し

て
い

ま
す

か
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

（
２

）
　

ジ
ョ

ギ
ン

グ
（
３

）
　

水
泳

（
４

）
　

テ
ニ

ス
（
５

）
　

筋
ト

レ
（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

■
問

２
７

で
（
５

）
と

答
え

た
方

問
２

７
－

２
．
運

動
を

し
て

い
な

い
理

由
は

何
で

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

忙
し

く
て

時
間

が
な

い
　

（
２

）
　

仕
事

や
家

事
で

疲
れ

て
い

る
　

（
３

）
　

場
所

や
機

会
が

な
い

　
（
４

）
　

運
動

が
好

き
で

は
な

い

（
５

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
２

８
．
普

段
か

ら
歩

い
て

い
ま

す
か

（
目

安
と

し
て

、
週

２
回

・
３

０
分

以
上

）

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
２

９
．
6

5
歳

以
上

の
方

に
伺

い
ま

す
。
あ

な
た

は
、
足

腰
に

痛
み

が
あ

り
ま

す
か

（
１
）
　

あ
る

（
２

）
　

な
い

問
３

０
．
あ

な
た

は
、
市

の
運

動
教

室
や

ス
ポ

ー
ツ

イ
ベ

ン
ト

に
参

加
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

■
問

３
０

で
（
１
）
は

い
と

答
え

た
方

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
３

０
－

１
．
教

室
や

イ
ベ

ン
ト

に
参

加
し

た
こ

と
で

、
　
　

　
　
　

　
運

動
に

対
す

る
意

識
の

変
化

や
運

動
習

慣
に

変
化

は
あ

り
ま

し
た

か

◆
運

動
の

よ
う

す
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

　
　
　
　
　
　
※

少
し

息
が

弾
む

程
度

の
運

動
と

は
、
会

話
を

し
な

が
ら

運
動

が
で

き
少

し
汗

ば
む

程
度

、
ま

た
は

　
　
　
　
　
　
　
 脈

拍
が

１
分

間
に

約
1
2

0
回

か
ら

1
3

0
回

前
後

と
な

る
く

ら
い

の
運

動
を

想
定

し
て

い
ま

す

問
２

７
－

１
へ

問
２

７
－

２
へ
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問
３

９
．
た

ば
こ

を
吸

っ
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　
も

と
も

と
吸

わ
な

い

（
２

）
　
以

前
は

吸
っ

て
い

た
が

、
１
ヶ

月
以

上
吸

っ
て

い
な

い

（
３

）
　
主

に
紙

巻
た

ば
こ

を
吸

っ
て

い
る

（
４

）
　
主

に
加

熱
式

た
ば

こ
を

吸
っ

て
い

る

問
３

９
－

１
．
た

ば
こ

を
や

め
た

理
由

は
何

で
す

か
  
  

  
  
  

  
  

  
  

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

健
康

に
悪

い
と

思
う

か
ら

（
２

）
　

自
分

の
身

体
の

具
合

が
悪

く
な

っ
た

か
ら

（
３

）
　

家
族

の
健

康
を

守
る

た
め

（
４

）
　

人
か

ら
や

め
る

よ
う

に
勧

め
ら

れ
た

か
ら

（
５

）
　

吸
い

に
く

い
環

境
に

な
っ

て
き

た
か

ら
（
６

）
　

他
人

に
迷

惑
を

か
け

る
か

ら

（
７

）
　

た
ば

こ
代

が
か

か
る

か
ら

（
８

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

禁
煙

外
来

（
保

険
診

療
の

も
の

）
（
２

）
　

市
販

の
禁

煙
補

助
薬

（
ニ

コ
チ

ン
ガ

ム
や

パ
ッ

チ
な

ど
）

（
３

）
　

禁
煙

ア
プ

リ
（
４

）
　

禁
煙

マ
ラ

ソ
ン

な
ど

の
イ

ベ
ン

ト

（
５

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
６

）
　

何
も

利
用

し
て

い
な

い

■
問

３
９

で
（
３

）
ま

た
は

（
４

）
と

答
え

た
方

　
　

平
均

　
（
　
　
　

　
　

）
本

／
日

　
　

吸
い

始
め

の
年

齢
　
（
　
　
　

　
　

）
歳

　
　
　

　
　

喫
煙

歴
（
　
　

　
　
　

）
年

■
問

３
９

で
（
３

）
ま

た
は

（
４

）
と

答
え

た
方

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　
や

め
た

い
（
２

）
　
本

数
を

減
ら

し
た

い

（
３

）
　
や

め
た

く
な

い
（
４

）
　
わ

か
ら

な
い

問
３

９
－

４
．
た

ば
こ

を
や

め
た

い
と

思
い

ま
す

か

◆
た

ば
こ

と
ア

ル
コ

ー
ル

等
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
３

９
－

２
．
た

ば
こ

を
や

め
る

と
き

に
利

用
し

た
も

の
は

あ
り

ま
す

か

問
３

９
－

３
．
１
日

の
平

均
本

数
、
吸

い
始

め
の

年
齢

、
喫

煙
歴

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い

■
問

３
９

で
「
（
２

）
以

前
は

吸
っ

て
い

た
が

、
１
ヶ

月
以

上
吸

っ
て

い
な

い
」
と

答
え

た
方

■
問

３
９

で
「
（
２

）
以

前
は

吸
っ

て
い

た
が

、
１
ヶ

月
以

上
吸

っ
て

い
な

い
」
と

答
え

た
方

問
3

9
－

１
、

問
3
9

－
２

へ

問
3

9
－

３
、

問
3

9
－

４
へ

問
３

５
．
今

ま
で

に
自

殺
を

考
え

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

過
去

１
ヶ

月
以

内
に

あ
る

（
２

）
　

過
去

１
年

以
内

に
あ

る
（
過

去
１
ヶ

月
以

内
は

な
い

）

（
３

）
　

こ
れ

ま
で

の
人

生
で

は
あ

る
　

（
過

去
１
年

以
内

は
な

い
）

（
４

）
　

今
ま

で
に

な
い

問
３

６
．
ス

ト
レ

ス
や

悩
み

を
感

じ
た

と
き

に
相

談
す

る
相

手
が

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

■
問

３
６

で
「
（
１
）
は

い
」
と

答
え

た
方

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

家
族

（
２

）
　

友
人

（
３

）
　

職
場

の
人

（
４

）
（
５

）
　

行
政

の
相

談
窓

口
（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

問
３

７
．
専

門
の

相
談

窓
口

が
あ

る
の

は
知

っ
て

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
３

８
．
つ

く
ば

市
で

行
わ

れ
て

い
る

自
殺

予
防

事
業

で
、
ど

の
事

業
を

知
っ

て
い

ま
す

か （
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
養

成
講

座
（
２

）
　

自
殺

予
防

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

（
３

）
　

こ
こ

ろ
の

体
温

計
（
ア

プ
リ

）
（
４

）
　

こ
こ

ろ
と

い
の

ち
の

相
談

窓
口

一
覧

チ
ラ

シ

（
５

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
（
６

）
　

ど
れ

も
知

ら
な

い

S
N

S
（X

（旧
T
w

it
t
e
r）

、
L
IN

E
な

ど
）

問
３

６
－

１
．
 相

談
す

る
相

手
は

誰
で

す
か
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問
４

６
．
ア

ル
コ

ー
ル

類
を

飲
む

頻
度

は
ど

の
く

ら
い

で
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

毎
日

（
２

）
　

週
に

５
～

６
日

（
３

）
　

週
に

３
～

４
日

（
４

）
　

週
に

１
～

２
回

（
６

）
　

ほ
と

ん
ど

飲
ま

な
い

（
７

）
　

や
め

た
（
８

）
　

飲
ま

な
い

（
飲

め
な

い
）

■
問

４
６

で
（
１
）
～

（
５

）
と

答
え

た
方

（
１
）
　
１
合

（
1
8

0
m

l）
未

満

（
２

）
　
１
合

以
上

２
合

（
3

6
0

m
l）

未
満

（
３

）
　
２

合
以

上
３

合
（
5

4
0

m
l）

未
満

（
４

）
　
３

合
以

上
４

合
（
7

2
0

m
l）

未
満

（
５

）
　
４

合
以

上
５

合
（
9

0
0

m
l）

未
満

（
６

）
　
５

合
（
9

0
0

m
l）

以
上

問
４

７
．
現

在
の

飲
酒

量
は

適
量

だ
と

思
い

ま
す

か

（
１
）
　

そ
う

思
う

（
２

）
　

そ
う

思
わ

な
い

問
４

８
．
食

べ
た

ら
歯

を
み

が
く

習
慣

を
継

続
し

て
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
５

０
．
「
歯

科
医

院
は

予
防

的
に

行
く

と
こ

ろ
」
と

い
う

考
え

は
あ

り
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
５

１
．
年

１
回

程
度

、
歯

の
定

期
健

診
を

受
け

て
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

（
５

）
　

月
に

１
～

３
日

◆
歯

と
口

腔
の

健
康

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

問
４

９
．
自

分
の

口
腔

状
態

に
合

わ
せ

た
セ

ル
フ

ケ
ア

（
デ

ン
タ

ル
フ

ロ
ス

・
歯

間
ブ

ラ
シ

・
義

歯
の

　
　

　
　
手

入
れ

等
）
を

1
日

1
回

以
上

し
て

い
ま

す
か

問
４

６
-1

．
お

酒
を

飲
む

日
は

１
日

あ
た

り
、
ど

れ
く

ら
い

の
量

を
飲

み
ま

す
か

　
　

　
　
　

　
清

酒
に

換
算

し
、
あ

て
は

ま
る

番
号

を
○

を
１
つ

選
ん

で
く

だ
さ

い

【
参

考
例

】
清

酒
１

合
（
ア

ル
コ

ー
ル

度
数

1
5

度
・
1

8
0

m
l）

は
、
次

の
量

に
ほ

ぼ

相
当

し
ま

す

●
ビ

ー
ル

中
瓶

１
本

（
ア

ル
コ

ー
ル

度
数

５
度

・
5

0
0

m
l）

●
ウ

イ
ス

キ
ー

ダ
ブ

ル
１

杯
（ア

ル
コ

ー
ル

度
数

4
3

度
・6

0
m

l）

●
焼

酎
0

.6
合

（
ア

ル
コ

ー
ル

度
数

2
5

度
・約

1
1

0
m

l）

●
ワ

イ
ン

1
/4

本
（ア

ル
コ

ー
ル

度
数

1
4

度
・1

8
0

m
l）

●
缶

チ
ュ

ー
ハ

イ
1
.5

缶
（
ア

ル
コ

ー
ル

度
数

５
度

・約
5

2
0

m
l）

●
缶

チ
ュ

ー
ハ

イ
１
缶

（
ア

ル
コ

ー
ル

度
数

7
度

・
約

3
5

0
m

l）

問
４

０
．
た

ば
こ

を
や

め
る

た
め

の
手

段
を

知
っ

て
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
４

１
．
慢

性
閉

塞
性

肺
疾

患
（
Ｃ

Ｏ
Ｐ

Ｄ
）
が

ど
ん

な
病

気
か

知
っ

て
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
　

（
１
）
　

知
っ

て
い

る
（
２

）
　

名
前

は
聞

い
た

こ
と

が
あ

る
（
３

）
　

知
ら

な
い

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

■
問

４
２

で
「
（
１
）
は

い
」
と

答
え

た
方

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

家
庭

（
２

）
　

職
場

（
３

）
　

学
校

（
４

）
　

飲
食

店
（
５

）
　

遊
技

場
（
ゲ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

、
パ

チ
ン

コ
、
競

馬
場

な
ど

）

（
６

）
　

行
政

機
関

（
市

役
所

、
交

流
セ

ン
タ

ー
な

ど
）

（
７

）
　

医
療

機
関

（
８

）
　

公
共

交
通

機
関

（
９

）
　

路
上

（
1
0

）
　

子
供

が
利

用
す

る
屋

外
の

空
間

（
公

園
、
通

学
路

な
ど

）

問
４

３
．
現

在
、
同

居
す

る
家

族
の

中
に

た
ば

こ
を

吸
っ

て
い

る
人

は
い

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

　
（
２

）
　

い
い

え

問
４

４
．
あ

な
た

は
、
健

康
面

か
ら

喫
煙

を
ど

う
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

害
ば

か
り

で
、
良

い
面

は
な

い
と

思
う

（
２

）
　

害
は

あ
る

が
、
良

い
面

も
あ

る
と

思
う

（
３

）
　

害
よ

り
も

、
良

い
面

の
ほ

う
が

多
い

と
思

う
（
４

）
　

わ
か

ら
な

い

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

害
が

あ
る

と
思

う
（
２

）
　

多
少

は
害

は
あ

る
が

た
い

し
た

こ
と

は
な

い
と

思
う

（
３

）
　

害
は

な
い

と
思

う
（
４

）
　

わ
か

ら
な

い

問
４

２
－

１
．
 そ

の
場

所
は

ど
こ

で
す

か

問
４

２
．
あ

な
た

は
こ

の
１
ヶ

月
間

に
、
望

ま
ず

に
自

分
以

外
の

人
が

吸
っ

て
い

た
　
　
　

　
た

ば
こ

の
煙

を
吸

う
機

会
（
受

動
喫

煙
）
が

あ
り

ま
し

た
か

皆
さ

ん
に

お
聞

き
し

ま
す

問
４

５
．
他

の
人

が
吸

っ
て

い
る

た
ば

こ
の

煙
を

吸
う

と
自

分
の

身
体

に
害

が
あ

る
と

思
い

ま
す

か
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問
５

９
．
医

療
機

関
を

受
診

す
る

と
き

、
お

薬
手

帳
を

持
っ

て
い

く
よ

う
に

し
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え
（
３

）
　

持
っ

て
い

な
い

（
そ

れ
ぞ

れ
ひ

と
つ

に
○

）

（
ア

）
食

生
活

改
善

推
進

員
（
１
）
　

知
っ

て
い

る
（
２

）
　

知
ら

な
い

（
イ

）
運

動
普

及
推

進
員

（
１
）
　

知
っ

て
い

る
（
２

）
　

知
ら

な
い

（
ウ

）
シ

ル
バ

ー
リ

ハ
ビ

リ
体

操
指

導
士

（
１
）
　

知
っ

て
い

る
（
２

）
　

知
ら

な
い

問
６

１
．
日

ご
ろ

か
ら

ご
自

身
の

身
体

に
気

を
使

っ
て

い
ま

す
か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
６

２
．
週

に
１
回

以
上

は
外

出
し

て
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
(１

)　
ほ

と
ん

ど
外

出
し

て
い

な
い

  
　

 (
２

)　
週

１
回

 　
  
 　

(３
)　

週
２

～
４

回
 　

  
 (

４
)　

週
５

回
以

上

問
６

３
．
現

在
、
社

会
活

動
に

参
加

し
て

い
ま

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

就
学

（
２

）
　

就
労

（
３

）
　

町
内

会
な

ど
の

活
動

・
行

事
（
４

）
　

婦
人

会
・
シ

ニ
ア

ク
ラ

ブ
な

ど
の

地
域

活
動

（
５

）
　

子
供

会
な

ど
の

地
域

活
動

（
６

）
　

P
T

A
な

ど
の

学
校

関
係

の
活

動

（
７

）
　

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

（
８

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

（
９

）
　

特
に

参
加

し
て

い
な

い

問
６

４
．
健

康
づ

く
り

に
つ

い
て

の
企

業
や

行
政

の
取

組
に

参
加

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
参

加
し

た
こ

と
が

あ
る

　
　

　
（
２

）
参

加
し

た
こ

と
は

な
い

が
参

加
し

て
み

た
い

　
　

　
（
３

）
参

加
し

た
こ

と
が

な
い

問
６

０
．
つ

く
ば

市
に

は
皆

さ
ま

の
健

康
づ

く
り

を
応

援
す

る
地

区
組

織
等

が
あ

り
ま

す
　
　
　

　
 あ

な
た

は
以

下
の

地
区

組
織

等
を

知
っ

て
い

ま
す

か

◆
社

会
参

加
の

こ
と

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

問
５

２
．
次

の
病

気
は

す
べ

て
歯

周
病

と
関

係
が

深
い

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

　
　

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
知

っ
て

い
た

も
の

に
〇

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
糖

尿
病

（
２

）
肺

炎
（
３

）
心

臓
病

（
４

）
早

産
や

低
体

重
児

の
出

産

（
５

）
骨

粗
し

ょ
う

症
（
６

）
動

脈
硬

化
（
７

）
認

知
症

（
８

）
ひ

と
つ

も
知

ら
な

か
っ

た

問
５

３
．
な

ん
で

も
よ

く
噛

ん
で

食
べ

る
こ

と
が

で
き

ま
す

か

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
５

４
．
お

茶
や

汁
も

の
な

ど
で

よ
く

む
せ

る
こ

と
は

あ
り

ま
す

か

（
１
）
　

い
い

え
（
２

）
　

は
い

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
　

家
族

（
２

）
　

友
人

・
知

人
（
３

）
　

医
療

機
関

（
４

）
　

保
健

セ
ン

タ
ー

（
５

）
　

介
護

施
設

（
６

）
　

市
役

所
（
７

）
　

市
の

広
報

誌
（
８

）
　

ポ
ス

タ
ー

な
ど

の
広

告

（
９

）
　

S
N

S
（
X

（
旧

T
w

it
t
e
r）

、
L
IN

E
な

ど
）

（
１
１
）
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

（
１
２

）
　

テ
レ

ビ
（
１
３

）
　

雑
誌

（
１
４

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
５

６
．
次

の
う

ち
、
か

か
り

つ
け

を
も

っ
て

い
ま

す
か

（
そ

れ
ぞ

れ
ひ

と
つ

に
○

）

（
ア

）
か

か
り

つ
け

医
（
１
）
　

も
っ

て
い

る
（
２

）
　

も
っ

て
い

な
い

（
イ

）
か

か
り

つ
け

歯
科

医
（
１
）
　

も
っ

て
い

る
（
２

）
　

も
っ

て
い

な
い

（
ウ

）
か

か
り

つ
け

薬
局

も
し

く
は

薬
剤

師
（
１
）
　

も
っ

て
い

る
（
２

）
　

も
っ

て
い

な
い

（
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

問
５

８
． （
１
）
　

は
い

（
２

）
　

い
い

え

（
１
０

）
　

健
康

教
室

や
講

演
会

◆
あ

な
た

の
健

康
管

理
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
５

５
．
健

康
に

関
す

る
情

報
は

、
ど

こ
か

ら
得

て
い

ま
す

か

　
　
※

か
か

り
つ

け
と

は
、
日

頃
か

ら
あ

な
た

の
体

質
や

病
気

、
健

康
状

態
を

把
握

し
、
健

康
に

関
し

て
相

談
も

　
　
　
 受

け
ら

れ
る

 「
か

か
り

つ
け

医
」「

か
か

り
つ

け
歯

科
医

」「
か

か
り

つ
け

薬
局

・薬
剤

師
」の

こ
と

を
想

定
　
　
　
 し

て
い

ま
す

問
５

７
．
医

療
機

関
を

受
診

す
る

場
合

、
診

療
時

間
内

に
受

診
す

る
よ

う
に

心
が

け
て

い
ま

す
か

救
急

車
を

呼
ん

だ
ほ

う
が

よ
い

か
迷

っ
た

と
き

に
相

談
す

る
こ

と
が

で
き

る
お

と
な

救
急

電
話

相
談

（
#

7
1
1
9

)ま
た

は
、
こ

ど
も

救
急

電
話

相
談

（
＃

8
0

0
0

）
を

知
っ

て
い

ま
す

か
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お
住

ま
い

の
地

区
：
F

5
（
2

ペ
ー

ジ
）
は

下
記

を
参

考
に

お
答

え
く

だ
さ

い

あ
し

び
野

、
天

宝
喜

、
池

向
、
稲

荷
原

、
梅

ケ
丘

、
大

井
、
大

舟
戸

、
小

茎
、
上

岩
崎

、
茎

崎
、
九

万
坪

、
駒

込
、
小

山
、
桜

が
丘

、
下

岩
崎

、
自

由
ケ

丘
、
城

山
、
菅

間
、
高

崎
、

高
見

原
１
～

５
丁

目
、
中

山
、
西

大
井

、
泊

崎
、
樋

の
沢

、
富

士
見

台
、
房

内
、
宝

陽
台

、
細

見
、
牧

園
、
明

神
、
森

の
里

、
六

斗
、
若

栗
、
若

葉

明
石

、
安

食
、
池

田
、
泉

、
磯

部
、
臼

井
、
漆

所
、
大

形
、
大

貫
、
小

沢
、
小

田
、
上

大
島

、
上

菅
間

、
神

郡
、
北

太
田

、
君

島
、
国

松
、
小

泉
、
高

野
原

新
田

、
小

和
田

、
下

大
島

、
杉

木
、
田

中
、
筑

波
、
作

谷
、
寺

具
、
中

菅
間

、
沼

田
、
平

沢
、
北

条
、
洞

下
、
水

守
、
山

木
、

山
口

今
鹿

島
、
上

郷
、
上

里
、
高

野
、
木

俣
、
酒

丸
、
田

倉
、
土

田
、
手

子
生

、
東

光
台

１
～

５
丁

目
、
遠

東
、
豊

里
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

、
豊

里
の

杜
１
～

２
丁

目
、
中

東
、

中
東

原
新

田
、
沼

崎
、
野

畑
、
百

家

大
砂

、
大

曽
根

、
大

穂
、
長

高
野

、
鹿

島
台

、
要

、
佐

、
篠

崎
、
玉

取
、
筑

穂
１
～

３
丁

目
、

西
高

野
、
西

沢
、
蓮

沼
、
花

畑
１
～

３
丁

目
、
前

野
、
南

原
、
吉

沼
、
若

森

吾
妻

１
～

４
丁

目
、
天

久
保

１
～

４
丁

目
、
上

野
、
上

ノ
室

、
梅

園
２

丁
目

、
大

、
上

境
、

上
広

岡
、
吉

瀬
、
倉

掛
、
栗

原
、
金

田
、
妻

木
、
栄

、
桜

１
～

３
丁

目
、
桜

ニ
ユ

ー
タ

ウ
ン

、
さ

く
ら

の
森

、
大

角
豆

、
柴

崎
、
下

広
岡

、
松

栄
、
千

現
１
～

２
丁

目
、
セ

ン
ト

ラ
ル

タ
ウ

ン
、

竹
園

１
～

３
丁

目
、
筑

波
大

学
生

宿
舎

、
筑

波
大

看
護

師
宿

舎
、
天

王
台

、
中

根
、

並
木

２
～

４
丁

目
、
野

田
団

地
、
花

園
、
花

室
、
春

風
台

、
東

岡
、
古

来
、
松

塚
、
横

町
、

流
星

台

赤
塚

、
新

井
、
新

牧
田

、
飯

田
、
市

之
台

、
稲

岡
、
稲

荷
前

、
今

泉
、
榎

戸
、
大

白
硲

、
鬼

ケ
窪

、
小

野
川

、
小

野
崎

、
面

野
井

、
学

園
の

森
１
～

３
丁

目
、
学

園
南

１
～

３
丁

目
、

梶
内

、
春

日
１
～

４
丁

目
、
片

田
、
葛

城
根

崎
苅

間
、
上

萱
丸

、
か

み
か

わ
上

河
原

崎
、

か
み

か
わ

下
河

原
崎

、
上

河
原

崎
、
上

河
原

崎
・中

西
地

区
、
上

原
、
上

横
場

、
観

音
台

１
丁

目
、
観

音
台

２
丁

目
、
北

中
島

、
北

中
妻

、
研

究
学

園
１
～

７
丁

目
、

高
野

台
２

～
３

丁
目

、
小

白
硲

、
、
西

郷
、
境

田
、
境

松
、
島

、
島

名
、
島

名
香

取
台

、
島

名
陣

場
、
島

名
諏

訪
、
下

萱
丸

、
下

河
原

崎
、
下

原
、
下

平
塚

、
下

別
府

、
下

横
場

、
台

町
１
～

３
丁

目
、
平

、
高

須
賀

、
高

田
、
鷹

野
原

、
高

山
上

河
原

崎
、
高

山
下

河
原

崎
、

高
良

田
、
館

野
、
手

代
木

、
中

内
、
中

野
、
中

別
府

、
鍋

沼
新

田
、
西

大
沼

、
西

大
橋

、
西

岡
、
西

栗
山

、
西

平
塚

、
二

の
宮

１
～

４
丁

目
、
根

崎
、
花

島
新

田
、
羽

成
、
原

、
万

博
公

園
西

島
名

、
万

博
公

園
西

下
河

原
崎

、
東

１
～

２
丁

目
、
東

新
井

、
東

平
塚

、
東

丸
山

、
富

士
見

ケ
丘

団
地

、
古

館
、
真

瀬
、
松

代
１
～

５
丁

目
、
松

野
木

、
瑞

穂
団

地
、

水
堀

、
緑

が
丘

、
み

ど
り

の
１
～

２
丁

目
、
み

ど
り

の
中

央
、
み

ど
り

の
東

、
み

ど
り

の
南

、
南

中
妻

、
茗

渓
学

園
寮

、
柳

橋
、
谷

田
部

、
谷

田
部

陣
場

、
谷

田
部

諏
訪

、
山

中

字
名

(5
0

音
順

）

茎
崎

大
穂

豊
里

筑
波

地
区

名

谷
田

部

桜
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問
１
０

．
今

ま
で

に
自

殺
を

考
え

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
(１

)　
過

去
１
ヶ

月
以

内
に

あ
る

　
　

　
(２

)　
過

去
1
年

以
内

に
あ

る
（
過

去
1
ヶ

月
以

内
は

な
い

）

　
(３

)　
こ

れ
ま

で
の

人
生

で
は

あ
る

（
過

去
1
年

以
内

、
1
ヶ

月
以

内
は

な
い

）
　

　
（
４

）
　

今
ま

で
に

な
い

問
１
１
．

つ
く

ば
市

で
行

わ
れ

て
い

る
自

殺
予

防
事

業
を

知
っ

て
い

ま
す

か
（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

　
(１

)　
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

養
成

講
座

　
　

　
(２

)　
自

殺
予

防
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
　

　
（
３

）
　

こ
こ

ろ
の

体
温

計

　
(４

）
　

こ
こ

ろ
と

い
の

ち
の

相
談

窓
口

一
覧

チ
ラ

シ
　

　
（
５

）
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）
　

（
６

）
　

ど
れ

も
知

ら
な

い

◆
歯

の
健

康
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
１
２

．
「
歯

科
医

院
は

予
防

的
に

行
く

と
こ

ろ
」
と

い
う

考
え

は
あ

り
ま

す
か

問
１
３

．
年

１
回

程
度

、
歯

の
定

期
健

診
を

受
け

て
い

ま
す

か

問
１
４

．
自

分
の

口
腔

状
態

に
合

わ
せ

た
セ

ル
フ

ケ
ア

（
デ

ン
タ

ル
フ

ロ
ス

・
歯

間
ブ

ラ
シ

等
）

を
１
日

１
回

以
上

し
て

い
ま

す
か

◆
そ

の
他

の
こ

と
に

つ
い

て
、
う

か
が

い
ま

す
問

１
５

．

問
１
6

．

ご
協

力
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(２

)　
い

い
え

お
と

な
の

こ
と

で
救

急
車

を
呼

ぼ
う

か
迷

っ
た

と
き

に
相

談
で

き
る

お
と

な
救

急
電

話
相

談
（
＃

7
1
1
9

）
を

知
っ

て
い

ま
す

か

お
子

さ
ま

の
こ

と
で

救
急

車
を

呼
ぼ

う
か

迷
っ

た
と

き
に

相
談

で
き

る
こ

ど
も

救
急

電
話

相
談

（
＃

8
0

0
0

）
を

知
っ

て
い

ま
す

か

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(２

)　
い

い
え
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(１
)　

は
い

(２
)　

い
い

え

問
２

．
現

在
、
お

子
さ

ん
と

同
居

す
る

家
族

の
中

に
喫

煙
者

は
い

ま
す

か

(１
)　

は
い

(２
)　

い
い

え

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

(１
)　

家
族

(２
)　

友
人

・
知

人
(３

)　
医

療
機

関
(４

)　
保

健
セ

ン
タ

ー

(５
)　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
(６

)　
テ

レ
ビ

(７
)　

雑
誌

(８
)　

子
ど

も
医

療
電

話
相

談
事

業
（
#

8
0

0
0

)
(９

)　
そ

の
他

（
　
 　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

問
４

．
次

の
う

ち
、
お

子
さ

ん
の

か
か

り
つ

け
を

も
っ

て
い

ま
す

か
（
そ

れ
ぞ

れ
ひ

と
つ

に
○

）

（
１
）
　

も
っ

て
い

る
（
２

）
　
も

っ
て

い
な

い

（
１
）
　

も
っ

て
い

る
（
２

）
　
も

っ
て

い
な

い

　
(１

)　
は

い
(２

)　
い

い
え

　
(１

)　
は

い
(２

)　
い

い
え

（
３

）
お

薬
手

帳
を

持
っ

て
い

な
い

　
(１

)　
は

い
(２

)　
い

い
え

　
(１

)　
は

い
(２

)　
い

い
え

（
そ

れ
ぞ

れ
ひ

と
つ

に
○

）

　
　

食
生

活
改

善
推

進
員

(１
)　

知
っ

て
い

る
　

　
　
　

　
(２

)　
知

ら
な

い

　
　

運
動

普
及

推
進

員
(１

)　
知

っ
て

い
る

　
　
　
　

　
(２

)　
知

ら
な

い

　
　

シ
ル

バ
ー

リ
ハ

ビ
リ

体
操

指
導

士
(１

)　
知

っ
て

い
る

　
　
　
　

　
(２

)　
知

ら
な

い

ご
協

力
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

問
７

．
お

子
さ

ん
の

こ
と

で
救

急
車

を
呼

ん
だ

ほ
う

が
よ

い
か

迷
っ

た
と

き
に

相
談

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
　

 　
こ

ど
も

救
急

電
話

相
談

（
＃

8
0

0
0

）
を

知
っ

て
い

ま
す

か

◆
お

子
さ

ん
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
1
．
お

子
さ

ん
の

身
体

の
発

育
の

た
め

に
、
身

体
を

使
っ

た
遊

び
を

す
る

よ
う

心
が

け
て

い
ま

す
か

問
９

．
つ

く
ば

市
に

は
皆

さ
ま

の
健

康
づ

く
り

を
応

援
す

る
地

区
組

織
等

が
あ

り
ま

す
　
 　

  
あ

な
た

は
以

下
の

地
区

組
織

等
を

知
っ

て
い

ま
す

か

  
 （

ア
）
お

子
さ

ん
の

か
か

り
つ

け
医

  
 （

イ
）
お

子
さ

ん
の

か
か

り
つ

け
薬

局
も

し
く

は
薬

剤
師

問
5

．
お

子
さ

ん
が

医
療

機
関

を
受

診
す

る
場

合
、
診

療
時

間
内

に
受

診
す

る
よ

う
に

心
が

け
て

　
　

　
 い

ま
す

か

  
※

か
か

り
つ

け
と

は
、
日

頃
か

ら
お

子
さ

ん
の

体
質

や
病

気
、
健

康
状

態
を

把
握

し
、
健

康
に

関
し

て
相

談
も

  
  

 受
け

ら
れ

る
 「

か
か

り
つ

け
医

」
「
か

か
り

つ
け

薬
局

・
薬

剤
師

」
の

こ
と

を
想

定
し

て
い

ま
す

問
３

．
お

子
さ

ん
の

病
気

の
予

防
や

具
合

が
悪

く
な

っ
た

と
き

の
対

処
法

な
ど

の
情

報
は

、
　
　

　
 ど

こ
か

ら
取

得
し

て
い

ま
す

か

問
６

．
お

子
さ

ん
が

医
療

機
関

を
受

診
す

る
と

き
、
お

薬
手

帳
を

持
っ

て
い

く
よ

う
に

し
て

い
  
  

  
 ま

す
か

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

◆
そ

の
他

の
こ

と
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
８

．
お

と
な

の
こ

と
で

救
急

車
を

呼
ん

だ
ほ

う
が

よ
い

か
迷

っ
た

と
き

に
相

談
す

る
こ

と
が

で
き

る
お

　
　

　
 と

な
救

急
電

話
相

談
（
＃

7
1
1
9

）
を

知
っ

て
い

ま
す

か
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問
１
０

．
外

で
遊

ん
だ

り
、
身

体
を

使
っ

て
遊

ん
だ

り
し

て
い

ま
す

か

問
1
1
．

現
在

、
お

子
さ

ん
と

同
居

す
る

家
族

の
中

に
喫

煙
者

は
い

ま
す

か

問
１
2

．
お

子
さ

ん
は

定
期

的
に

歯
の

検
診

（
年

1
回

程
度

）
を

受
け

て
い

ま
す

か

問
１
３

．
か

か
り

つ
け

医
を

も
っ

て
い

ま
す

か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

問
１
４

．
か

か
り

つ
け

歯
科

医
を

も
っ

て
い

ま
す

か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

問
１
５

．
　

か
か

り
つ

け
薬

局
も

し
く

は
薬

剤
師

を
も

っ
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
１
７

．
お

子
さ

ん
の

病
気

の
予

防
や

具
合

が
悪

く
な

っ
た

と
き

の
対

処
法

な
ど

の
情

報
は

、

ど
の

よ
う

に
取

得
し

て
い

ま
す

か
（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

　
　

(７
)
　

雑
誌

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(８

)　
＃

８
０

０
０

　
　

　
　

　
（９

）
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

）

※
＃

８
０

０
０

は
救

急
電

話
相

談
で

、
救

急
車

を
呼

ぶ
か

迷
っ

た
際

に
利

用
で

き
る

窓
口

で
す

問
１
８

．
お

子
さ

ん
が

受
診

す
る

場
合

、
診

療
時

間
内

に
受

診
す

る
よ

う
に

心
が

け
て

い
ま

す
か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

問
１
９

．
あ

な
た

は
、
朝

食
を

週
に

ど
の

く
ら

い
食

べ
て

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

０
.

あ
な

た
の

家
族

は
、
朝

食
を

食
べ

て
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

1
．

「
歯

科
医

院
は

予
防

的
に

行
く

と
こ

ろ
」と

い
う

考
え

は
あ

り
ま

す
か

問
２

2
．

育
児

等
困

っ
た

時
、
す

ぐ
相

談
で

き
る

人
・
機

関
は

身
近

に
い

ま
す

か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

◆
ア

ン
ケ

ー
ト

に
お

答
え

い
た

だ
い

た
方

ご
自

身
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

　
　

(１
)
　

家
族

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(２

)　
友

人
・知

人
　

　
　

　
(３

)
　

医
療

機
関

　
　

　
　

  
 ご

協
力

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

　
　

(１
)
　

い
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
２

)
　

い
な

い

　
　

（１
）
週

６
～

７
日

　
　

　
（２

）
週

４
～

５
日

　
　

　
（３

）週
２

～
３

日
　

　
　

（４
）週

１
日

以
下

　
　

(１
)
　

家
族

み
ん

な
食

べ
て

い
る

　
　

　
　

　
(２

)
　

家
族

の
中

で
食

べ
な

い
人

も
い

る
　

　

  
  
(３

)
　

家
族

み
ん

な
食

べ
な

い

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(２

)　
い

い
え

　
　

(４
)
　

保
健

セ
ン

タ
ー

　
　

　
 (

５
)　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
　

 (
６

)
　

テ
レ

ビ
　

　
　

　
　

　

問
１
６

．
　

お
子

さ
ん

が
医

療
機

関
を

受
診

す
る

と
き

、
お

薬
手

帳
を

持
っ

て
い

く
よ

う
に

し
て

い
ま

す
か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(２

)　
い

い
え

　
　

　
　

　
　

　
　

（３
）お

薬
手

帳
を

持
っ

て
い

な
い
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問と
い

９
．

あ
な

た
は

、
食

事
の

時
間

は
楽

し
い

で
す

か
　
　
　
　
　
　
　
し

ょ
く

じ
　
じ

か
ん

　
た

の
　
　
　
　
　
　

問と
い

１
０

．
あ

な
た

は
、
授

業
じ

ゅ
ぎ

ょ
う 以

外
　
い

が
い

で
、
か

ら
だ

を
使つ

か

っ
て

遊あ
そ

ん
だ

り
、
運

動
う

ん
ど

う

す
る

日ひ

が
週し

ゅ
う ３

回か
い

以
上

い
じ

ょ
う

問と
い

１
０

－
１
．
（
問と

い

１
０

で
（
２

）
　

い
い

え
　
と

答こ
た

え
た

方か
た

）

あ
な

た
が

週し
ゅ

う 3
回

以
上

か
い

い
じ

ょ
う

運
動

う
ん

ど
う

を
し

な
い

理
由

り
ゆ

う

は
な

ん
で

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

問と
い

１
１
．

現
在

げ
ん

ざ
い

、
一

緒
い

っ
し

ょ

に
す

ん
で

い
る

家
族

か
ぞ

く

の
中な

か

に
た

ば
こ

を
す

う
人ひ

と

は
い

ま
す

か

問と
い

１
２

．

と
こ

ろ
だ

と
い

う
こ

と
を

知し

っ
て

い
ま

す
か

問と
い

１
３

．
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問と
い

１
４

．
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）
け

が
や

病
気

び
ょ

う
き の

こ
と

で
よ

く
行い

く
お

医
者

い
し

ゃ

さ
ん

は
あ

り
ま

す
か

あ
り

ま
す

か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え

　
　

(１
)
　

場
所

ば
し

ょ

が
な

い
た

め
　

　
　

(２
)
　

学
校

が
っ

こ
う

や
習な

ら

い
ご

と
な

ど
で

つ
か

れ
て

い
る

た
め

　
　

(３
)　

時
間

じ
か

ん

が
な

い
た

め
　

　
　

(４
)
　

運
動

う
ん

ど
う

が
好す

き
で

は
な

い
た

め

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え

ご
協

力
き

ょ
う

り
ょ

く あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え

あ
な

た
は

、
歯

医
者

は
い

し
ゃ

さ
ん

は
、
虫

歯
む

し
ば

を
な

お
す

だ
け

で
な

く
虫

歯
む

し
ば

に
な

ら
な

い
た

め
に

行い

く

　
　

(５
)　

い
っ

し
ょ

に
運

動
う

ん
ど

う

す
る

な
か

ま
が

い
な

い

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（３

）
わ

か
ら

な
い

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)　

い
い

え
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（３

）
わ

か
ら

な
い

　
  
(
６

)　
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

む
し

歯ば

や
口く

ち

の
こ

と
で

よ
く

行い

く
歯

医
者

は
い

し
ゃ

さ
ん

は
あ

り
ま

す
か
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問
１
５

．
あ

な
た

は
、
最

近
１
ヶ

月
の

間
に

ス
ト

レ
ス

や
悩

み
は

あ
り

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
1
5

－
１
．
（
問

１
５

で
（
１
）
　
大

い
に

あ
る

　
（
２

）
　

多
少

あ
る

　
と

答
え

た
方

）

あ
な

た
が

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
る

主
な

原
因

は
次

の
ど

れ
で

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

問
１
６

．
あ

な
た

は
、
ス

ト
レ

ス
や

悩
み

を
感

じ
た

と
き

に
解

消
す

る
方

法
を

持
っ

て
い

ま
す

か

問
１
７

．
あ

な
た

は
、
ス

ト
レ

ス
や

悩
み

を
感

じ
た

と
き

に
相

談
す

る
相

手
が

い
ま

す
か

問
1
７

－
１
．
（
問

1
７

で
（
１
）
　
は

い
　

と
答

え
た

方
）

あ
な

た
が

相
談

す
る

相
手

は
誰

で
す

か
（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

問
１
８

．
あ

な
た

が
一

番
相

談
し

や
す

い
方

法
は

ど
れ

で
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
１
９

．
専

門
の

相
談

窓
口

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

ま
す

か

◆
た

ば
こ

と
ア

ル
コ

ー
ル

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

問
２

０
．

あ
な

た
は

た
ば

こ
を

吸
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か

問
２

１
．

現
在

、
同

居
す

る
家

族
の

中
に

た
ば

こ
を

吸
っ

て
い

る
人

は
い

ま
す

か

問
２

２
．

あ
な

た
は

、
健

康
面

か
ら

た
ば

こ
を

吸
う

こ
と

を
ど

う
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

　
　
(１

)　
吸

っ
た

こ
と

が
あ

る
　
 　

(２
)　

吸
っ

た
こ

と
は

な
い

　
　

（
１
）
　

勉
強

や
進

路
の

こ
と

　
　

　
（
２

）
　
友

達
と

の
人

間
関

係
　
　

　
（
３

）
　
家

族
関

係

　
　

（
４

）
　
異

性
関

係
　

　
（
５

）
　
自

分
の

容
姿

や
体

型
の

こ
と

　
（
６

）
　
教

師
と

の
人

間
関

係

　
　

（
７

）
　
経

済
的

な
問

題
　

　
（
８

）
　

自
分

や
家

族
の

病
気

　
　

　
　

（
９

）
　
そ

の
他

（
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
）

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　

（
１
）
　

学
校

の
先

生
　
　

　
　
（
２

）
　
友

達
　
　

　
　
（
３

）
　
先

輩
　
　

　
　
（
４

）
　
家

族

　
　

（
５

）
　
S

N
S

（
X

（
旧

T
w

it
te

r）
、
L
IN

E
な

ど
）
　
（
６

）
　

そ
の

他
（
　

　
　
　
　

　
　
　

  
 　

　
　
）

　
　
(１

)　
対

面
　

　
　
　

　
(２

)　
電

話
　
　

　
　
　

　
(３

)　
S

N
S

（
X

（
旧

T
w

it
te

r）
、
L
IN

E
な

ど
）
　

　
  
(４

)　
そ

の
他

（
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
  
 　

　
　
）

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
害

ば
か

り
で

、
良

い
面

は
な

い
と

思
う

　
　

　
　
 (

２
)　

害
は

あ
る

が
、
良

い
面

も
あ

る
と

思
う

　
　
(３

)　
害

よ
り

も
、
良

い
面

の
方

が
多

い
と

思
う

　
　
　

(４
)　

わ
か

ら
な

い

　
　
（
１
）
　
大

い
に

あ
る

　
　
　
（
２

）
　
多

少
あ

る
　
　
　
（
３

）
　
あ

ま
り

な
い

　
　
　
（
４

）
　
ま

っ
た

く
な

い

問
１
１
．

問
１
２

．
あ

な
た

は
、
食

事
の

と
り

方
で

ど
の

よ
う

な
こ

と
に

気
を

つ
け

て
い

ま
す

か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

（
１
）
野

菜
を

食
べ

る
こ

と
（
２

）
朝

食
を

と
る

こ
と

（
３

）
塩

分
を

控
え

る
こ

と
（
４

）
主

食
・
主

菜
・
副

菜
を

そ
ろ

え
て

食
べ

る
こ

と

（
５

）
お

菓
子

や
甘

い
飲

み
物

を
控

え
る

こ
と

（
６

）
適

正
体

重
の

維
持

の
た

め
に

食
事

の
量

を
調

整
す

る
こ

と

（
７

）
家

族
や

友
人

と
一

緒
に

食
事

を
と

る
こ

と
（
８

）
旬

の
食

材
を

取
り

入
れ

る
こ

と

（
９

）
原

材
料

な
ど

の
安

全
性

が
確

保
で

き
る

も
の

を
選

ぶ
こ

と

（
1
0

）
地

域
で

取
れ

る
食

材
を

活
用

す
る

こ
と

（
1
2

）
カ

ル
シ

ウ
ム

を
多

く
含

む
食

品
を

食
べ

る
こ

と

（
1
3

）
早

食
い

を
気

を
つ

け
る

（
1
5

）
特

に
心

が
け

て
い

る
こ

と
は

な
い

◆
ふ

だ
ん

の
運

動
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
１
３

．
あ

な
た

は
、
体

育
の

授
業

以
外

で
、
息

が
弾は
ず

む
程

度
の

運
動

（
３

０
分

以
上

）を
週

２
回

以
上

し
て

い
ま

す
か

問
１
３

－
１
．
（
問

１
３

で
（
２

）
　
い

い
え

　
と

答
え

た
方

）

あ
な

た
が

週
2

回
以

上
運

動
を

し
な

い
理

由
は

な
ん

で
す

か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

◆
こ

こ
ろ

の
健

康
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
１
４

．
あ

な
た

の
平

均
的

な
睡

眠
時

間
は

ど
れ

く
ら

い
で

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　
５

時
間

未
満

（
２

）
　
５

～
６

時
間

未
満

（
３

）
　

６
～

７
時

間
程

度

（
４

）
　

７
～

８
時

間
程

度
（
５

）
　
８

～
９

時
間

程
度

（
６

）
　

９
時

間
以

上

（
1
1
）
脂

肪
（
あ

ぶ
ら

）
分

の
量

と
質

を
調

整
す

る

　
　
(５

)　
や

る
気

が
な

い
　
　
　

　
　
　

　
　
　

  
(６

)　
そ

の
他

（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

）

（
1
4

）
そ

の
他

（
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
  
  

  
 　

）

あ
な

た
は

、
食

事
の

時
間

は
楽

し
い

で
す

か

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
(２

)　
い

い
え

　
　
(１

)　
場

所
や

機
会

が
な

い
た

め
　

　
　
　

(２
)　

学
校

や
部

活
動

・
塾

で
疲

れ
て

い
る

た
め

　
　
(３

)　
時

間
が

な
い

た
め

　
　
　

　
　
　

　
 　

(４
)　

運
動

が
好

き
で

は
な

い
た

め
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問
２

３
．

あ
な

た
は

、
他

の
人

が
吸

っ
て

い
る

た
ば

こ
の

煙
を

吸
う

と
自

分
の

身
体

に
害

が
あ

る
と

思
い

ま
す

か
（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

４
．

あ
な

た
は

お
酒

を
飲

ん
だ

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

問
２

５
．

あ
な

た
は

、
2

0
歳

未
満

の
人

が
お

酒
を

飲
む

こ
と

は
身

体
に

害
が

あ
る

と
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

◆
歯

の
健

康
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

問
２

６
．

あ
な

た
は

、
歯

科
医

院
は

、
虫

歯
の

治
療

だ
け

で
な

く
、
予

防
と

し
て

も
行

く
と

こ
ろ

だ
と

い
う

こ
と

を
知

っ
て

い
ま

す
か

問
２

７
．

あ
な

た
の

か
か

り
つ

け
の

歯
科

医
は

い
ま

す
か

問
２

８
．

あ
な

た
の

か
か

り
つ

け
の

医
師

は
い

ま
す

か

ご
協

力
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

　
　
(１

)　
害

が
あ

る
と

思
う

　
　
　

(２
)　

多
少

は
害

は
あ

る
と

思
う

が
た

い
し

た
こ

と
は

な
い

と
思

う

　
　
(３

)　
害

は
な

い
と

思
う

　
　

　
(４

)　
わ

か
ら

な
い

　
　
(１

)　
飲

ん
だ

こ
と

が
あ

る
　

 　
(２

)　
飲

ん
だ

こ
と

は
な

い

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

(２
)　

い
い

え

　
　
（
１
）
　

害
が

あ
る

と
思

う
　
　
　
（
２

）
　
多

少
は

害
は

あ
る

と
思

う
が

た
い

し
た

こ
と

は
な

い
と

思
う

　
　
（
３

）
　

害
は

な
い

と
思

う
　
　
　

（
４

）
　
わ

か
ら

な
い

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

(２
)　

い
い

え

　
　
(１

)　
は

い
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

(２
)　

い
い

え
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7 高校生 

 

 

 

 

 

 

 

 



 パブリックコメント資料  

 
181 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

問
２

０
．

あ
な

た
は

た
ば

こ
を

吸
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か

　
　

(１
)
　

吸
っ

た
こ

と
は

な
い

　
　

　
　

(２
)
　

吸
っ

た
こ

と
が

あ
る

問
２

１
．

現
在

、
同

居
す

る
家

族
の

中
に

た
ば

こ
を

吸
っ

て
い

る
人

は
い

ま
す

か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(２
)
　

い
い

え

問
２

２
．

あ
な

た
は

、
健

康
面

か
ら

喫
煙

を
ど

う
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

３
．

他
の

人
が

吸
っ

て
い

る
た

ば
こ

の
煙

を
吸

う
と

自
分

の
身

体
に

害
が

あ
る

と
思

い
ま

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

４
．

あ
な

た
は

お
酒

を
飲

ん
だ

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

問
２

５
．

2
0

歳
未

満
の

人
が

お
酒

を
飲

む
こ

と
は

身
体

に
害

が
あ

る
と

思
い

ま
す

か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
２

６
．

歯
科

医
院

は
、
予

防
的

に
行

く
と

こ
ろ

だ
と

い
う

考
え

は
あ

り
ま

す
か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　(

２
)
　

い
い

え

問
２

７
．

か
か

り
つ

け
医

を
も

っ
て

い
ま

す
か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　(

２
)
　

い
い

え

問
２

８
．

か
か

り
つ

け
歯

科
医

を
も

っ
て

い
ま

す
か

　
　

(１
)
　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　(

２
)
　

い
い

え

◆
た

ば
こ

と
ア

ル
コ

ー
ル

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

ご
協

力
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

　
　

（１
）
　

害
が

あ
る

と
思

う
　

　
　

（２
）
　

多
少

は
害

は
あ

る
と

思
う

が
た

い
し

た
こ

と
は

な
い

と
思

う

　
　

(３
)
　

害
は

な
い

と
思

う
　

　
　

(４
)　

わ
か

ら
な

い

　
　

（１
）
　

飲
ん

だ
こ

と
は

な
い

　
　

　
　

　
　

（２
）
　

飲
ん

だ
こ

と
が

あ
る

◆
歯

の
健

康
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

　
　

（３
）
　

害
は

な
い

と
思

う
　

　
　

（４
）　

わ
か

ら
な

い

　
　

(１
)　

害
ば

か
り

で
、
良

い
面

は
な

い
と

思
う

　
　

　
　
 (

２
)　

害
は

あ
る

が
、
良

い
面

も
あ

る
と

思
う

　
　

(３
)　

害
よ

り
も

、
良

い
面

の
方

が
多

い
と

思
う

　
　
　

(４
)　

わ
か

ら
な

い

　
　

(１
)
　

害
が

あ
る

と
思

う
　

　
　

(２
)
　

多
少

は
害

は
あ

る
と

思
う

が
た

い
し

た
こ

と
は

な
い

と
思

う

問
１
３

．
あ

な
た

は
、
体

育
の

授
業

以
外

で
、
息

が
弾

む
程

度
の

運
動

（３
０

分
以

上
）を

週
２

回

以
上

し
て

い
ま

す
か

問
１
３

－
１
．
（
問

１
３

で
（
２

）
　
い

い
え

　
と

答
え

た
方

）

あ
な

た
が

週
に

2
回

以
上

運
動

を
し

な
い

理
由

は
な

ん
で

す
か

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

問
１
４

．
あ

な
た

の
平

均
的

な
睡

眠
時

間
は

ど
れ

く
ら

い
で

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

（
１
）
　
５

時
間

未
満

（
２

）
　
５

～
６

時
間

未
満

（
３

）
　

６
～

７
時

間

（
４

）
　

７
～

８
時

間
（
５

）
　
８

～
９

時
間

（
６

）
　

９
時

間
以

上

問
１
５

．
あ

な
た

は
、
最

近
１
ヶ

月
の

間
に

ス
ト

レ
ス

や
悩

み
は

あ
り

ま
し

た
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
１
５

－
１
．
（
問

１
５

で
（
１
）
　
大

い
に

あ
る

　
（
２

）
　
多

少
あ

る
　
と

答
え

た
方

）

問
１
６

．
あ

な
た

は
、
ス

ト
レ

ス
や

悩
み

を
感

じ
た

と
き

に
解

消
す

る
方

法
を

持
っ

て
い

ま
す

か

　
　

(１
)　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
２

)　
い

い
え

問
１
７

．
あ

な
た

は
、
ス

ト
レ

ス
や

悩
み

を
感

じ
た

と
き

に
相

談
す

る
相

手
が

い
ま

す
か

　
　

(１
)　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
２

)　
い

い
え

問
１
７

－
１
．
（
問

１
７

で
（
１
）
　
は

い
　

と
答

え
た

方
）

あ
な

た
が

相
談

す
る

相
手

は
誰

で
す

か
（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

問
１
８

．
あ

な
た

が
一

番
相

談
し

や
す

い
の

は
ど

の
方

法
で

す
か

（
○

は
ひ

と
つ

だ
け

）

問
１
９

．
専

門
の

相
談

窓
口

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

ま
す

か

◆
ふ

だ
ん

の
運

動
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

◆
こ

こ
ろ

の
健

康
に

つ
い

て
う

か
が

い
ま

す

　
　

（
７

）　
経

済
的

な
問

題
　

　
（８

）　
自

分
や

家
族

の
病

気
　

　
　

（
４

）　
家

族
　

　
  
  
  
  
  
  
（
５

）　
S

N
S

（X
（旧

T
w

it
te

r）
、
L
IN

E
な

ど
）
 　

　
　

(１
)　

は
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
２

)　
い

い
え

　
　

(
１
)
　

場
所

や
機

会
が

な
い

た
め

　
　

　
(２

)　
学

校
や

部
活

動
・
塾

で
疲

れ
て

い
る

た
め

　
　

(
３

)　
時

間
が

な
い

た
め

　
　

　
　

　
　

　
 (

４
)　

運
動

が
好

き
で

な
い

た
め

　
　

(
５

)　
や

る
気

が
な

い
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
６

)　
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
　

（１
）　

大
い

に
あ

る
　

　
　

（
２

）　
多

少
あ

る
　

　
　

（
３

）　
あ

ま
り

な
い

　
　

　
（
４

）
　

ま
っ

た
く

な
い

あ
な

た
が

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
る

主
な

原
因

は
次

の
ど

れ
で

す
か

　
（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

　
　

（
１
）
　

勉
強

や
進

路
の

こ
と

　
　

　
（２

）
　

友
達

と
の

人
間

関
係

　
　

　
（３

）
　

家
族

関
係

　
　

（
４

）　
異

性
関

係
　

　
（５

）　
自

分
の

容
姿

や
体

型
の

こ
と

　
（６

）
　

教
師

と
の

人
間

関
係

　
　

（
９

）　
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
　

（
１
）
　

学
校

の
先

生
　

　
　

　
（２

）
　

友
達

　
　

　
  
  
  
  
  
 　

（
３

）　
先

輩

　
　

（
６

）　
そ

の
他

（　
　

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
）

　
　
(１

)　
対

面
　

　
　

　
　
 (

２
)　

電
話

　
　

　
　

　
　
　

(３
)　

S
N

S
（
X

（
旧

T
w

it
te

r）
、
L
IN

E
な

ど
）
 　

　

 　
 (

４
)　

そ
の

他
（
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
  

 　
　

　
）

　
　
(１

)　
は

い
　

　
　

　
　
　

　
　

 　
(２

)　
い

い
え
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５ 用語集 

【あ】                               

〇悪性新生物 

細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する腫瘍のこと。

がん、悪性腫瘍とも言う。 

【い】                               

〇茨城県市町村別健康指標 

老人保健法に基づいて、市町村が実施した基本健康診査（～平成19年度まで）のデータ、

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて市町村国民健康保険が実施した健康診査（平

成20年度以降）のデータ及び人口動態統計等を茨城県立健康プラザで集計し、市町村別に

比較可能な指標にして毎年公表しているもの。 

〇茨城県食育推進計画 

世代ごとのライフステージに応じた食育を推進する「生涯食育社会」の構築をめざす計

画。第一次計画（平成19～22年度）の取組の成果や国の食育推進基本計画改定等を踏まえ、

平成23年3月「茨城県食育推進計画（第二次）」が策定された。平成23～27年度を計画期間

とする。 

【う】                               

〇運動習慣 

「習慣」とは日常生活の一部になり、継続して実施している行動。健康日本21等では、

「1回30分以上、週に2回以上、1年以上」運動を継続している人を「運動習慣あり」と分類

する。 

〇運動普及推進員 

市民自らが、すすんで健康づくりを行うことができるよう、特に日常生活の中に運動習

慣を普及する目的で地域に密着して活動する者。 

【お】                               

〇オーラルフレイル 

口のまわりの筋肉が衰えたり、唾液の量が減少したりすることで、滑舌の低下・わずか

なむせ・食べこぼし・口の乾燥が起きる等、口の機能が低下すること。 

【か】                               

〇かかりつけ医 

主に地域の診療所や医院で、患者の初期症状の治療や、家族ぐるみの日常的な健康管理

にあたっている医師のこと。いわゆるホームドクターで、家族の健康問題等を的確に把握

していて、必要な時に適切な指示を出してくれる医師のこと。 
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〇かかりつけ歯科医 

むし歯や歯周病の治療だけでなく、むし歯や歯周病にならないような予防処置や歯科検

診等を行う身近な歯科医院のこと。かかりつけ歯科医をもつと、歯と口腔の健康が保たれ

るだけでなく、むし歯や歯周病になったときも、歯科医師が患者の情報を得ていることで、

円滑な治療が行える。 

〇かかりつけ薬局 

薬に関するあらゆる相談に応じ、情報提供してくれる薬局のこと。「かかりつけ医」が普

段の健康管理や万が一病気になったときの心強い味方だとすれば、薬局は薬の面から健康

管理のサポートをしてくれる。一つの薬局を「かかりつけ薬局」として、すべての処方を

その薬局で調剤してもらうと、その薬局では、薬歴簿を作成してその人の薬歴を管理して

いくことになる。 

【き】                               

〇基本健康診査（基本健診） 

学生を除く20歳から39歳までの健診を受ける機会のない方を対象とした健診。健診項目

として身体計測、血圧、検尿、血液検査(脂質、血糖、肝機能、貧血)がある。 

〇休養 

休養は疲労やストレスと関連があり、2つの側面がある。休むとは、心身の疲労を癒し

て、元気な状態に回復させることで、養うとは、英気を養い身体的・精神的・社会的な面

で健康になることを指す。 

〇共食 

一緒に食卓を囲んで、共に食べること。食事のマナー、栄養バランスを考えて食べる習

慣の定着や食べ物や食文化を大事にする気持ち等を育む効果が期待される。対照的な名称

として、一人で食事をする「孤食」や、同じ食卓に集まっていても、それぞれ別々のもの

を食べる「個食」等がある。 

〇郷土料理 

地域に根付いた産物を使い、その地域独自の調理方法で作られ、地域で広く伝承されて

いる地域固有の料理。 

【け】                               

〇健康いばらき21プラン 

健康づくり県民運動を総合的かつ効果的に推進するため、健康増進法に基づき平成13年

3月から策定されている県の健康増進計画。 

〇健康格差 

「地域や社会経済状況の違いによる集団・個人における健康状態の差」と定義される。 
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〇健康寿命（健康余命） 

厚生労働省は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義

している。生活習慣病が増加するとともに、高齢化に伴って寝たきりや認知症等の障害も

増加していることから、従来からの「平均寿命（余命）」に代わり健康状態を評価する新た

な指標として提唱されている。本プランで採用している指標は、p.13参照。 

〇健康増進法 

国民の健康維持と生活習慣病予防の推進を目的として制定された法律。国民が生涯にわ

たって自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならないこと等を

規定している。 

〇健康日本21 

平成14年に制定された健康増進法に基づき策定され国民の健康増進に関する基本的な

方針や目標に関する事項等を定めたもの。 

〇ゲートキーパー 

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに気

づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る人のこと。 

〇Ｋ6 

うつ病や不安障害等の精神疾患の可能性がある人を見つけるための調査手法のこと。 

心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を問う6項目の質問に対して、「まっ

たくない」（0点）「少しだけ」（1点）「ときどき」（2点）「たいてい」（3点）「いつも」（4点）

で回答し、合計点数が高いほど、精神的な問題が重い可能性があるとされている。 

〇ＫＤＢシステム 

国保データベースシステムのこと。保険者の保険事業の計画作成や実施を支援するため、

国民健康保険団体連合会が「健診・保健指導」「医療」「介護」の各種データを利活用して

「統計情報」「個人の健康に関するデータ」を作成するシステム。 

【こ】                               

〇口腔機能 

①食べる（噛む、すりつぶす、飲み込む、味わう） 

②話す（発音、歌う、会話、コミュニケーション） 

③感情表現（笑う、怒る）④呼吸する、等の口の働き。 

〇口腔ケア 

歯や口腔（歯ぐき、舌、口腔粘膜）、義歯を清掃する器質的口腔ケアと飲み込み等の口腔

機能を向上させるリハビリテーション等を行う機能的口腔ケアがある。個人で行うセルフ

ケアと歯科医師・歯科衛生士が行うプロフェッショナルケア（専門的口腔ケア）がある。 

〇骨粗しょう症 

骨の量（骨量）が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気。主な原因は女性ホルモ

ンの減少や加齢のほか、栄養バランスの偏りや遺伝、生活習慣等も関係する。 
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【さ】                               

〇産後ケア事業 

出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業。病院、診療

所、助産所等での短期入所（ショートステイ）型、通所（デイサービス）型、居宅訪問（ア

ウトリーチ）型がある。 

【し】                               

〇歯間部清掃用具 

歯ブラシではみがくのが難しい歯と歯の間の清掃をするための補助道具である歯間ブ

ラシやデンタルフロス。 

〇自殺対策計画 

平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現」を目指し、令和元年8月「つくば市自殺対策計画」が策定された。令和元年から7年

度を計画期間とする。 

〇食育 

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々

な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現

することができる人間を育てること。 

〇食育基本法 

国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育を推進し、施

策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的に平成17年6月に制定された。 

〇食育月間 

国、地方公共団体、関係団体等が協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、

食育の国民への浸透を図るため、6月を食育月間とすることが「食育推進基本計画」により

定められている。 

〇食育の日 

食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層の定着を図るための機会として、「食育推

進基本計画」により定められている。毎月19日。 

〇食環境 

国民がより良い食品を選択し、健康を維持・増進していくためには、安全で健康的な食

物が身近にある健全な食生活を送るための環境づくりが必要となり、これを「食環境づく

り（食環境整備）」としている。適切な食物へのアクセス、情報へのアクセスまたはこれら

2つを統合したアプローチを指す。 

  



 パブリックコメント資料  

 
186 

 

〇食生活改善推進員 

市が開催する養成講習会を受け、修了後、「つくば市食生活改善推進員協議会」の会員と

なり、自主的な食生活改善を中心とした健康づくりのための活動を行っているボランティ

ア。「私達の健康は私達の手で」をスローガンに生涯にわたる健康づくり活動や、食育アド

バイザーとして地域に密着した幅広い食育活動を行っている。 

〇シルバーリハビリ体操指導士 

茨城県健康プラザの大田仁史管理者が考案した地域において介護予防のための，シルバ

ーリハビリ体操（「いきいきヘルス体操」「いきいきヘルスいっぱつ体操」等の総称）を普

及させるボランティア活動実践者であり、指導者。概ね50歳以上の方を対象としており、

1級から3級まで、いずれも「シルバーリハビリ体操指導士養成講習会」を受講した修了者

に対して知事が認定を行う。 

〇心疾患 

心臓に関する疾患。「血液の流れが少なくなる又は止まること」を意味する「虚血性心疾

患」（狭心症、心筋梗塞等）が主要なもの。 

〇身体活動・運動 

「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」で推奨している身体活動・運動の定

義は以下のとおり。 

①「身体活動」：安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する、骨格筋の収縮

を伴う全ての活動 

②「生活活動」：身体活動の一部で、日常生活における家事・労働・通勤・通学等に伴う

活動 

③「運動」：身体活動の一部で、スポーツやフィットネス等の、健康・体力の維持・増進

を目的として計画的・定期的に実施する活動 

④「座位行動」：座ったり寝転んだりして過ごすこと 

〇ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

ＣＯＰＤ（Chronic Obstructive Pulmonary Disease） 有毒な粒子やガスの吸入による

進行性の疾患であり、運動時の呼吸困難や慢性の咳・痰等を伴う。主な原因は喫煙である。 

 

【せ】                               

〇生活習慣病 

食事、運動、休養、喫煙、飲酒等の日常の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患

の総称。かつては成人病と称されていた。 

  



 パブリックコメント資料  

 
187 

 

【ち】                               

〇地産地消 

地域で生産された農林水産物（食用に供されるものに限る。）を、その生産された地域内

において消費する取組のこと。食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組等を通じて、

6次産業化にもつながる効果が期待される。 

【つ】                               

〇つくば市戦略プラン 

「つくば市未来構想」で示された市の将来像を実現するための主要な施策等を示したも

の。市政の中でも特に重点的に取り組む施策に経営資源を分配し、組織横断的な取組を行

うとともに、計画的に進行管理を行うこととしている。 

〇つくば市未来構想 

人口減少等の課題に対応し、つくば市がさらなる飛躍を遂げるため、目指すまちの姿や

その実現のための基本的な方針等を示したまちづくりの基本構想。 

【と】                               

〇糖尿病 

インスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で、血糖値の上昇を抑える働き（耐

糖能）が低下してしまうことにより、高血糖が慢性的に続く病気。自覚症状のないままに

重篤な合併症が進展することで、糖尿病網膜症・糖尿病性腎症・神経障害の三大合併症の

ほか、動脈硬化の進行による心臓病や脳卒中の発症リスクも高まる。 

〇特定健康診査(特定健診) 

40歳から74歳までを対象としたメタボリックシンドロームに着目した健診。基本的な健

診項目として身体計測、血圧、検尿、血液検査(脂質、血糖、肝機能)、詳細な健診項目と

して心電図、眼底検査、貧血検査、クレアチニン検査がある。 

〇特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による効果

が多く期待できると判定された人に対して行われる健康支援。対象者は、健診結果に応じ

て「積極的支援」、「動機付け支援」、「情報提供」の3つに区分される。 

【に】                               

〇乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ） 

ＳＩＤＳ（Sudden Infant Death Syndrome） 一見、ごく普通に育っているように見え

る主に1歳未満の乳児が、何の前触れもなく突然呼吸停止し死亡すること。 

〇妊産婦 

妊娠中及び産後1年を経過しない女性。 

〇妊娠届出 

母子健康手帳の交付を受けるための届出。 
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【の】                               

〇脳血管疾患 

脳の血管が詰まる「脳梗塞」と、脳の血管が切れる「脳内出血」と「くも膜下出血」を

脳卒中といい、これらに代表される脳の病気の総称。 

【ひ】                               

〇ＢＭＩ 

“Body Mass Index”の略で、肥満度を計るための国際的な指標で、下記の計算式で出

すことができる。計算方法は世界共通だが、肥満の判定基準は国によって異なる。 

ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

【判定】日本肥満学会基準 

やせ・やせ気味：18.5㎏/㎡未満 

標準(普通体重)：18.5㎏/㎡以上25.0㎏/㎡未満 

肥満・肥満気味：25.0㎏/㎡以上 

【ふ】                               

〇フレイル 

『加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態』を表す

“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である。フレイルは、要介護

状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や

社会的脆弱性等の多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやす

いハイリスク状態を意味する。（『フレイル診療ガイド2018年版』日本老年医学会／国立長

寿医療研究センター） 

【ほ】                               

〇母子保健 

次世代を担う子どもが心身ともに健やかに育つことを目的に、主に思春期から妊娠・出

産・育児期における一連の保健支援のこと。 

【め】                               

〇メタボリックシンドローム該当者 

腹囲が男性は85㎝以上、女性は90㎝以上に該当し、高血糖又は高血圧症又は脂質異常症

のいずれか2つ以上に該当する者。 
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【ら】                               

〇ライフコースアプローチ 

胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくりのこと。幼少期か

らの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きな影響を与え、高齢期に至

るまで健康を保持するには、高齢者の健康を支えるだけでなく、若い世代からの取組が重

要という考え方。 

〇ライフステージ 

人が生まれてから死に至るまでの様々な人生の段階を表す言葉。 

【ろ】                               

〇ロコモティブシンドローム 

立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態を指し、進行すると、将来要介護や寝た

きりになってしまう可能性がある。 
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